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主       文 

１ 別紙２認容額等一覧の「被告」欄記載の被告企業らは、対応する行の「原告」

欄記載の原告らに対し、連帯して（ただし、当該被告が１名のみである場合を除

く）、同「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同「遅延損害金起算日」欄記

載の各日から支払済みまで同「遅延損害金の割合」欄記載の割合による金員を支5 

払え。 

２ 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は、別紙３訴訟費用一覧のとおりとする。 

４ この判決は、第１項に限り、仮に執行することができる。ただし、別紙２認容

額等一覧の「被告」欄記載の被告企業らが、対応する行の「原告」欄記載の原告10 

らに対し、同「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは、当該原告との関

係でその仮執行を免れることができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１章 請求 

第１ 被告国に対する請求 15 

１ 被告国は、原告（１５）に対し、１９２５万円及びこれに対する平成２６年

１２月３日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 

２ 被告国は、原告（１９）に対し、１６０４万１６６７円及びこれに対する平

成１３年３月１３日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。 

第２ 被告企業らに対する請求 20 

  別紙４原告被告企業対照表の「被告企業名」欄記載の各被告企業は、同別紙

の「原告名」欄に対応する欄に○印を付した原告らに対し、連帯して別紙５請

求一覧の「企業ら」欄記載の各金員及び同「発症日」欄記載の各日から支払済

みまで年５％の割合による金員を支払え。 

第２章 事案の概要 25 

第１ 事案の要旨 
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  本件は、建設作業等に従事した際に石綿（アスベスト）含有建材により石綿

粉じんにばく露し、石綿関連疾患にり患したと主張する者（以下「本件被災者

ら」という。）又はその相続人である原告らが、⑴被告国に対しては、厚生労働

大臣（労働大臣）、国土交通大臣（建設大臣）及び内閣は、政省令制定権限及び

監督権限を行使して、本件被災者らの石綿関連疾患り患による損害発生を防止5 

すべき義務を負っていたにもかかわらずこれを怠ったとして、国家賠償法１条

１項に基づき、別紙５請求一覧の「国」欄記載の損害賠償金及びこれに対する

同「発症日」欄記載の日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正

前の民法（以下「旧民法」という。）所定の年５％の割合による遅延損害金の支

払を求め、⑵被告企業らに対しては、建築作業従事者において石綿粉じんばく10 

露を回避することが担保される程度の警告表示をなして、石綿建材の合理的な

安全性を確保すべき注意義務（警告義務）及び石綿不使用義務を負っていたに

もかかわらずこれを怠ったなどとして、不法行為（民法７０９条、７１９条１

項後段の適用又は類推適用）又は製造物責任法３条に基づき、連帯して別紙５

請求一覧の「企業ら」欄記載の損害賠償金及びこれに対する上記と同様の遅延15 

損害金の支払を求める事案である。 

第２ 前提事実（当事者間に争いがないか、後掲証拠又は弁論の全趣旨により容易

に認められる事実） 

１ 当事者等 

⑴ 原告ら 20 

 ア 原告らは、別紙５請求一覧の「主な職種」欄記載の建築作業等に従事し、

同「石綿関連疾患名」欄記載の疾患にり患した者又はその承継人である。 

 イ 被災者（９Ａ）は、第１・第２・第４事件の原告であったが、令和４年

７月１３日に死亡したため、同人の妻である原告（９）が本件訴訟を承継

した（甲Ｄ９の９～甲Ｄ９の１０の２）。 25 

 ウ 被災者（２０Ａ）の妻である（２０Ａｂ）は、第２・第４事件の原告で
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あったが、令和５年７月２６日に死亡したため、同人の父である原告（２

０）が本件訴訟を承継した。 

エ 被災者（２６Ａ）は、第３事件の原告であったが、令和７年２月１日に

死亡したため、同人の妻である原告（２６）が本件訴訟を承継した（甲Ｄ

２６の３～８）。 5 

 オ 被災者（３２Ａ）は、第３・第４事件の原告であったが、令和７年１月

９日に死亡したため、同人の妻である原告（３２）が本件訴訟を承継した

（甲Ｄ３２の５～１５）。 

⑵ 被告企業ら 

  被告企業らの商号変更等は以下のとおりである。なお、以下、商号変更等10 

のあった被告については、商号変更等の前後を問わず、現在の商号で示す（下

記カを除く。）。 

ア 被告ＡＧＣは、平成３０年に「旭硝子株式会社」から現在の商号に商号

変更した。 

イ 被告Ａ＆ＡＭは、平成１２年１０月、浅野スレート株式会社と株式会社15 

アスク（旧商号は「朝日スレート株式会社」であり、昭和２５年に「朝日

石綿工業株式会社」に、昭和６２年に「株式会社アスク」にそれぞれ商号

変更した。）とが合併した会社である。（甲Ｃ４、弁論の全趣旨） 

ウ 被告クボタは、平成２年、「久保田鉄工株式会社」から現在の商号に商号

変更した。 20 

エ 被告クボタ及び松下電工株式会社（平成２０年に「パナソニック電工株

式会社」に商号変更し、平成２４年にパナソニック株式会社に吸収合併さ

れた。）は、平成１５年に被告ケイミュー（旧商号は「クボタ松下電工外装

株式会社」であり、平成２２年に現商号に商号変更した。）に対して、屋根

材及び外壁材事業並びにこれに関する権利及び義務の全部を会社分割（吸25 

収分割）により承継した。（乙ケ１、２、弁論の全趣旨） 
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オ 被告日鉄ケミカルは、旧商号は「八幡化学工業株式会社」であり、昭和

４５年頃に「新日本製鉄化学工業株式会社」に商号変更し、その後、「新日

鐵化学株式会社」、「新日鉄住金化学株式会社」への商号変更を経て、平成

３０年に現在の商号に商号変更した。（乙チ７、８、１５の１、乙チ１６の

２） 5 

カ 被告ＤＡＩＫＥＮ株式会社は、口頭弁論終結後の令和７年９月２６日、

「大建工業株式会社」から現在の商号に商号変更した（以下、商号変更の

前後を問わず、「被告大建工業」という。）。 

キ 被告ニチアスは、昭和５６年、「日本アスベスト株式会社」から現在の商

号に商号変更した。（甲Ｃ３・２７８頁） 10 

ク 被告ニチハは、昭和６３年、「日本ハードボード工業株式会社」から現在

の商号に商号変更した。 

ケ 被告日本インシュレーションは、平成元年、「株式会社大阪パッキング

製造所」から現在の商号に商号変更した。 

コ 被告バルカーは、平成３０年、「日本バルカー工業株式会社」から現在の15 

商号に商号変更した。 

サ 被告ノザワは、昭和４４年、「野沢石綿セメント株式会社」から現在の商

号に商号変更した。 

シ 被告ＭＭＫは、旧商号は「三菱セメント石綿工業株式会社」であり、昭

和４８年に「三菱セメント建材株式会社」、平成４年に「三菱マテリアル建20 

材株式会社」にそれぞれ商号変更した。平成２７年に建材事業を売却し、

現在の商号に商号変更した。（乙ワ１２） 

ス 被告パナソニックは、平成２４年、パナソニック電工株式会社（平成２

０年に「松下電工株式会社」から商号変更した。）を吸収合併し、令和４年、

「パナソニック株式会社」から現在の商号に商号変更した。 25 

２ 石綿の概要 
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  石綿は、天然に産出される蛇紋石族及び角閃石族の繊維状けい酸塩鉱物の総

称であり、クリソタイル、クロシドライト、アモサイト、アンソフィライト、

トレモライト及びアクチノライトがある。石綿は、紡織性、抗張力、耐熱性等

にその特長を有しており、建材等に広く使用されてきた。 

  我が国の年間石綿輸入量は、高度経済成長期に急増し、昭和３６年に１０万5 

ｔ、昭和４４年に２０万ｔをそれぞれ超え、昭和４９年に３５万２１１０ｔに

達し、その後も２０万ｔ以上で推移し、昭和６３年に３２万０３９３ｔとなっ

たが、平成元年以降は減少を続け、平成６年に２０万ｔ、平成１２年に１０万

ｔをそれぞれ下回り、平成１６年に８１８６ｔ、平成１７年に１１０ｔとなり、

平成１８年以降はゼロとなった。我が国に輸入された石綿の約７割は建設現場10 

で使用された。 

  我が国で使用されてきた石綿含有建材には、壁や天井の内装材として用いら

れるスレートボード及びけい酸カルシウム板、外壁や軒天の外装材として用い

られるスレート波板、屋根材として用いられる住宅屋根用化粧スレート、床材

として用いられるビニール床タイル等があった。また、鉄骨造建物の工事にお15 

いては、躯体となる鉄骨の耐火被覆として、石綿とセメント等の結合材を混合

した吹付け材が用いられていた。そのほか、煙突や給排水管として使用される

石綿セメント円筒、建物内の配管の保温のための石綿含有保温材等があった。 

３ 石綿関連疾患の概要 

 ⑴ 石綿ばく露の指標（甲Ａ１０６・３～５頁） 20 

  石綿ばく露の指標となる医学的所見としては、胸膜プラーク、石綿小体、

石綿繊維、石綿肺が挙げられ、その概要は以下のとおりである。 

 ア 胸膜プラーク 

   胸膜プラークは、胸膜肥厚斑あるいは限局性胸膜肥厚ともいわれる。石

綿ばく露と極めて関係の深い医学的所見であり、現在のわが国においては、25 

石綿ばく露によってのみ発生すると考えてよいといわれている。 
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   胸膜プラークは、石綿ばく露開始直後には認められず、石綿ばく露後少

なくとも１０年以上、概ね１５～３０年で出現すると考えられている。経

過とともに石灰化するが、ばく露開始から２０年以内に石灰化胸膜プラー

クが出現することはまれである。 

 イ 石綿小体及び石綿繊維 5 

   石綿繊維は、ほかの粉じん粒子とは異なり、吸入された数十マイクロメ

ートルといった比較的長い繊維も、直径が極めて細いので肺胞にまで到達

することができる。そうした石綿繊維の一部は、表面に鉄蛋白が付着して

亜鈴状になった、いわゆる石綿小体を形成する。 

 ウ 石綿肺 10 

   石綿肺はじん肺の一種であり、石綿粉じんを吸入することによっておこ

る肺のびまん性間質性肺線維症である。我が国では、胸部エックス線所見

で下肺野の線状影を主とする異常陰影を不整形陰影と定義し、職業上の石

綿ばく露歴があり、じん肺法による胸部エックス線の像の型の区分が第１

型以上のものを石綿肺として、肺機能検査と組み合わせて健康管理の措置15 

を講じている。 

   したがって、石綿肺は、高濃度の石綿ばく露によって発生する疾患でも

あり、同時に、石綿ばく露の重要な医学的所見の一つでもある。 

⑵ 石綿関連疾患 

  石綿を吸入することによって発生する石綿関連疾患には、①石綿肺、②肺20 

がん、③中皮腫、④びまん性胸膜肥厚、⑤良性石綿胸水が知られており、こ

のうち①～④の概要は、以下のとおりである。 

ア 石綿肺 

   石綿肺は、石綿を大量に吸入することによって発生する職業性の疾患で

ある。石綿肺の自覚症状としては、最も早期に出現するのは労作時息切れ25 

であり、階段や坂道、平地での急ぎ足のときに自覚される。この自覚症状
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は石綿ばく露中止後も次第に進行し、呼吸困難を来すようになることが多

い。咳、痰も主要な症状である。石綿肺と石綿ばく露量との間には、一般

的に量－反応関係があるといわれる。一般に、ばく露開始後１０年以上経

過してから石綿肺の所見が現れるが、石綿吹付け作業では１年程度のばく

露でも所見が見られることがある。（甲Ａ４・１６１頁、甲Ａ１０６・１７5 

頁、甲Ａ１０７・１０～１１頁） 

イ 肺がん 

   肺がん（原発性）は、石綿に特異的な疾患である中皮腫と異なり、喫煙

をはじめ、石綿以外に発症原因が多く存在する疾患であり、石綿粉じんば

く露者の肺がんと石綿粉じんばく露を受けていない者の肺がんとで臨床10 

像に違いはない。肺がん発症における喫煙と石綿の関係は、相加的よりも

相乗的に作用すると考えられており、喫煙歴も石綿ばく露歴もない人の発

がんリスクを１とすると、喫煙歴があって石綿ばく露歴がない人では１０．

８５倍、喫煙歴がなく石綿ばく露歴がある人では５．１７倍、喫煙歴も石

綿ばく露歴もある人は５３．２４倍になると報告されている。石綿肺がん15 

の潜伏期間は、１５～６０年（中央値４３年）とする報告や、石綿ばく露

開始から４０年以上経過して発生する事例もあるとする報告などがある。

石綿のばく露量と肺がんの発症率との間には、累積ばく露量が増えれば発

症リスクが上がるという直線的な量－反応関係があることが判明してい

る。肺がんは、一般に非常に予後の悪い疾患であり、効果的な治療はなく、20 

５年生存率は１５％とされている。（甲Ａ４・１７４頁、甲Ａ１０６・９、

１０、１５頁） 

ウ 中皮腫 

   中皮腫は、漿膜（肺、心臓、消化管などの臓器の表面と体壁の内側を覆

う透明な膜）の表面にある中皮細胞に由来する腫瘍である。中皮腫は、そ25 

のほとんどが石綿を原因とするものである。中皮腫の診断の確からしさが
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担保されれば、当該中皮腫は石綿を原因とするものと考えて差し支えない

とされており、肺がんと異なり、喫煙との相互作用は見られない。初発症

状としては、息切れ、胸痛、咳が多い。胸痛は特定の部位に限局せず持続

的で、中皮腫の進行とともに強くなる（肺がんなどによるがん性胸膜炎は

疼痛を伴わないことが多く、極めて対照的である。）。胸痛のコントロール5 

は難しく、また予後不良因子の一つに挙げられている。 

   中皮腫の潜伏期間は、平均４８．８年、中央値５１年とする報告などが

あるが、ばく露量が多いほど短くなり、一般に肺がんより長く、また、肺

がんと異なり、石綿ばく露開始からの年数を経るほど発生リスクが高くな

るとされている。職業ばく露とみなすために必要な曝露期間については、10 

概ね１年以上とされているが、作業環境管理が十分に行われていなかった

時代に吹付作業に従事した場合は、１年に満たない場合でも発症が否定で

きない。 

   中皮腫は、非常に予後の悪い疾患である。２年生存率は３０％、平均余

命の中央値は１５か月、平均値は２１か月であり、手術しても同じくらい15 

の成績に過ぎない。 

   全ての種類の石綿が胸膜中皮腫を引き起こすが、その発がん性はクロシ

ドライトが最も強く、次いでアモサイト、クリソタイルの順であり、その

発がん性はクリソタイルを１とすると、アモサイトは１００倍、クロシド

ライトは５００倍とする意見もある。一方、腹膜中皮腫はクリソタイル単20 

独ばく露による例はほとんどない。（甲Ａ４・１３０、１３８、１３９、１

７８、１８２、１８４、１８５頁、甲Ａ１０６・８、９頁） 

エ びまん性胸膜肥厚 

   びまん性胸膜肥厚は、胸膜プラークが壁側胸膜の病変であるのに対して、

臓側胸膜の病変であり、壁側胸膜との癒着を伴う。胸膜プラークと異なり、25 

石綿ばく露との関係は特異性が低く、必ずしも石綿によるものとは限らな
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い。石綿肺と同様に、病態は徐々に進行する経過をたどるが、中皮腫、肺

がんのように短期間で死に至ることはない。（甲Ａ１０６・２２頁） 

４ 業務上疾病の認定等 

  労働者に発生した疾病が、石綿関連疾患として業務上疾病に該当するか否か

を認定するための具体的基準として、厚生労働省労働基準局長通達（平成２４5 

年３月２９日付け基発０３２９第２号「石綿による疾病の認定基準について」

（甲Ｂ３７）。以下「石綿認定基準」という。）が発出されている。石綿認定基

準は、石綿との関連が明らかな業務上疾病として、①石綿肺、②肺がん、③中

皮腫、④良性石綿胸水及び⑤びまん性胸膜肥厚を挙げる。そして、石綿認定基

準は、良性石綿胸水以外について、具体的な認定要件を定めている（良性石綿10 

胸水は全案件について本省協議とされている。）。 

  石綿肺については、石綿ばく露作業に従事した労働者に発生した疾病であっ

て、①じん肺管理区分が管理４に該当する石綿肺か、②石綿肺に合併した合併

症のみが業務上の疾病として取り扱われている。 

５ 関係法令の概要 15 

⑴ア 昭和２２年に公布された労働基準法（一部を除き同年１１月１日施行。

以下、昭和４７年法律第５７号による改正前の労働基準法を「旧労基法」

という。）では、使用者は、粉じん等による危害を防止するために必要な措

置を講じなければならない（４２条）、使用者は、労働者を就業させる建設

物及びその附属建設物について、換気等に必要な措置その他労働者の健康、20 

風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない（４３条）、労

働者は、危害防止のために必要な事項を遵守しなければならない（４４条）、

使用者は、労働者を雇い入れた場合においては、その労働者に対して、当

該業務に関し必要な安全及び衛生のための教育を施さなければなければ

ならない（５０条）とされた。使用者が４２条及び４３条の規定により講25 

ずべき措置の基準及び労働者が４４条の規定により遵守すべき事項は、命
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令に委任された（４５条）。 

イ 労働大臣は、昭和２２年１０月３１日、旧労基法の規定に基づき、労働

安全衛生規則（同年労働省令第９号。以下「旧安衛則」という。同年１１

月１日施行）を制定した。旧安衛則には、次の内容の規定が設けられた。 

 (ア) 粉じん等を発散するなど衛生上有害な作業場においては、その原因を5 

除去するため、作業又は施設の改善に努めなければならない（１７２条）。 

 (イ) 粉じん等を発散する屋内作業場においては、場内空気のその含有濃度

が有害な程度にならないように、局所における吸引排出その他新鮮な空

気による換気等適当な措置を講じなければならない（１７３条）。 

 (ウ) 屋内又は坑内において、著しく粉じんを発散する作業場においては、10 

注水その他粉じん防止の措置を講じなければならないが、作業の性質上

やむを得ない場合はこの限りでない（１７５条）。 

 (エ) 粉じん等を発散し、衛生上有害な場所等には、必要ある者以外の者の

立ち入ることを禁止し、その旨を掲示しなければならない（１７９条）。 

 (オ) 粉じん等を発散し、衛生上有害な場所における業務等においては、そ15 

の作業に従事する労働者に使用させるために、防護衣、保護眼鏡、呼吸

用保護具等適当な保護具を備えなければならない（１８１条）。 

 (カ) １８１条等に規定する保護具は、同時に就業する労働者の人数と同数

以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない（１８４条）。 

 (キ) １８１等に規定する作業に従事する労働者は、就業中保護具を使用し20 

なければならない（１８５条）。 

ウ 労働大臣は、昭和４６年４月２８日、旧労基法の規定に基づき、及び旧

労基法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則（同年労働省令第１

１号（乙ア１１）。以下「旧特化則」という。一部を除き同年５月１日施

行）を制定した。旧特化則では、石綿は第二類物質とされ（２条２号、別25 

表第２）、第二類物質に係る作業に関し、次の内容の規定が設けられた。 
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 (ア) 使用者は、第二類物質の粉じん等が発散する屋内作業場について、当

該発散源に局所排気装置を設けなければならず、局所排気装置の設置が

著しく困難であること等により局所排気装置を設けない場合には、全体

換気装置を設けるなど労働者の障害を予防するため必要な措置を講じ

なければならない（４条１項、２項）。 5 

 (イ) 使用者は、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場に、関係者以外

の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しな

ければならない（２５条１号）。 

 (ウ) 使用者は、第二類物質の運搬又は貯蔵のために使用する容器又は包装

の見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しな10 

ければならない（２６条２項）。 

 (エ) 使用者は、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場に、当該物質の

粉じん等を吸入することによる障害を予防するため必要な呼吸用保護

具を備えなければならない（３２条）。 

 (オ) 使用者は、３２条の保護具について、同時に就業する労働者の人数と15 

同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない（３４条）。 

⑵ア 昭和４７年６月８日、労働安全衛生法（以下「安衛法」という。）が公布

され（一部を除き同年１０月１日施行）、これに伴い、旧労基法４２条以

下に定められていた安全及び衛生に関する規定が改正され、労働者の安全

及び衛生に関しては、安衛法の定めるところによるとされた。安衛法では、20 

安衛法は、労働基準法とあいまって、労働災害防止のための危害防止基準

の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防

止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働

者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境（平成４年法律第５

５号による改正後は「職場環境」）の形成を促進することを目的とする（１25 

条）、事業者は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政
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令で定めるものについては、作業主任者を選任し、その者に作業に従事す

る労働者の指揮その他の省令で定める事項を行わせなければならない（１

４条）、事業者は、粉じん等による健康障害を防止するため必要な措置を

講じなければならない（２２条）、事業者は、労働者を就業させる建設物

その他の作業場について、換気等に必要な措置その他労働者の健康、風紀5 

及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない（２３条）、労

働者は、事業者が２２条、２３条等の規定に基づき講ずる措置に応じて必

要な事項を守らなければならない（２６条）、黄りんマッチ、ベンジジン、

ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物

で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用し10 

てはならない（５５条）、ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労

働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令に定めるもの等を譲渡し、

又は提供する者は、省令で定めるところにより、その容器又は包装に、名

称並びに人体に及ぼす作用及び貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなけ

ればならない（５７条）、事業者は、労働者を雇い入れたとき及び労働者15 

の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、省令で定めるところに

より、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなけれ

ばならない（５９条１項、２項）とされた。２２条、２３条等の規定によ

り事業者が講ずべき措置及び２６条の規定により労働者が守らなければ

ならない事項は、省令に委任された（２７条１項）。 20 

イ 内閣は、安衛法の規定に基づき、労働安全衛生法施行令（昭和４７年政

令第３１８号（乙ア１２）。以下「安衛令」という。一部を除き同年１０月

１日施行）を制定し、安衛令は、同年８月１９日、公布された。 

ウ 労働大臣は、昭和４７年９月３０日、安衛法及び安衛令の規定に基づき、

並びに安衛法を実施するため、労働安全衛生規則（同年労働省令第３２号。25 

以下「安衛則」という。一部を除き同年１０月１日施行）を制定し、旧安
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衛則を廃止した。安衛則には、次の内容の規定が設けられた。 

 (ア) 事業者は、粉じん等を発散するなど有害な作業場においては、その原

因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要

な措置を講じなければならない（５７６条）。 

 (イ) 事業者は、粉じん等を発散する屋内作業場においては、空気中の粉じ5 

ん等の含有濃度が有害な程度にならないようにするため、局所排気装置

又は全体換気装置を設けるなど必要な措置を講じなければならない（５

７７条）。 

 (ウ) 事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備に

ついては、当該有害物の種類に応じて、集じんその他の有効な方式によ10 

る廃棄処理装置を設けなければならない（５７９条）。 

 (エ) 事業者は、粉じんを著しく発散する屋外又は坑内の作業場においては、

注水その他の粉じんの発散を防止するため必要な措置を講じなければ

ならない（５８２条）。 

 (オ) 事業者は、粉じん等を発散する有害な場所等に関係者以外の者が立ち15 

入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければなら

ない（５８５条）。 

 (カ) 事業者は、粉じん等を発散する有害な場所における業務等においては、

当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼

吸要保護具等適切な保護具を備えなければならない（５９３条）。 20 

 (キ) 事業者は、５９３条に規定する保護具については、同時に就業する労

働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければなら

ない（５９６条）。 

 (ク) ５９３条に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に

必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければ25 

ならない（５９７条）。 
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エ 労働大臣は、昭和４７年９月３０日、安衛法及び安衛令の規定に基づき、

並びに安衛法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則（同年労働省

令第３９号（乙ア１３）。以下「特化則」という。一部を除き同年１０月１

日施行）を制定し、旧特化則を廃止した。特化則では、旧特化則と同様、

石綿は第二類物質とされ（２条４号、安衛令別表第３第３号２）、第二類物5 

質に係る作業に関し、次の内容の規定が設けられ、従来の規制がほぼその

まま引き継がれた。 

 (ア) 事業者は、第二類物質の粉じん等が発散する屋内作業場について、当

該発散源に局所排気装置を設けなければならず、局所排気装置の設置が

著しく困難であること等により局所排気装置を設けない場合には、全体10 

換気装置を設けるなど労働者の健康障害を予防するため必要な措置を

講じなければならない（５条１項、２項）。 

 (イ) 事業者は、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場に、関係者以外

の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しな

ければならない（２４条１号）。 15 

 (ウ) 事業者は、第二類物質の運搬又は貯蔵のために使用する容器又は包装

の見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しな

ければならない（２５条２項）。 

 (エ) 事業者は、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場に、当該物質の

粉じん等を吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要20 

な呼吸用保護具を備えなければならない（４３条）。 

 (オ) 事業者は、４３条の保護具について、同時に就業する労働者の人数と

同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない（４５条）。 

⑶ア 内閣は、昭和５０年１月１４日、安衛令を一部改正し（乙ア１５。一部

を除き同年４月１日施行）、労働大臣は、同年３月２２日、安衛則を一部25 

改正した（安衛則別表第２の改正規定等につき同年４月１日施行）。上記
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の安衛令及び安衛則の改正により、石綿及び石綿を含有する製剤その他の

物（ただし、石綿の含有量が重量の５％以下のものを除く。以下、石綿と

安衛令、安衛則又は特化則が規制対象とする石綿を含有する製剤その他の

物とを併せて「石綿等」ということがある。）が、安衛法５７条に基づく表

示義務の対象となり、名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意等を表示5 

すべきこととなった（上記改正後の安衛令１８条２号の２、同条３９号、

上記改正後の安衛則３０条、３２条２号の２、３３条、別表第２第２号の

２。ただし、昭和５０年４月１日において現に存するものについては、同

年９月３０日までの間は、安衛法５７条の規定は適用しないとの経過措置

が設けられた。）。 10 

イ 労働省労働基準局長は、昭和５０年３月２７日付けで、「労働安全衛生

法第５７条に基づく表示の具体的記載方法について」と題する通達（同日

基発第１７０号。以下「表示方法通達」という。）を発出し、石綿等につい

ての安衛法５７条に基づく表示の具体的記載方法を、「注意事項 多量に

粉じんを吸入すると健康をそこなうおそれがありますから、下記の注意事15 

項を守つて下さい。１．粉じんが発散する屋内の取扱い作業場所には、局

所排気装置を設けて下さい。２．取扱い中は、必要に応じ防じんマスクを

着用して下さい。」などと示した。 

ウ 労働大臣は、昭和５０年９月３０日、特化則を一部改正した（乙ア１４。

一部を除き同年１０月１日施行）。上記の改正のうち、石綿等に関するも20 

のの主な内容は、次のとおりである。 

 (ア) 石綿のほか、石綿を含有する製剤その他の物（ただし、石綿の含有量

が重量の５％以下のものを除く。）も、第二類物質とされ、事業者の呼

吸用保護具を備える義務の対象とされるなどした（前記改正後の安衛令

別表第３第２号４、３７、上記改正後の特化則２条１項２号、２項、別25 

表第１第４号）。 
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 (イ) 事業者は、石綿等を含む特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場

には、特別管理物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項及

び使用すべき保護具に係る事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇

所に掲示しなければならないとされた（上記改正後の特化則３８条の３。

以下、この規定を「本件掲示義務規定」という。） 5 

 (ウ) 事業者は、原則として、石綿等を吹き付ける作業に、労働者を従事さ

せてはならないとされた（上記改正後の特化則３８条の７第１項）。 

 (エ) 事業者は、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業、石綿等を塗布し、注

入し、又は張り付けた物の破砕、解体等の作業、粉状の石綿等を容器に

入れ、又は容器から取り出す作業及び粉状の石綿等を混合する作業のい10 

ずれかに労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとする

ことが著しく困難な時を除き、石綿等を湿潤な状態のものとしなければ

ならず、これらの作業を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるため

の蓋のある容器を備えなければならないとされた（上記改正後の特化則

３８条の８第１項、２項）。 15 

 (オ) 石綿等を取り扱う作業（試験研究のため取り扱う作業を除く。）が、

安衛法１４条の作業主任者の選任を要する作業とされた（前記改正後の

安衛令６条１８号、別表第３第２４、３７、上記改正後の特化則２条２

項、別表第１第４号）。 

エ 労働省労働基準局長は、昭和５０年１０月１日付けで、「特定化学物質20 

等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」と題する通達（同

日基発第５７３号（甲Ｂ１００１）。以下「５７３号通達」という。）を発

出した。この中で、特化則の改正は、最近特に大きな関心事となっている

職業がん等職業性疾病の発生状況等に鑑み、特化則の充実を図ったもので

あるとされ、「特別管理物質」は、人体に対する発がん性が疫学調査の結25 

果明らかとなった物、動物実験の結果発がんの認められたことが学会等で
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報告された物等人体に遅発性効果の健康障害を与える、又は治癒が著しく

困難であるという有害性に着目し、特別の管理を必要とするものを定めた

ものであるとされた。また、５７３号通達は、本件掲示義務規定の掲示事

項のうち、特別管理物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項

については、表示方法通達の当該部分と同一内容として差し支えないとし5 

た。 

⑷ア 内閣は、平成７年１月２５日、安衛令を一部改正し（一部を除き同年４

月１日施行）、アモサイト、クロシドライト及びこれらをその重量の１％

を超えて含有する製剤その他の物を、安衛法５５条により製造等が禁止さ

れる有害物等に定めた（上記改正後の安衛令１６条４号、５号、１０号）。 10 

イ 労働大臣は、平成７年１月２６日、安衛則及び特化則を一部改正した（い

ずれも、一部を除き同年４月１日施行）。これにより、安衛則及び特化則

の規制対象となる石綿を含有する製剤その他の物の範囲が、石綿の含有量

が重量の５％を超えるものから、１％を超えるものに拡大された（上記改

正後の安衛則別表第２第２号の２、上記改正後の特化則別表第１第４号、15 

別表第５第１号）。このほか、上記改正後の安衛則により、事業者に、石綿

等が吹き付けられている耐火建築物等における石綿等の除去の作業を行

う場合の当該作業に関する計画の届出義務が課され（９０条５号の２）、

上記改正後の特化則により、事業者に、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作

業、石綿等を塗布し、注入し、又は張り付けた物の破砕、解体等の作業、20 

粉状の石綿等を容器に入れ、又は容器から取り出す作業及び粉状の石綿等

を混合する作業のいずれかに労働者を従事させるときに、当該労働者に呼

吸用保護具、作業衣等を使用させる義務（３８条の９第１項、２項）、建築

物の解体等を行うときに、石綿等が使用されている箇所及び使用状況を設

計図書等により調査し、結果を記録する義務（３８条の１０）、建築物の25 

鉄骨等に吹き付けられた石綿等を除去する作業に労働者を従事させると
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きに、当該除去を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔

離する義務（３８条の１１）が課された。 

⑸ 内閣は、平成１５年１０月１６日、安衛令を一部改正し（平成１６年１０

月１日施行）、石綿を含有する石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住

宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング等の製品5 

で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の１％を超えるものを、安衛

法５５条により製造等が禁止される有害物等に定めた（上記改正後の安衛令

１６条１項、別表第８の２）。 

⑹ 内閣は、平成１８年８月２日、安衛令を一部改正し（同年９月１日施行）、

例外的に改正附則において除外するもののほか、石綿及び石綿をその重量の10 

０．１％を超えて含有する製剤その他の物を、安衛法５５条により製造等が

禁止される有害物等に定めた（上記改正後の安衛令１６条１項、上記改正附

則３条）。 

６ 原告らと被告国との和解状況 

  本訴訟においては、次のとおり、原告らの一部と被告国との間で訴訟上の和15 

解が成立した。 

原告名 和解成立日 和解金額 

原告（８） 令和５年１０月２７日 １３００万円 

原告（３２Ａ）（３２） 令和６年３月１５日 １１５０万円 

第３ 争点 

１ 被告国関係 

⑴ 労働関係法令に基づく規制権限の不行使の違法性 

⑵ 建築基準法に基づく規制権限の不行使の違法性 20 

⑶ 消滅時効 

⑷ 債務者対抗要件及び消滅時効 

２ 被告企業ら関係 
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⑴ 被告企業らの警告義務違反 

⑵ 被告企業らの石綿不使用義務違反及び製造物責任 

⑶ 共同不法行為 

⑷ 責任企業が責任を負う範囲 

⑸ 消滅時効 5 

３ 損害 

第４ 争点に関する当事者の主張 

１ 被告国関係 

⑴ 労働関係法令に基づく規制権限の不行使の違法性 

（原告らの主張） 10 

ア 被告国の義務違反 

旧労基法、安衛法の目的及び各規定の趣旨に鑑みると、同法の主務大臣

である労働大臣（政令については内閣）は、建築作業従事者の労働環境を

整備し、生命、身体に対する危害を防止してその安全と健康を確保するた

めに、絶えず粉じんの危険性や病理に関する医学的情報及び粉じん障害防15 

止に関する科学的・技術的規制権限を適時かつ適切に行使し、できる限り

速やかに、技術の進歩や最新の医学的知見等に適合した規制措置を制定し

た上で、同法に基づく監督権限を適切に行使して、石綿粉じんばく露によ

る石綿関連疾患の発生を防止する対策の速やかな普及、実施を図るべき義

務を負っていたにもかかわらず、かかる義務を怠った。具体的には、被告20 

国は、昭和５０年１０月１日以降平成１６年９月３０日までの間に、屋内

作業場において建設作業に従事する労働者の生命・身体を保護すべく、事

業者に対して、当該労働者に対して防じんマスクの着用を義務付ける直接

的かつ明確な規定を定めるべきであったにもかかわらず、これを定めなか

った。かかる規制権限の不行使は本件被災者らとの関係で著しく不合理で25 

あり、国家賠償法１条１項の適用上違法である。 



20 
 

イ 被災者（１５Ａ）（原告（１５）） 

被災者（１５Ａ）は、劇団員として公演準備のため、石綿が吹き付けら

れていた学校の体育館や市民会館の天井裏において、照明器具の取付けの

ため天井パネルに穴を開けたり、鉄骨に照明器具を取り付けたりするなど

の作業を行っていた。かかる作業は、建設作業従事者のうち電工と同一の5 

業務に当たるから、被災者（１５Ａ）は、屋内作業場において建設作業に

従事する労働者であったといえ、被告国は、被災者（１５Ａ）との関係で

上記アの規制権限の不行使の責任を負う。 

ウ 被災者（１９Ａ）（原告（１９）） 

被災者（１９Ａ）は、昭和４２年１１月から平成１３年３月まで、鉄筋10 

工として建築工事に従事した。鉄筋工は建築工事の序盤に、鉄筋を加工・

配筋等する作業を行う。鉄筋工の作業の後に行われる吹付け工の吹付け作

業により発生した石綿粉じんが、窓枠や階段等、上下階を貫通する箇所か

ら、被災者（１９Ａ）が作業を行っている階に飛散し、被災者（１９Ａ）

はその粉じんにばく露した。また、既存の建物の解体作業に続いて新築工15 

事を行う際、解体後直ちに建築作業を開始できるよう、解体作業が行われ

ている傍らで鉄筋の加工を行うことがあり、解体作業により生じた石綿粉

じんにばく露した。したがって、被告国は、被災者（１９Ａ）との関係で

上記アの規制権限の不行使の責任を負う。 

（被告国の主張） 20 

ア 被告国の義務違反について 

  最高裁平成３０年（受）第１４４７号等令和３年５月１７日第一小法廷

判決・民集７５巻５号１３５９頁（以下「神奈川１陣最判」という。）に記

載の限りで認める。 

イ 原告（１５）の主張について 25 

  被災者（１５Ａ）は劇団員であったところ、建設現場外において建設作
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業従事者でない者が石綿粉じんにばく露したような事案には神奈川１陣

最判の射程は及ばない。また、当時の劇団の職場環境において、労働者で

ある劇団員一般に石綿関連疾患にり患する広範かつ重大な危険が生じて

いたとは認められないことなどからすれば、劇団員である労働者が石綿含

有建材から生じた石綿粉じんにばく露することを防止するために被告国5 

が安衛法に基づく規制権限を行使しなかったことが、許容される限度を逸

脱して著しく合理性を欠いていたとはいえない。 

ウ 原告（１９）の主張について 

被災者（１９Ａ）は、屋内建設作業に従事していた者とは認められず、

屋外建設作業に従事していたのであるから、被災者（１９Ａ）との関係で、10 

被告国による安衛法上の規制権限の不行使が国家賠償法１条１項の適用

上違法とはいえない。 

⑵ 建築基準法に基づく規制権限の不行使の違法性 

（原告らの主張） 

被告国は、その多くが石綿含有部材によって構成されるか、あるいは石綿15 

含有建材に当たるものを耐火構造、防火構造、不燃材料及び準不燃材料（以

下、これらを併せて「耐火構造等」という。建築基準法（以下「建基法」と

いう。）２条７号～９号、建基法施行令１条５号）に指定した。これにより、

工事設計者とその設計に従う建築業者は、建築確認制度を介して、建物を建

築する場合には石綿含有建材を使用することを義務付けられるも同然のこ20 

ととなった。昭和４６年において、石綿ばく露と石綿関連疾患との間の因果

関係に関する医学的知見が明確となり、かつ建築現場における石綿建材の加

工による石綿の飛散・ばく露の実態が解明され、その事実が社会的に知れる

こととなった時点で、被告国も自らの指定行為による生命、健康にかかわる

被害が発生することを認識した。そこで、被告国は、そのような被害の発生25 

を防止するために直ちにそれまでの耐火構造等のうち、石綿建材によるもの
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の指定を全て取り消す（撤回）とともに、それ以降新たな石綿建材による耐

火構造等の指定をしないこととすべきであったのに、これに違反して指定行

為を続けた点で、被告国には国家賠償法１条１項にいう違法がある。 

（被告国の主張） 

建基法２条７号～９号等の規定は、建設作業従事者をその保護対象として5 

いないことが明らかであるから、建設大臣は、建基法のこれらの規定に基づ

いて、建設作業従事者とされる原告らに対して個別具体的な職務上の法的義

務を負担していたとはいえない。 

⑶ 消滅時効 

（被告国の主張） 10 

石綿関連疾患としての中皮腫については、これを発症した時点において、

死亡によるものを含む全損害が発生していると解するのが相当であるから、

中皮腫による死亡を理由とする損害賠償請求権については、長期消滅時効の

起算点は、損害の発生時である中皮腫を発症した時点となると解するべきで

ある。 15 

そうすると、原告（１９）が主張する被災者（１９Ａ）に係る損害賠償請

求権の長期消滅時効の起算点は、同人が中皮腫を発症した平成１３年３月１

３日であり、提訴時点（令和３年１２月２２日）で２０年を経過している。

被告国は、被災者（１９Ａ）に係る請求権につき、消滅時効を援用する。 

（原告（１９）の主張） 20 

被災者（１９Ａ）の被告国に対する損害賠償請求権の時効の起算日は、被

災者（１９Ａ）の死亡日（平成１３年１２月２６日）であり、提訴時点で２

０年を経過していない。 

また、被告国の上記主張は、石綿工場型国賠訴訟における和解による補償

手続での被告国の従前の態度を突如変更するものであり、建設アスベスト国25 

家賠償請求訴訟においても、本件訴訟に至るまで長期消滅時効の起算日が発
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症時であるという主張をしたことはなかったから、被告国の長期消滅時効の

援用は、民事訴訟の公正、公平の観点、また信義則から導かれる禁反言の法

理に反し、あるいは援用権の濫用として許されない。 

⑷ 債務者対抗要件及び消滅時効（予備的主張） 

（被告国の主張） 5 

ア 債務者対抗要件 

原告（１９）は、被災者（１９Ａ）の被告国に対する損害賠償請求権の

うち、自ら相続により取得したほか、他の相続人から債権譲渡により取得

したとして上記債権の６分の５を有していると主張する。 

被告国は、上記債権譲渡につき、譲渡人が被告国に通知し又は被告国が10 

承諾するまで、原告（１９）を債権者と認めない。 

イ 消滅時効 

上記債権譲渡につき、譲渡人から被告国に対する通知又は被告国の承諾

があったとは認められず、原告（１９）は上記債権について被告国に対抗

することができないから、上記債権については、訴えの提起によっても時15 

効の完成猶予及び更新の効果は生じない。そうすると、被災者（１９Ａ）

の死亡日（平成１３年１２月２６日）を長期消滅時効の起算点とみるとし

ても、原告（１９）が上記債権譲渡により取得したとされる債権について

は、債務者対抗要件を備えないまま、令和３年１２月２６日の経過をもっ

て長期消滅時効が完成している。したがって、被告国は、予備的に、上記20 

消滅時効を援用する。 

（原告（１９）の主張） 

上記債権譲渡につき、譲渡人から被告国に対する通知は行っていない。 

しかし、被災者（１９Ａ）の遺族による被告国に対する損害賠償請求に時

間がかかり、２０年を経過するに至った原因は、被告国が、令和３年５月１25 

７日最高裁判決において敗訴した後になるまで責任を認めることなく争い
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続けていたためである。被告国が早期に責任を認めていれば長期消滅時効が

問題となることはなかったのであり、除斥期間の経過後に損害賠償請求がな

されたことをもって、被告国が被災者（１９Ａ）の遺族に対する責任を免れ

ることは、著しく正義・公平の理念に反するものであり、被告国の上記主張

は信義則に反し又は権利の濫用として許されない。 5 

２ 被告企業ら関係 

⑴ 被告企業らの警告義務違反 

（原告らの主張） 

ア 被告企業らの警告義務 

 (ア) 警告義務の根拠 10 

   製品生産者が製品を製造・販売し流通に置く場合には、製品使用者に

対して、その製品において、「社会通念上当然に具備すると期待される

安全性（合理的安全性）を確保すべき義務」（合理的安全性確保義務）を

負い、その内容として、製品の危険性に関する情報収集と調査・研究を

尽くして被害発生の危険を事前に予見すべき義務（予見義務）と、その15 

予見内容を前提として被害発生を回避するための具体的な措置をとる

べき義務（危険性除去義務）を負う。 

  石綿建材は、一旦市場に置かれると、建築作業現場に必然的に集積し、

そこにおいて切断・穿孔等の加工がされ、これらに伴い建築作業従事者

らにおいて石綿粉じんへのばく露が避けがたく、石綿関連疾患へのり患20 

が予想される。そこで、石綿建材を製造・販売する被告企業らは、建築

作業従事者らにおいて石綿粉じんばく露を回避することが担保される

程度の実効性のある警告表示をなして、石綿建材の合理的な安全性を確

保すべき注意義務（警告義務）を負う。 

 (イ) 警告義務の内容 25 

   石綿粉じんにばく露することにより、肺がん、中皮腫という死亡にま
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で至る可能性が極めて高い重篤な健康障害を及ぼす危険性があるから、

警告義務の内容としては、⑴石綿建材に内在する危険（危険の内容）、⑵

危険を回避するための手段（危険の回避方法）について、最大限の厳密

さを持った内容で伝達する必要がある。 

  ⑴危険の内容としては、①当該建材に発がん性の有害物質である石綿5 

が含有していること、②石綿建材を取り扱う作業（吹付けや切断、穿孔、

貼り付け等の加工）で発生する石綿粉じんにばく露すると、肺がん、中

皮腫にり患する危険性があること、③特に中皮腫は、少量の石綿粉じん

ばく露でも発症する危険性があること、④肺がん、中皮腫は、潜伏期間

の長い遅発性の疾患であること、⑤肺がん、中皮腫は重度の健康障害で10 

あり、発見されたときは手遅れのことが多く、死に至る可能性があるこ

と、を適切に伝達する必要がある。 

  ⑵危険の回避方法としては、石綿粉じんのばく露による肺がん、中皮

腫を回避するために、①国家検定に合格した適切な防じんマスクを作業

中は常時、確実に着用する必要があること、②石綿建材の切断等に当た15 

っては、集じん機付きの電動工具を使用する必要があること、などを伝

達する必要がある。 

 (ウ) 警告義務の履行方法 

  石綿建材は、新築工事や改修工事において新規に使用・加工され、補

修・解体作業において既存のものが解体・撤去・廃棄される。そして、20 

そのいずれの場合においても、大量の石綿粉じんが発生し、建築作業従

事者はこれにばく露する危険性があり、このことは、石綿建材が建築物

に使用される以上当然のことであり、被告企業らがこれを予見すること

は当然可能である。したがって、被告企業らは、新築工事・改修工事に

おける石綿建材の新規の使用の場面だけなく、補修・解体工事における25 

撤去と廃棄の場面も想定し、使用プロセスの全般に対応した方法によっ
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て上記内容の警告をする義務を負う。 

  また、石綿建材の形状の特性は多様であるから、被告企業らは警告の

在り方を工夫して、想定される製品使用者（被害者）全般に対して警告

内容が的確に伝達されるよう、その形状の特性に対応した方法によって

上記内容の警告をする義務を負う。 5 

イ 警告義務を負う期間 

 (ア) 昭和３５年における警告義務 

  石綿肺の知見については戦前に確立し、石綿の肺がん性についての知

見は、昭和３０年のＤｏｌｌの報告により確立した。昭和３５年に制定

された旧じん肺法は、石綿の加工等をする場所における作業を「粉じん10 

作業」と規定し、労働者の石綿肺り患を予防するために使用者に粉じん

対策をとるべき義務を課すに至っている。 

  そうすると、がん原性（肺がん）の知見が確立した昭和３０年から５

年が経過し、旧じん肺法が制定された昭和３５年には、石綿肺や肺がん

発症の危険を回避するために、石綿ばく露を大幅に減少させる措置をと15 

ることがより一層強く求められていたのであり、そのためには被告企業

らが警告義務を履行することが必要不可欠であったといえる。したがっ

て、その頃には、被告企業らは警告義務を負うに至っていたというべき

である。 

 (イ) 昭和４０年における警告義務 20 

  昭和３０年のＤｏｌｌの報告以降、石綿のがん原性に関する研究報告、

とりわけ石綿と中皮腫との関連性を示す重要な研究、疫学調査が集積さ

れていった。かかる背景の下、昭和３９年１０月にニューヨーク科学ア

カデミーの主催で、「アスベストの生物学的影響」と題するアスベスト

を主題とした世界で初めての国際会議が開催された。この会議での発表25 

は、国際的に広く普及している医学専門誌ニューヨークアカデミー紀要
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の第１３２巻（昭和４０年１２月３１日発刊）に掲載された。こうした

アスベスト研究の動向を踏まえれば、昭和４０年には、肺がんの知見が

より一層明確になったことは明らかであり、併せて中皮腫の知見も確立

したというべきである。 

  他方で、昭和３４～３９年には建基法及び同法施行令が改正され、吹5 

付け石綿を使用した構造が耐火構造に指定されるに至ったことを受け

て、昭和３５年以降、石綿建材の製造・販売量が飛躍的に増大していっ

た。 

  以上のような状況からすれば、被告企業らは、昭和４０年には、警告

義務を負うに至っていたというべきである。 10 

 (ウ) 昭和４６年における警告義務 

  労働大臣は、昭和４６年、旧特化則を制定し、同規則２条２号、別表

第二により、石綿を「第二類物質」として同規則の規制対象にするとと

もに、事業者に対し、屋内作業場について局所排気装置を設置する義務

（４条）、局所排気装置等に除じん装置を設置する義務（８条）、屋内作15 

業場の石綿粉じん濃度の環境測定の実施義務（２９条）、作業場以外の

場所への休憩室を設置する義務及び入室前の作業衣の付着物の除去等

の義務（３０条）、洗顔、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のた

めの設備の設置義務（３１条）、作業場について呼吸用保護具を備え付

ける義務（３２条）等の義務を課した。 20 

  このように、昭和４６年には、国も石綿の危険性を認めた上で規制対

象とし、それに伴って事業者に対して様々な義務を課していることから

すると、被告企業らは、昭和４６年には、警告義務を負うに至っていた

というべきである。 

ウ 警告義務を負う相手方の範囲 25 

 (ア) 屋外建設作業従事者との関係 
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ａ 屋外建設作業からの石綿粉じんばく露 

  屋内でも屋外でも電動工具による石綿建材の切断等といった作業

態様は同じである上、いずれの現場でも外壁材を切断する際には、正

確に切断するため、作業者は電動丸鋸などの手元に顔を接近させて切

断していたという実態があり、作業者は作業から生じた石綿粉じんを5 

まともに顔に浴びながら作業を行っていた。屋外建設作業においても

大量の石綿粉じんにばく露することは、各種測定結果及び石綿被害が

多発していることからも裏付けられる。 

ｂ 被告企業らの予見可能性 

  医学的知見の集積により、遅くとも昭和４７年には石綿粉じんの少10 

量ばく露によっても中皮腫を発症する危険があることが医学的に明

らかとなっていた。また、電動工具による石綿建材の切断等によって

多量の石綿粉じんばく露が生じることも明らかであった。屋外では外

気で希釈されることもあるが、「風任せ」にすぎず、切断箇所に顔を近

付けて切断するために鼻・口と粉じん発生源が非常に近接し、当該作15 

業を行う作業者は拡散により希釈される前の高濃度の石綿粉じんに

ばく露することになる。そして、板金工や外装工が日々屋根工事や外

装工事を繰り返していたことは当然に被告企業らもわかっていたの

であるから、日々の作業を通じて上記のような石綿粉じんばく露が累

積し、確実に石綿関連疾患発症の危険性が高まっていくことも認識し20 

たはずである。 

  また、昭和４９年に日本産業衛生学会が勧告した許容濃度（２本／

㎤）は、元々昭和４３年にイギリスで石綿肺防止の観点から設けられ

た基準に過ぎず、少量ばく露でも生じる中皮腫の危険のない濃度を確

定することはできないとされていた。石綿粉じん濃度が２本／㎤を下25 

回るばく露濃度にとどまっていることが多くても、少量ばく露によっ
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て発症することが判明していた中皮腫り患の危険性に対する当時の

被告企業らの予見可能性を否定する理由にはならない。 

  少量ばく露でも労働者に重大な健康障害を与える石綿粉じんの危

険性から、屋根工事や外装工事に使用される石綿建材の加工作業等で

の石綿粉じんばく露による発がんの危険性が指摘されていた。 5 

  これらに加え、その後の石綿関連疾患に関する新たな医学的知見の

報告及び石綿粉じんの発生状況に関する測定結果の集積や、国内外の

法令等における規制の状況、報道機関による報道の状況などを踏まえ

ると、被告企業らにおいて、屋外建設作業について、屋内建設作業と

同時期又は昭和５０年、昭和５４年、昭和６２年、昭和６３年、平成10 

３年、平成７年の各時点で、石綿粉じんばく露による石綿関連疾患り

患の危険性を認識することができた。 

 (イ) 改修・解体作業従事者との関係 

ａ 製造・販売時の警告義務違反 

  改修・解体作業従事者は、既に建物に組み込まれている建材を取り15 

扱うこととなるため、当該建材に石綿が含有されていることや、石綿

の危険性及びその回避手段などが明確に情報提供されなければ、これ

らの情報を得る機会がなく、改修・解体作業従事者の石綿粉じんばく

露を防止するための適切な対策を講じることができない。そして、か

かる情報を明確かつ効果的に伝達することが最も可能な立場にあっ20 

たのは、自社が製造・販売する建材の材料として石綿を調達し、使用

している被告企業らに他ならない。改修・解体作業従事者にとっての

上記情報の必要性と伝達契機の確保の重要性からすれば、被告企業ら

は、高度の安全性確保義務を負うことの当然の帰結として、改修・解

体作業従事者の石綿粉じんばく露の危険性を回避するために、警告義25 

務を負う。 
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  被告企業らが負う警告義務の具体的な履行方法を例示すると、石綿

建材の形状に応じて、以下の方法が挙げられる。 

 ①個々の石綿建材自体に警告表示をする方法 

 ②施工完了部位に設置する警告表示材料（プレート、ラベル、シール

等）と、これを設置するよう新築工事の施工者に依頼する文書を、5 

それぞれ当該石綿建材に添付（同梱）する方法 

 ③当該石綿建材に関する注意書（書面）を建物所有者（又は管理者）

に交付して保管を指示するよう依頼する文書を、当該石綿建材に添

付する方法 

 ④設計図書等の建物所有者（又は管理者）に交付することが予定され10 

ている書面（綴り）に当該石綿建材に関する注意事項を記載するよ

う指示する文書を、当該石綿建材に添付する方法 

  以上の警告方法が実施されれば、いずれの警告方法についても警告

情報が伝達される高度の蓋然性があるから、警告情報が伝達されない

ことは考えられない。そして、これらの警告方法の実施による警告義15 

務の履行は、建材自体の性質を変更したり、特段の技術や費用を要し

たりするものではなく、極めて容易に履行できるものである。そうで

あるにもかかわらず、被告企業らは警告義務を履行していないから、

改修・解体作業従事者に対する製造・販売時の警告義務違反の責任を

負う。 20 

ｂ 製造・販売後の警告義務違反 

  被告企業らは石綿含有の吹付け材（建材①～③）、保温材（建材⑥～

⑩）、ボード３種（建材⑮、⑯、㉓）を大量に製造・販売してきたとこ

ろ（先行行為）、これらの建材は、他の石綿建材以上に、大量に石綿粉

じんが発生し、又は高い飛散性と高濃度ばく露の危険性を有し、当該25 

建物の改修・解体工事に従事する者の生命身体を侵害する結果が発生
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する高い蓋然性を有するため、特に警告等の対策を要する。そして、

建物に使用された石綿建材が、当該建物の改修時や解体時において、

建設時と同様の石綿粉じんを発生させ得ることは容易に想像がつく

から、建設作業従事者に対する予見可能性と同時期の昭和４８年、又

は遅くとも昭和５０年、昭和６２年には、改修・解体作業従事者との5 

関係でも危険性についての予見可能性が認められる。被告企業らにお

いては、①建物所有者等、②官公庁、改修・解体事業者の業界団体、

③マスメディアなどを通じた警告情報の伝達が可能かつ容易であり、

これにより改修・解体作業従事者の石綿被害の危険性が回避可能であ

った。 10 

  以上によれば、被告企業らは、予見可能性が認められる上記各時点

以降、上記の結果回避措置をとる作為義務（警告義務）を負っていた。 

エ 警告義務違反 

  被告企業らは、どんなに遅くとも昭和４６年には警告義務を負うに至っ

たにもかかわらず、石綿の使用が禁止される平成１６年の直前も含めて、15 

石綿の発がん性を踏まえた警告を全く行わず、警告義務に違反した。 

（被告企業らの主張） 

ア 被告企業らの警告義務 

原告らが主張する時期において、石綿の危険性に関する医学的知見は確

立していなかったから、これを前提に被告企業らに予見可能性が認められ20 

る余地はなく、警告義務も認められない。 

イ 警告義務を負う期間 

昭和４０年代前半から後半にかけての期間においては、石綿粉じんばく

露と中皮腫発症との関連性について議論が行われていた途上であり、低濃

度ばく露による危険性について、医学的なコンセンサスが形成されていた25 

わけではなかったから、昭和４０年に石綿粉じんばく露と肺がん及び中皮
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腫の発症との間の関連性に関する医学的知見が確立したことを前提に警

告義務の始期を昭和５０年以前とする原告らの主張は失当であり、警告義

務の始期は、早くとも昭和５０年１０月１日よりも相当程度遅い時期であ

る。 

ウ 警告義務を負う相手方の範囲 5 

 (ア) 屋外建設作業従事者との関係 

被告企業らは、結果の予見可能性を欠くことから、屋外建設作業従事

者に対し、警告義務を負わない。最高裁も、屋外建設作業従事者との関

係で被告企業らの予見可能性を否定している（最高裁平成３１年（受）

第２９０号等令和３年５月１７日第一小法廷判決、最高裁平成３１年10 

（受）第４９１号等令和３年５月１７日第一小法廷判決）。 

 (イ) 改修・解体作業従事者との関係 

改修・解体作業従事者に対する実効性のある警告表示を製造・販売時

点において行うよう求めることは、被告企業らに対し不可能を強いるこ

とになるから、被告企業らは、改修・解体作業従事者に対し、警告義務15 

を負わない。最高裁も、建材メーカーの解体作業従事者に対する警告義

務を明確に否定している（最高裁令和３年（受）第１１２５号同４年６

月３日第二小法廷判決）。 

エ 警告義務違反 

被告企業らは、製造した製品に石綿含有製品であることを表示する、石20 

綿の有害性が理解できる内容の警告を表示する、特定の施工業者に対して

のみ製品を販売した上で石綿粉じんばく露防止のための指導等を行うな

どして、警告義務を尽くしていた。 

⑵ 被告企業らの石綿不使用義務違反及び製造物責任 

（原告らの主張） 25 

ア 石綿不使用義務違反 
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  石綿粉じんによる疾患はいずれも重篤であるが、とりわけ、中皮腫は治

療法がなく、ひとたびり患すれば極めて効率で早期に死に至る重篤な疾病

であり、しかも、短期間ないしごく少量の石綿粉じんばく露によっても発

症の危険があり、許容量（閾値）は存在しない。それゆえ、建築作業従事

者が中皮腫をはじめとした石綿関連疾患にり患する危険を回避するため5 

には、石綿粉じんばく露を完全に避ける措置をとることが必要不可欠であ

る。しかし、建築工事に関与する全ての事業者ら及び一人親方が石綿粉じ

んばく露を完全に防止するための十分な対策を講じることは極めて困難

であったから、建築現場で石綿建材を使用しつつ、石綿粉じんの発生を完

全に防止することは事実上不可能であった。したがって、被告企業らは、10 

建材について石綿を使用しない義務を負っていたというべきである。 

  そうであるにもかかわらず、被告企業らは、石綿建材の製造・販売行為

を継続し、石綿不使用義務に違反した。 

イ 製造物責任 

 (ア) 指示・警告上の欠陥 15 

「製造物」（製造物責任法２条１項）たる石綿建材は、屋外で切断加工

する際や改修・解体工事で破砕、切断等される際にも、作業従事者が、

当該石綿建材から発生した石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患にり患

する蓋然性が高い建材である。かかる屋外建設作業従事者及び改修・解

体作業従事者の石綿粉じんばく露による重大な健康被害の発生につい20 

て、被告企業らは優に予見し又は予見可能であった。そうすると、被告

企業らは、かかる重大な健康被害の危険性の発現を防止するため、原告

らが前記⑴において主張する警告方法を行うべきであったのに、被告企

業らは、屋外建設作業従事者及び改修・解体作業従事者の被害を防止・

回避するための適切な情報を与えることなく、石綿建材を製造し、引き25 

渡し続けた。 
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したがって、平成７年７月１日以降に被告企業らが製造及び引渡しを

した石綿建材に指示・警告上の欠陥があることは明らかであるから、被

告企業らは、製造物責任法３条に基づく損害賠償責任を負う。 

 (イ) 設計上の欠陥 

被告企業らは、どんなに遅くとも平成７年には石綿吹付け材以外の全5 

ての建材について石綿の使用を中止すべき義務を負っており、同年７月

１日以降製造し引き渡す石綿建材につき、石綿を使用しない建材を設計

すべき義務（代替設計義務）を負っていた。 

そうであるにもかかわらず、被告企業らは代替設計を実施せず、石綿

建材の製造・販売及び引渡しを継続したのであるから、同日以降に製造10 

され引き渡された吹付け材以外の石綿建材には設計上の欠陥があると

いえ、被告企業らは、屋外建設作業従事者及び改修・解体作業従事者に

対し、製造物責任法３条に基づく損害賠償責任を負う。 

（被告企業らの主張） 

ア 石綿不使用義務違反 15 

原告らが主張するような段階において、石綿使用を一切禁止すべきとい

うほどの医学的知見は確立していなかった。警告表示や防じんマスク着用

義務付け等の対策をもってすれば石綿粉じんばく露対策は可能であった

から、被告企業らに石綿不使用義務は存しない。 

イ 製造物責任 20 

警告義務を負わないのと同様、製造物責任法上の指示・警告上の欠陥も

認められない。また、石綿繊維を含有すること自体が、建材の設計上の欠

陥に該当するものでもない。 

⑶ 共同不法行為 

（原告らの主張） 25 

ア 民法７１９条１項後段の適用又は類推適用 
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  民法７１９条１項後段は、被害者救済の見地から、複数行為者による加

害行為と結果との因果関係を推定し、複数行為者に損害全部の賠償責任を

負わせる規定である。本件においては、民法７１９条１項後段の適用又は

類推適用により、共同行為者と特定された被告企業らには、本件被災者ら

に対する共同不法行為が成立し、共同行為者たる被告企業らの行為と当該5 

被災者らの損害との間の個別的因果関係の推定が許されるべきである。 

イ 共同不法行為 

  被告企業らは、危険な製品をその危険性の認識可能性がありつつ流通に

置き、これにより原告ら建設作業従事者に石綿粉じんばく露の危険性を作

出した。 10 

  上記加害行為が実際に本件被災者らに到達して被害を発生させたか否

かは、因果関係の問題として別途検討を要するところ、本件の特質と民法

７１９条１項後段の趣旨とを考慮すれば、加害行為については、本件被災

者らへの到達を厳密に要求することは妥当ではなく、到達の「相当程度の

可能性」があれば足りると考えるべきである。 15 

ウ 共同行為者の特定方法 

 (ア) 原告らは、被告企業らが製造販売した石綿建材の到達の相当程度の可

能性について、原告（被災者）ごとに、以下の①～⑥の観点から検討し、

共同行為者を特定している（以下、かかる特定方法を「本件立証方法」

という。）。 20 

① 直接取扱い建材の特定 

  当該原告（被災者）の属する職種が一般的・類型的に見て直接取り

扱うであろう石綿建材の種類を特定する（一部の職種（現場監督など）

には直接取扱い建材がない場合があり、その場合は②の観点から特定

を行う。）。 25 

② 主要ばく露建材の特定 
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②－１ ①で特定した直接取扱い建材のうち、当該職種類型の作業態様

や石綿粉じんばく露実態等を元に、当該職種の建築作業従事者

の石綿関連疾患り患・発症の主要な原因となった石綿建材の種

類を特定し、かつ、 

②－２ 個別の原告（被災者）ごとに、①及び②－１の観点からは対象5 

に含まれないが、個々の作業経験や就労実態から、②－１の建

材と同様に当該原告（被災者）の石綿関連疾患り患・発症の主

要な原因となったと考えられる石綿建材の種類を特定する（個

別事情の考慮）。 

③ シェア（市場占有率）の適用 10 

  ②で特定された主要ばく露建材について、当該石綿建材の種類に応

じ、文献等から概ね１０％以上のシェアを有する企業を特定する。 

④ 石綿建材（製品）の用途（建物の種類）に応じた特定 

  石綿建材は、製品ごとに主に使用される建物の種類（戸建住宅、共

同住宅、学校・幼稚園等、店舗・事務所、劇場・百貨店、工場、倉庫）15 

が国交省データベースに記載されている。いずれの建物の種類の建築

作業に従事したかは個々の原告（被災者）によって異なるため、各原

告（被災者）の従事した建物の種類を特定し、当該建物の種類に主に

使用される石綿建材（製品）を特定する。 

⑤ 製造販売期間と原告（被災者）の就労期間の重複期間並びに経験現20 

場数の確認 

  ④で特定した石綿建材の製造販売期間と当該原告（被災者）の就労

期間との重なりが相当期間認められるか、及びその期間内に当該原告

（被災者）が多数の現場を経験しているかをそれぞれ確認する。 

⑥ 原告（被災者）の記憶に基づく特定 25 

  ①～⑤で特定された建材とは別に、原告（被災者）ごとに、各人の



37 
 

記憶・資料や特別な就労経験に基づき、石綿建材の「種類」ではなく

石綿建材「メーカー」や「製品」のレベルで合理的な根拠をもって多

数回にわたり取り扱ったと考えられる（記憶している）ものがある場

合には、これも加える。 

 (イ) 以上の各観点からの検討を経て最終的に特定された石綿建材を製造・5 

販売した企業の行為は、当該原告（被災者）に多数回にわたって到達し

た高度の蓋然性（少なくとも相当程度の可能性）があると考えられるの

であり、かかる石綿建材を製造販売して流通に置いた行為には、当該原

告（被災者）との関係で危険性が十分に認められる。 

エ 各職種の主要ばく露建材 10 

 (ア) 現場監督 

  現場監督は、自ら建材を切断したり、取り付けたりすることは基本的

にはなく、現場内できちんと作業が行われているかどうかをチェックす

ることが主な仕事である。 

  具体的には、吹付工の吹付け作業時に立ち会ったり、吹付けがされて15 

いる箇所及び厚さが施工図書どおりであるかを確認するため、ピンと呼

ばれる金属を、吹付けがされた箇所に刺す作業を行ったりした。また、

指定された種類のボードが所定の箇所に貼り付けられているかを確認

するために、大工・内装工等によるボードの切断作業に立ち会っていた。 

  以上によれば、現場監督の主要ばく露建材は、吹付け材（①吹付け石20 

綿、②石綿含有吹付けロックウール、③湿式石綿含有吹付け材）及び内

装材（⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレー

トボード・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種）である。 

 (イ) 左官工 

  左官工は、鉄筋コンクリート造建物、鉄骨造建物、木造建物のいずれ25 

においても、建物の壁や床などにコテを使ってモルタルや漆喰を塗る作
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業や、モルタル塗りに使うモルタルを練り上げる作業等を行う。モルタ

ルの練り上げ作業のうち、混和材などの材料をミキサー等に投入する際

や、材料を混ぜ合わせる際に粉じんが発生した。 

  以上によれば、左官工の主要ばく露建材は、㊸混和材である。 

 (ウ) 大工・内装工 5 

  大工は、木造建物においては、建方、屋根・外壁の下地工事、内装下

地や内装仕上げの施工工事、外部造作（軒天）や内部造作の作業等を行

う。鉄骨造・鉄筋コンクリート造建物においては、内装工事の全般にわ

たって作業を行う。 

  内装工は、本訴訟においては、基本的にはボード工、すなわち、主に10 

鉄骨造建物や鉄筋コンクリート造建物においてボードの貼り付け作業

に従事する者を指すが、作業内容は基本的には大工と同じである。 

  大工・内装工は、間仕切りや内壁、天井、外装の各工事において、間

仕切り材、壁材、天井材、軒天材として使用されるボードを電動丸のこ

やカッターで切断し、切断面を研磨した上で、釘やビスで貼っていく作15 

業を行った。石綿を含有するボードを切断、研磨する作業時に大量の石

綿粉じんが発生するし、釘やビスで貼り付けていく際にもその作業時の

振動等によって石綿粉じんが飛散するため、大工・内装工はこれにばく

露した。 

  大工・内装工が直接取り扱う可能性がある石綿建材のうち、⑮石綿含20 

有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、

㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種は、ボード類の中でも代表的な種

類の石綿建材であることや、ボード類の中でもとりわけ上記３種類の出

荷量が圧倒的な比率を占めていたことからすると、大工・内装工の主要

ばく露建材であるといえる。 25 

 (エ) 電工 
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  電工は、建物において電気関係の工事を行う。鉄骨造・鉄筋コンクリ

ート造建物においては、吹付け材に埋もれたインサート（パイプや照明

器具を吊るすボルト（吊りボルト）をはめるためのねじ）を露出させる

ために吹付け材を剥がす際に、石綿粉じんにばく露した。 

  以上によれば、電工の主要ばく露建材は、吹付け材（建材①～③）で5 

ある。 

 (オ) タイル工 

  タイル工は、建物内の浴室、トイレ、玄関や、鉄骨造・鉄筋コンクリ

ート造建物の外壁にタイルを貼り付ける作業に従事する。この過程にお

ける下地調整の工程において、モルタルを練る作業を行うため、この作10 

業で㊸混和材にばく露しており、これがタイル工の主要ばく露建材であ

る。 

 (カ) 配管工 

  配管工は、木造建物、鉄骨造建物及び鉄筋コンクリート造建物のいず

れの建物建築工事においても、給排水衛生設備工事のうち、給水設備工15 

事、排水設備工事、給湯設備工事及び衛生器具設備工事に従事するとと

もに、上記各諸設備の設置のために必要な管を設置する工事（配管工事）

に従事する。これらの工事において、配管工は、配管の設置作業、躯体・

間仕切り等へ配管を通すための建材の切断・貫通作業（スリーブ工事）、

設置した配管への保温材の取付作業、配管の加工作業を行うが、支持金20 

具の取付作業で天井裏等に入り、鉄骨に吹き付けられた吹付け材を削り

落とす際に大量の石綿粉じんが発生した。また、スリーブ工事における

ボードの切断・穿孔、配管への保温材の取付けの際の保温材の切断加工、

設置する配管の切断加工の各作業の際にも、石綿粉じんが発生した。 

  以上によれば、配管工の主要ばく露建材は、吹付け材（建材①～③）、25 

⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材、⑩石綿保温材、㊶石綿セメント円
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筒である。 

 (キ) 塗装工 

  塗装工は、建物の内壁や外壁、屋根等に塗料を塗る塗装工事を行う。

塗装工は、塗装工事に先立ってそれ以前の工程で発生した粉じんの清掃

を行うほか、塗料を塗る下地となるモルタル壁やボード壁の凹凸をなく5 

すため、電動サンダーや耐水ペーパーで削る作業（下地調整）を行う。

かかる清掃作業及びボード壁の下地調整の際にはボード、モルタル壁の

下地調整の際にはモルタルに含まれる混和材の石綿粉じんにばく露し

た。また、大型のビルや地下駐車場などでは、鉄骨の柱や階段の塗装工

事の際には、塗装する箇所についている吹付け材をヘラなどで剥がして10 

から塗装を行うこともあった。 

  以上によれば、塗装工の主要ばく露建材は、ボード（建材⑮、⑯、㉓）、

㊸混和材であり、鉄骨造・鉄筋コンクリート造建物の就労比率が３０％

以上の原告の場合には、吹付け材（建材①～③）も主要ばく露建材とな

る。 15 

 (ク) 足場鳶 

  足場鳶は、足場の組み立て・解体を行う。足場鳶が設置した内部足場

の上では、他職種による吹付け作業、吹付け材のはつり作業、保温材や

天井材の切断加工等の作業が行われ、これらによって発生した石綿粉じ

んが足場上に堆積したり、内部足場の鉄管や鉄筋等に付着したりする。20 

そして、足場鳶がその足場の解体、位置・高さの調整をする際に、足場

に堆積・付着した粉じんを掃除したり、振り払ったりした。 

  以上によれば、足場鳶の主要ばく露建材は、吹付け材（建材①～③）、

⑥石綿含有けいそう土保温材、⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材、⑧

石綿含有バーミキュライト保温材、⑨石綿含有パーライト保温材、⑩石25 

綿保温材、㉔石綿含有ロックウール吸音天井板である。 
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 (ケ) 空調設備工 

  空調設備工は、空調の設置をするために配管等を行う。空調設備の新

規取付、設備更新工事、保守点検等を行うものであるが、その石綿粉じ

んばく露実態及び主要ばく露建材は上記(カ)配管工と同様であり、主要

ばく露建材は、吹付け材（建材①～③）、保温材（建材⑦～⑩）、ボード5 

類（建材⑮～㉓、㉕～㉗）、㊶石綿セメント円筒である。 

オ 各建材のシェア 

 (ア) 吹付け材（建材①～③） 

ａ ①吹付け石綿については、別紙６－１のとおり、被告ニチアス、被告

Ａ＆ＡＭ、被告バルカー及び被告ノザワが、概ね１０％を超えるシェア10 

を有していた。 

  ②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材につい

ては、別紙６－２のとおり、被告ニチアス、被告Ａ＆ＡＭ、被告太平洋

セメント、被告日東紡績及び被告日鉄ケミカルが高いシェアを有し、こ

れに加えて、被告バルカー及び被告ノザワも一定程度（被告バルカーは15 

昭和５２年時点でシェア１０％、被告ノザワは昭和４６年時点で３．

３％、昭和５２年時点で６．４％）のシェアを有していた。 

ｂ ③湿式石綿含有吹付け材に関する予備的主張 

  仮に１０％以上のシェアが認定できない場合でも、シェアの数値と現

場数とが相関的に建材現場到達事実を基礎づけるものであり、③湿式石20 

綿含有吹付け材の昭和５０年以降の製造販売期間が建材①、②に比して

長期に及ぶこと、③湿式石綿含有吹付け材が全て石綿を含有していたこ

と、被告ニチアス、被告Ａ＆ＡＭ及び被告バルカーの３社による寡占状

態にあったことを踏まえれば、シェアが１０％以上とは認められない当

該企業のシェア率から到達に必要な現場数を算出した上で、当該企業の25 

製造販売期間と被災者の就労期間の重複期間及び現場数をも考慮して、
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当該企業の③湿式石綿含有吹付け材が当該被災者に到達したことを推

認することができるというべきである。 

  建材②、③の合計施工面積を分母として、被告ニチアス、被告Ａ＆Ａ

Ｍ及び被告バルカーの③湿式石綿含有吹付け材のシェアを算出すると、

被告ニチアスが４．３％、被告Ａ＆ＡＭが１．９％、被告バルカーが１．5 

８％となり、少なくとも１現場で触れた可能性が８割を超える現場数を

算出すると、被告ニチアスが３７件、被告Ａ＆ＡＭが８４件、被告バル

カーが８９件となる。吹付け材を主要ばく露建材とする被災者らは多く

の現場に従事していることを踏まえれば、各被災者に対し、上記各社の

③湿式石綿含有吹付け材が相当回数にわたり到達したことが明らかと10 

いうべきである。 

 (イ) 保温材（建材⑥～⑧、⑩） 

  ⑥石綿含有けいそう土保温材及び⑧石綿含有バーミキュライト保温

材については、これらに該当する各１製品を製造していたのは被告ニチ

アスのみであるから、いずれも被告ニチアスが１００％のシェアを有し15 

ていたといえる。 

  ⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材については、別紙６－３のとおり、

被告神島化学、被告日本インシュレーション、被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニ

チアスが高いシェアを有していた。 

  ⑩石綿保温材については、これに該当する３製品を製造していたのは20 

被告ニチアス及び被告Ａ＆ＡＭの２社のみという寡占状態であったか

ら、少なくとも被告ニチアス及び被告Ａ＆ＡＭがそれぞれ５０％ほどの

シェアを有していたといえる。 

 (ウ) 耐火被覆材（建材⑪、⑫） 

  ⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種については、別紙６－４のとお25 

り、被告Ａ＆ＡＭ、被告ニチアス、被告神島化学及び被告日本インシュ
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レーションが高いシェアを有していた。 

  ⑫石綿含有耐火被覆板については、別紙６－５のとおり、被告Ａ＆Ａ

Ｍ、被告ノザワ及び被告バルカーが高いシェアを有していた。 

 (エ) ボード３種（建材⑮、⑯、㉓） 

  ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボ5 

ード・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種のうち、建材⑮及び

⑯については、別紙６－６のとおり、被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被

告ノザワが高いシェアを有し、建材㉓については、別紙６－７のとおり、

被告Ａ＆ＡＭ、被告大建工業、被告ニチアス及び被告ＭＭＫが高いシェ

アを有していた。 10 

 (オ) ㉒石綿含有押出成形セメント板 

  建材㉒については、別紙６－８のとおり、被告ノザワ及び被告ＭＭＫ

が高いシェアを有していた。 

 (カ) ㉔石綿含有ロックウール吸音天井板 

  建材㉔については、別紙６－９のとおり、被告大建工業、被告日東紡15 

績、被告ケイミュー及び被告パナソニックが高いシェアを有していた。 

 (キ) 外装材（建材㉝、㉟、㊲～㊴） 

  ㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートについては、別紙６－１０のとお

りであり、昭和３６年から平成１３年までは被告クボタ及び被告ケイミ

ューの２社が市場をほぼ独占していたから、被告クボタ及び被告ケイミ20 

ューが高いシェアを有していた。 

  ㉟石綿含有窯業系サイディングについては、別紙６－１１のとおり、

被告クボタ、被告ＡＧＣ、被告ケイミュー及び被告ニチハが高いシェア

を有していた。 

  ㊲石綿含有スレート波板・大波、㊳石綿含有スレート波板・小波、㊴25 

石綿含有スレート波板・その他については、別紙６－１２のとおり、被
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告Ａ＆ＡＭ、被告ノザワ及び被告ＭＭＫが高いシェアを有していた。 

 (ク) ㊶石綿セメント円筒 

  建材㊶については、別紙６－１３のとおり、昭和５８年以降、被告Ａ

＆ＡＭが概ね１０％以上の高いシェアを有していた。 

 (ケ) ㊸混和材 5 

  ㊸混和材については、被告ノザワを含む合計９社が製造販売していた

ところ、被告ノザワが混和材である「テーリング」を製造販売していた

のは昭和３１年から平成１５年まで、被告ノザワ以外の８社が混和材の

製造販売を開始したのは平成４年以降であり、昭和３１年から平成３年

までの約３５年間、混和材は、被告ノザワの「テーリング」１製品のみ10 

であった。被告ノザワのテーリングは、左官からは混和材の代名詞のよ

うに呼ばれ、被告太平洋セメントの参入当時、被告ノザワは９割以上の

シェアを有していたと認識されていたことなどからすると、被告ノザワ

が極めて高いシェアを有していたものといえる。 

カ 各被災者に係る建材現場到達事実の有無 15 

  本件被災者らの主要ばく露建材と、建材現場到達事実が認められる被告

（責任企業）は以下のとおりである。 

 (ア) 被災者（１Ａ）（原告（１）） 

  被災者（１Ａ）は、昭和３１年１１月から平成１５年３月２６日まで、

タイル工・給排水管工として、タイル工事及び給排水管工事に従事した。20 

主要ばく露建材は、⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑱石

綿含有スレートボード・軟質フレキシブル板、㉓石綿含有けい酸カルシ

ウム板第１種、㊶石綿セメント円筒、㊸混和材であり、責任企業は、被

告ノザワ、被告ニチアス、被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告大建工業

である。 25 

 (イ) 被災者（２Ａ）（原告（２）） 
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  被災者（２Ａ）は、昭和５０年４月から平成２５年まで、大工作業に

従事した。主要ばく露建材は、⑮石綿含有スレートボード・フレキシブ

ル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム

板第１種、㉒石綿含有押出成形セメント板、㉟石綿含有窯業系サイディ

ングであり、責任企業は、被告ＡＧＣ、被告Ａ＆ＡＭ、被告クボタ、被5 

告大建工業、被告ニチアス、被告ニチハ、被告ノザワ及び被告ＭＭＫで

ある。 

 (ウ) 被災者（３Ａ）（原告（３）） 

  被災者（３Ａ）は、平成元年９月から平成２年１１月まで、ガラスブ

ロック工事に従事した。主要ばく露建材は㊸混和材であり、責任企業は10 

被告ノザワである。 

 (エ) 原告（４） 

  原告（４）は、昭和４６年４月１日から昭和６２年５月１３日まで、

家具取付け作業や倉庫内の清掃作業に従事した。主要ばく露建材は、①

吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール、③湿式石綿含有吹付け材、15 

⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボー

ド・平板、⑰石綿含有スレートボード・軟質板、⑱石綿含有スレートボ

ード・軟質フレキシブル板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種、㊸

混和材であり、責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告日鉄ケミカル、被告大

建工業、被告太平洋セメント、被告ニチアス、被告日東紡績、被告バル20 

カー、被告ノザワ及び被告ＭＭＫである。 

 (オ) 被災者（５Ａ）（原告（５）） 

  被災者（５Ａ）は、昭和３６年１月６日から平成１３年１０月４日ま

で、現場監督として工場の設計・現場監督・施工管理業務に従事したほ

か、断熱材・耐火材・保温材の新設・交換や配管の保温材の除去・交換25 

等も自ら行った。主要ばく露建材は、①吹付け石綿、⑦石綿含有けい酸
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カルシウム保温材、⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種、⑫石綿含有

耐火被覆板、ボード３種（建材⑮、⑯、㉓）であり、責任企業は、被告

Ａ＆ＡＭ、被告神島化学、被告大建工業、被告ニチアス、被告日本イン

シュレーション、被告ノザワ及び被告ＭＭＫである。 

 (カ) 原告（６） 5 

  原告（６）は、昭和４６年５月から平成２９年９月まで、空調設備工

として空調設備の新規取付け、設備更新工事、保守点検等の作業に従事

した。主要ばく露建材は、①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウー

ル、③湿式石綿含有吹付け材、⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材、⑩

石綿保温材、⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種、⑫石綿含有耐火被10 

覆板、⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレー

トボード・平板、⑰石綿含有スレートボード・軟質板、⑱石綿含有スレ

ートボード・軟質フレキシブル板、⑲石綿含有スレートボード・その他、

㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種、㉔石綿含有ロックウール吸音天

井板であり、責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告神島化学、被告日鉄ケミ15 

カル、被告大建工業、被告太平洋セメント、被告ニチアス、被告日東紡

績、被告日本インシュレーション、被告バルカー、被告ノザワ及び被告

ＭＭＫである。 

 (キ) 原告（７） 

  原告（７）は、昭和５０年４月から平成２３年１２月まで、大工作業20 

に従事した。主要ばく露建材は、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種、

㉔石綿含有ロックウール吸音天井板、㉟石綿含有窯業系サイディングで

あり、責任企業は、被告大建工業及び被告ニチアスである。 

 (ク) 被災者（８Ａ）（原告（８）） 

  被災者（８Ａ）は、昭和６２年８月から昭和６３年２月まで、足場鳶25 

として足場の組み立て・解体作業に従事した。主要ばく露建材は、①吹
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付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール、③湿式石綿含有吹付け材、

⑥石綿含有けいそう土保温材、⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材、⑧

石綿含有バーミキュライト保温材、⑨石綿含有パーライト保温材、⑩石

綿保温材、㉔石綿含有ロックウール吸音天井板であり、責任企業は、被

告Ａ＆ＡＭ、被告日鉄ケミカル、被告大建工業、被告太平洋セメント、5 

被告ニチアス、被告日東紡績、被告バルカー及び被告ノザワである。 

 (ケ) 被災者（９Ａ）（原告（９）） 

  被災者（９Ａ）は、平成６年２月２１日から平成２１年６月４日まで、

電工として空調設備工事、電気工事等に従事した。主要ばく露建材は、

②石綿含有吹付けロックウール、③湿式石綿含有吹付け材、⑮石綿含有10 

スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、

⑰石綿含有スレートボード・軟質板、⑱石綿含有スレートボード・軟質

フレキシブル板、⑲石綿含有スレートボード・その他、㉓石綿含有けい

酸カルシウム板第１種、㉔石綿含有ロックウール吸音天井板であり、責

任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告日鉄ケミカル、被告大建工業、被告太平15 

洋セメント、被告ニチアス、被告日東紡績、被告バルカー、被告ノザワ

及び被告ＭＭＫである。 

 (コ) 被災者（１０Ａ）（原告（１０）） 

  被災者（１０Ａ）は、昭和３５年４月１日から昭和４５年３月３１日

までは造船現場において配線・配管業務に従事し、昭和５５年２月から20 

平成１７年３月までは大規模なプラント内での現場監督業務に従事し

た。主要ばく露建材は、①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール、

③湿式石綿含有吹付け材、⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材、⑪石綿

含有けい酸カルシウム板第２種、⑫石綿含有耐火被覆板、⑮石綿含有ス

レートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、㉓25 

石綿含有けい酸カルシウム板第１種、㉔石綿含有ロックウール吸音天井
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板であり、責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告神島化学、被告日鉄ケミカ

ル、被告大建工業、被告太平洋セメント、被告ニチアス、被告日東紡績、

被告日本インシュレーション、被告バルカー、被告ノザワ及び被告ＭＭ

Ｋである。 

 (サ) 被災者（１１Ａ）（原告（１１－１）、原告（１１－２）） 5 

  被災者（１１Ａ）は、昭和５３年６月から平成５年６月まで、金物取

付工事及び給排水管工事の現場監督業務に従事した。主要ばく露建材は、

②石綿含有吹付けロックウール、③湿式石綿含有吹付け材、⑮石綿含有

スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、

㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種、㉟石綿含有窯業系サイディング、10 

㊶石綿セメント円筒であり、責任企業は、被告ＡＧＣ、被告Ａ＆ＡＭ、

被告クボタ、被告日鉄ケミカル、被告大建工業、被告ニチアス、被告ニ

チハ、被告日東紡績、被告バルカー、被告ノザワ及び被告ＭＭＫである。 

 (シ) 被災者（１２Ａ）（原告（１２－１）、原告（１２－２）） 

  被災者（１２Ａ）は、昭和４８年から昭和５１年まで型枠大工作業に、15 

昭和５１年から昭和５４年まで大工作業に、平成１７年７月から平成２

７年１０月まで型枠解体作業等に、それぞれ従事した。主要ばく露建材

は、①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール、③湿式石綿含有吹

付け材、⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレ

ートボード・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種、㉔石綿含有20 

ロックウール吸音天井板であり、責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告日鉄

ケミカル、被告大建工業、被告太平洋セメント、被告ニチアス、被告日

東紡績、被告バルカー、被告ノザワ及び被告ＭＭＫである。 

 (ス) 原告（１３） 

  原告（１３）は、昭和４１年４月から現在まで、配管工事に従事した。25 

主要ばく露建材は、①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール、③
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湿式石綿含有吹付け材、⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材、⑩石綿保

温材、㊶石綿セメント円筒であり、責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告神

島化学、被告日鉄ケミカル、被告太平洋セメント、被告ニチアス、被告

日東紡績、被告日本インシュレーション、被告バルカー及び被告ノザワ

である。 5 

 (セ) 被災者（１４Ａ）（原告（１４）） 

  被災者（１４Ａ）は、昭和４５年から平成２７年まで、左官工事に従

事した。主要ばく露建材は㊸混和材であり、責任企業は被告ノザワであ

る。 

 (ソ) 被災者（１５Ａ）（原告（１５）） 10 

  被災者（１５Ａ）は、昭和４９年３月から昭和５３年１２月まで、劇

団員として照明機材の取り付け作業に従事した。主要ばく露建材は、①

吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール、③湿式石綿含有吹付け材、

④石綿含有吹付けバーミキュライト、⑤石綿含有吹付けパーライトであ

り、責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告日鉄ケミカル、被告太平洋セメン15 

ト、被告ニチアス、被告日東紡績、被告バルカー及び被告ノザワである。 

 (タ) 被災者（１６Ａ）（原告（１６－１）、原告（１６－２）、原告（１６－

３）） 

  被災者（１６Ａ）は、昭和５４年４月から昭和５８年４月まで、配管

工として北海道大学のボイラー設備の修理や配管設備の点検・修理作業20 

に従事した。主要ばく露建材は、①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロッ

クウール、③湿式石綿含有吹付け材、⑦石綿含有けい酸カルシウム保温

材、⑩石綿保温材、㊶石綿セメント円筒であり、責任企業は、被告Ａ＆

ＡＭ、被告太平洋セメント、被告ニチアス、被告日東紡績、被告バルカ

ー及び被告ノザワである。 25 

 (チ) 被災者（１７Ａ）（原告（１７－１）、原告（１７－２）、原告（１７－
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３）、原告（１７－４）） 

  被災者（１７Ａ）は、昭和５５年４月から平成５年１１月まで、塗装

作業に従事した。主要ばく露建材は、①吹付け石綿、②石綿含有吹付け

ロックウール、③湿式石綿含有吹付け材、⑮石綿含有スレートボード・

フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、㉓石綿含有けい酸5 

カルシウム板第１種、㊸混和材であり、責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被

告大建工業、被告太平洋セメント、被告ニチアス、被告日東紡績、被告

バルカー、被告ノザワ及び被告ＭＭＫである。 

 (ツ) 被災者（１８Ａ）（原告（１８）） 

  被災者（１８Ａ）は、昭和３９年４月から平成２６年１２月まで、大10 

工作業に従事した。主要ばく露建材は⑮石綿含有スレートボード・フレ

キシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、㉓石綿含有けい酸カル

シウム板第１種であり、責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告大建工業、被

告ニチアス、被告ノザワ及び被告ＭＭＫである。 

 (テ) 被災者（１９Ａ）（原告（１９）） 15 

  被災者（１９Ａ）は、昭和４２年１１月から平成１３年３月まで、鉄

筋工事に従事した。主要ばく露建材は、①吹付け石綿、②石綿含有吹付

けロックウール、③湿式石綿含有吹付け材、⑮石綿含有スレートボード・

フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、㉓石綿含有けい酸

カルシウム板第１種、㉔石綿含有ロックウール吸音天井板、㊸混和材で20 

あり、責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告日鉄ケミカル、被告大建工業、

被告太平洋セメント、被告ニチアス、被告日東紡績、被告バルカー、被

告ノザワ及び被告ＭＭＫである。 

 (ト) 被災者（２０Ａ）（原告（２０）） 

  被災者（２０Ａ）は、昭和４１年９月から平成１４年７月まで、塗装25 

工事に従事した。主要ばく露建材は、①吹付け石綿、②石綿含有吹付け
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ロックウール、③湿式石綿含有吹付け材、⑮石綿含有スレートボード・

フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、㉓石綿含有けい酸

カルシウム板第１種、㊸混和材であり、責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被

告大建工業、被告太平洋セメント、被告ニチアス、被告日東紡績、被告

バルカー、被告ノザワ及び被告ＭＭＫである。 5 

 (ナ) 原告（２１） 

  原告（２１）は、昭和５５年５月から平成２６年まで、大工・内装工

及び吹付け工として、内装工事及び吹付け作業に従事した。主要ばく露

建材は、①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール、③湿式石綿含

有吹付け材、⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有10 

スレートボード・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種であり、

責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告神島化学、被告日鉄ケミカル、被告大

建工業、被告太平洋セメント、被告ニチアス、被告日東紡績、被告バル

カー、被告ノザワ及び被告ＭＭＫである。 

 (ニ) 被災者（２２Ａ）（原告（２２－１）、原告（２２－２）、原告（２２－15 

３）） 

  被災者（２２Ａ）は、昭和３３年から令和元年まで（昭和３５年から

昭和３７年まで、昭和５９年から平成元年までは除く。）、左官工事に従

事した。主要ばく露建材は㊸混和材であり、責任企業は被告ノザワであ

る。 20 

 (ヌ) 被災者（２３Ａ）（原告（２３）） 

  被災者（２３Ａ）は、昭和４６年から平成１８年１２月まで、大工作

業に従事した。主要ばく露建材は、①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロ

ックウール、③湿式石綿含有吹付け材、⑮石綿含有スレートボード・フ

レキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、㉒石綿含有押出成形25 

セメント板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種、㉟石綿含有窯業系



52 
 

サイディングであり、責任企業は、被告ＡＧＣ、被告Ａ＆ＡＭ、被告ク

ボタ、被告神島化学、被告日鉄ケミカル、被告大建工業、被告太平洋セ

メント、被告ニチアス、被告日東紡績、被告バルカー、被告ノザワ及び

被告ＭＭＫである。 

 (ネ) 原告（２４） 5 

  原告（２４）は、昭和４７年７月から平成３年１１月まで、現場監督

として福島第一原子力発電所の１号機～６号機の保温工事に従事した。

主要ばく露建材は、⑥石綿含有けいそう土保温材、⑦石綿含有けい酸カ

ルシウム保温材、⑧石綿含有バーミキュライト保温材、⑨石綿含有パー

ライト保温材、⑩石綿保温材であり、責任企業は被告ニチアスである。 10 

 (ノ) 被災者（２５Ａ）（原告（２５）） 

  被災者（２５Ａ）は、昭和３８年１月から平成２５年までの間、大工

作業に従事した。主要ばく露建材は、①吹付け石綿、②石綿含有吹付け

ロックウール、③湿式石綿含有吹付け材、⑮石綿含有スレートボード・

フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、㉓石綿含有けい酸15 

カルシウム板第１種、㉟石綿含有窯業系サイディング、㊱石綿含有建材

複合金属系サイディングであり、責任企業は、被告ＡＧＣ、被告Ａ＆Ａ

Ｍ、被告クボタ、被告ケイミュー、被告神島化学、被告日鉄ケミカル、

被告大建工業、被告太平洋セメント、被告ニチアス、被告ニチハ、被告

日東紡績、被告バルカー、被告ノザワ、被告ＭＭＫ及び被告パナソニッ20 

クである。 

 (ハ) 被災者（２６Ａ）（原告（２６）） 

  被災者（２６Ａ）は、昭和４２年４月から平成２０年１２月まで、大

工作業に従事した。主要ばく露建材は、⑮石綿含有スレートボード・フ

レキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、㉓石綿含有けい酸カ25 

ルシウム板第１種であり、責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告神島化学、
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被告大建工業、被告ニチアス、被告ノザワ及び被告ＭＭＫである。 

 (ヒ) 原告（２７） 

  原告（２７）は、昭和４０年４月から平成１７年まで、大工作業に従

事した。主要ばく露建材は、⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル

板、⑯石綿含有スレートボード・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板5 

第１種、㉔石綿含有ロックウール吸音天井板であり、責任企業は、被告

Ａ＆ＡＭ、被告神島化学、被告大建工業、被告ニチアス、被告日東紡績、

被告ノザワ、被告ＭＭＫ及び被告パナソニックである。 

 (フ) 被災者（２８Ａ）（原告（２８）） 

  被災者（２８Ａ）は、昭和４４年３月から平成１８年３月まで、石綿10 

含有建材等の運搬業務に従事した。主要ばく露建材は、①吹付け石綿、

②石綿含有吹付けロックウール、③湿式石綿含有吹付け材、④石綿含有

吹付けバーミキュライト、⑤石綿含有吹付けパーライト、⑥石綿含有け

いそう土保温材、⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材、⑧石綿含有バー

ミキュライト保温材、⑨石綿含有パーライト保温材、⑩石綿保温材、⑪15 

石綿含有けい酸カルシウム板第２種、⑫石綿含有耐火被覆板、⑬屋根用

折板石綿断熱材、⑭煙突用石綿断熱材であり、責任企業は、被告Ａ＆Ａ

Ｍ、被告神島化学、被告日鉄ケミカル、被告太平洋セメント、被告ニチ

アス、被告日東紡績、被告日本インシュレーション、被告バルカー及び

被告ノザワである。 20 

 (ヘ) 被災者（２９Ａ）（原告（２９）） 

  被災者（２９Ａ）は、昭和５１年１月から平成１７年１１月まで、計

装工として計測器や空調設備の点検及び修繕作業に従事した。主要ばく

露建材は、①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール、③湿式石綿

含有吹付け材、⑥石綿含有けいそう土保温材、⑦石綿含有けい酸カルシ25 

ウム保温材、⑧石綿含有バーミキュライト保温材、⑨石綿含有パーライ
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ト保温材、⑩石綿保温材であり、責任企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告神島

化学、被告日鉄ケミカル、被告太平洋セメント、被告ニチアス、被告日

東紡績、被告日本インシュレーション、被告バルカー及び被告ノザワで

ある。 

 (ホ) 被災者（３０Ａ）（原告（３０）） 5 

  被災者（３０Ａ）は、昭和５０年１２月から平成１５年４月まで、産

業用機械の設置工事に立ち会い、設置状況の確認や設置後の清掃・試運

転作業に従事した。主要ばく露建材は、⑥石綿含有けいそう土保温材、

⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材、⑧石綿含有バーミキュライト保温

材、⑨石綿含有パーライト保温材、⑩石綿保温材であり、責任企業は、10 

被告Ａ＆ＡＭ、被告神島化学、被告ニチアス及び被告日本インシュレー

ションである。 

 (マ) 原告（３１） 

  原告（３１）は、昭和３２年から平成２１年まで、ボード加工作業に

従事した。主要ばく露建材は、⑮石綿含有スレートボード・フレキシブ15 

ル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム

板第１種、㉔石綿含有ロックウール吸音天井板、㉟石綿含有窯業系サイ

ディング、㊱石綿含有建材複合金属系サイディングであり、責任企業は、

被告ＡＧＣ、被告Ａ＆ＡＭ、被告クボタ、被告ケイミュー、被告神島化

学、被告大建工業、被告ニチアス、被告ニチハ、被告日東紡績、被告ノ20 

ザワ、被告ＭＭＫ及び被告パナソニックである。 

 (ミ) 被災者（３２Ａ）（原告（３２）） 

  被災者（３２Ａ）は、昭和４７年４月から平成９年まで、工場におけ

る内装材の製造・加工作業に従事したほか、製品の納入先の建築現場に

おける内装材の施工作業に従事した。主要ばく露建材は、⑮石綿含有ス25 

レートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、⑰
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石綿含有スレートボード・軟質板、⑱石綿含有スレートボード・軟質フ

レキシブル板、⑲石綿含有スレートボード・その他、㉓石綿含有けい酸

カルシウム板第１種、㉔石綿含有ロックウール吸音天井板であり、責任

企業は、被告Ａ＆ＡＭ、被告神島化学、被告大建工業、被告ニチアス、

被告日東紡績、被告ノザワ、被告ＭＭＫ及び被告パナソニックである。 5 

（被告企業らの主張） 

ア シェアを用いて建材現場到達事実を立証し得るとの考え方に立ったと

しても、建材現場到達事実は高度の蓋然性をもって立証されなければなら

ない。シェア１０％では、当該被告企業の石綿含有建材が当該被災者に多

数回にわたって到達した高度の蓋然性があるとはいえず、１０％のシェア10 

を有することをもって共同行為者であるとの認定はできない。到達の高度

の蓋然性を認めるためには、最低でも２５％のシェアを継続的に占めてい

たことの立証が必要である。 

イ シェアの検討の際には、用途が同じ建材についてはそれを通算してシェ

アを検討するべきであり、同じ用途のノンアス製品がある場合には、その15 

存在を前提としてシェアを検討するべきである。 

（被告ＡＧＣの主張） 

被告ＡＧＣが製造した㉟石綿含有窯業系サイディング（ほんばん）は、工

務店や工事店であるトップショップを通じて販売されたものであり、その流

通経路は限定されていた。したがって、本件被災者らの勤務先等においてト20 

ップショップとの取引がない場合、当該被災者が「ほんばん」を使用した可

能性は低い。 

原告らが主張する被告ＡＧＣのシェアは、正確性に疑問がある資料に基づ

き、ずさんな方法により算出されたものであり、実態を反映したものではな

く、依拠できない。 25 

（被告Ａ＆ＡＭの主張） 
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ア シェアを用いた確率計算によって建材の到達を認定することの誤り 

建設現場の実態として、各建材の出現頻度が均等であることや独立な試

行はあり得ないのであって、建材の到達に係る事実認定でシェアに基づく

確率計算に依拠することは致命的な誤りがある。 

イ 各建材の到達について 5 

 (ア) 吹付け材（建材①～③） 

被告Ａ＆ＡＭの昭和５０年以降の吹付け材のシェアの大部分は、石綿

を含有しない製品によるものであったから、被告Ａ＆ＡＭの吹付け材が

本件被災者らに到達した事実は認められない。 

 (イ) 保温材（建材⑦） 10 

保温材のうち、建材⑥、⑦、⑨、⑩は、代替性が高く競合関係にある

ため、４種類全体における各社の製品のマーケットシェアを検討する必

要があるが、これらが合算されたシェアに関する証拠はなく、被告Ａ＆

ＡＭのシェアを認定することはできない。 

また、被告Ａ＆ＡＭの⑦けい酸カルシウム保温材（シリカカバー、シ15 

リカボード）は、６５０℃又は１０００℃の高温に耐えられる成形保温

材であり、極めて高温となる箇所が存在する工場プラントで用いられる

ハイスペックかつ施工に特殊な技術を要するものであったから、比較的

低温な工場設備で使用される製品ではなかった。 

 (ウ) ボード（建材⑮、⑯、㉓） 20 

シェアの検討の際には、被告Ａ＆ＡＭの出荷分のうち、①二次加工メ

ーカーへの出荷分、②プレハブメーカー及び住宅機器メーカーへの出荷

分及び③被告Ａ＆ＡＭが自社施工で使用した分が除外されるべきであ

る。そうすると、被告Ａ＆ＡＭの建材⑮、⑯のシェアは９．２％未満、

建材㉓のシェアは５．４％未満であり、被告Ａ＆ＡＭの上記建材が本件25 

被災者らに到達した事実は認められない。 
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 (エ) ㊶石綿セメント円筒 

㊶石綿セメント円筒は煙突であり、屋外で使用される建材であるから、

被告Ａ＆ＡＭは警告義務を負わない。 

耐火二層管（耐火被覆塩ビ管）については、被告Ａ＆ＡＭが販売を開

始したのは昭和５７年以降であるところ、昭和５６年～昭和６１年（推5 

定）の主要メーカー全体の販売実績に占める被告Ａ＆ＡＭの割合は、Ｏ

ＥＭ受注にかかる三菱樹脂社の販売実績を含めて１２．６％にすぎない。

そして、上記ＯＥＭ加工品は、三菱樹脂社が警告義務を負うべきもので

あって、被告Ａ＆ＡＭのシェアから除外されるべきであるから、被告Ａ

＆ＡＭが警告義務を負うシェアは７％にすぎない。さらに、被告Ａ＆Ａ10 

Ｍは、昭和６３年以降、無石綿製品に切り替えている。したがって、被

告Ａ＆ＡＭの耐火二層管（耐火被覆塩ビ管）が本件被災者らに到達した

事実は認められない。 

（被告クボタ及び被告ケイミューの主張） 

㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートの用途は屋根材であり、粘土瓦、厚型15 

スレート、着色鉄板等の代替建材を考慮に入れてシェアを算定する必要があ

るところ、代替建材を含めた屋根材全体における㉝石綿含有住宅屋根用スレ

ートのシェアは１０％を下回るから、被告クボタ及び被告ケイミューの製品

について建材現場到達事実は認められない。 

㉟石綿含有窯業系サイディングの用途は外壁材であり、モルタル、金属サ20 

イディング、カラー鉄板等の代替建材を考慮に入れてシェアを算定する必要

があるところ、代替建材を含めた外壁材全体における㉟石綿含有窯業系サイ

ディングのシェアは３．２％にすぎず、被告クボタ及び被告ケイミューの製

品について建材現場到達事実は認められない。 

（被告神島化学の主張） 25 

ア ⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材について 
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被告神島化学が製造していた⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材であ

る「ダイヤライト」は、四国で生産されており、首都圏で使用されること

はほとんどない。また、納入先は電力会社やコンビナートに限定されてい

た。 

建材統計年報における「石綿保温材」（⑩石綿保温材、⑧石綿含有バーミ5 

キュライト保温材が含まれると考えられる。）や⑨石綿含有パーライト保

温材の出荷量が⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材にほぼ匹敵すること

からすると、⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材しか製造していない被告

神島化学のシェアが１０％を上回るとは考えられず、建材現場到達事実は

認められない。 10 

イ ⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種について 

⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種は耐火被覆材であり、耐火被覆材

全体における被告神島化学の⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種のシ

ェアは１％以下であるから、建材現場到達事実は認められない。 

（被告日鉄ケミカルの主張） 15 

被告日鉄ケミカルが製造していた②石綿含有吹付けロックウールである

「スプレエース」について、製造期間（昭和４３年～昭和５３年）における

シェアの平均は５．８％であり、昭和４８年に１０．４％となったほかは１

０％を下回っているから、建材現場到達事実は認められない。 

また、スプレエースの納入先は認定特約店に限定されており、単純にシェ20 

ア及び建材現場の確率計算を考慮した建材現場到達事実の推認をすること

ができない個別的要因が存在する。 

（被告大建工業の主張） 

  被告大建工業の㉔石綿含有ロックウール吸音天井板の到達可能性を検討

するに当たっては、用途を同じくする建材である天井材を全て分母に加えた25 

上でシェアを算定する必要がある。そして、住宅用天井材における㉔石綿含
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有ロックウール吸音天井板のシェアは２．４％、非住宅用天井材における㉔

石綿含有ロックウール吸音天井板のシェアは１２％であるから、㉔石綿含有

ロックウール吸音天井板に占める被告大建工業のシェアが２５％であった

としても、被災者らに被告大建工業の㉔石綿含有ロックウール吸音天井板が

到達する可能性は、住宅の天井施工に従事した被災者との関係では０．６％、5 

非住宅建造物の天井施工に従事した被災者との関係では３％にとどまり、建

材現場到達事実は認められない。 

（被告太平洋セメントの主張） 

ア 主要ばく露建材について 

 (ア) ②石綿含有吹付けロックウール（スプレーコート） 10 

被告太平洋セメントが②石綿含有吹付けロックウールである「スプレ

ーコート」を製造販売していたのは昭和４６年６月～昭和５３年１０月

であり、実際には、昭和４９年以降、相当程度以上の割合でノンアス化

していた。スプレーコートは主として鉄骨造建物（稀に鉄筋コンクリー

ト造建物）に使用され、木造建物に使用されることはない。 15 

スプレーコートは、被告太平洋セメントと売買基本契約書や施工管理

及び品質保証に関する覚書等を締結し、系列化された特定の吹付施工業

者に対してしか販売されておらず（販工店制度）、スプレーコートを被

告太平洋セメントと同系列ではない建設作業従事者が一般的に取り扱

うことは基本的になかった。そのほか、石綿使用量が少ないこと、同時20 

並行作業や清掃作業、削り取り作業等によるばく露は生じなかったこと

などから、スプレーコートにより建設作業従事者が石綿粉じんにばく露

することはなかった。 

 (イ) ③湿式石綿含有吹付け材（スプレーコートウェット） 

被告太平洋セメントが③湿式石綿含有吹付け材である「スプレーコー25 

トウェット」を製造販売していたのは昭和４８年１１月～平成元年１１
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月であるが、昭和５０年２月に完成した都庁第三本庁舎建築工事におい

て崩落事故が発生したことから、それ以降ほとんど販売しておらず、製

造販売期間は実質２年ほどしかなく、大型の鉄骨造建物にしか採用され

ず、施行例も限られていた。また、スプレーコートウェットはモルタル

状で射出されるため、吹付け作業時に粉じんが舞うことはなかった。こ5 

れらに加え、スプレーコートと同様、木造建物には使用されず、販売先

も特定されていたこと、石綿使用量が少ないこと、同時並行作業や清掃

作業、削り取り作業等によるばく露は生じなかったことなどから、スプ

レーコートウェットにより建設作業従事者が石綿粉じんにばく露する

ことはなかった。 10 

イ 建材の到達について 

②石綿含有吹付けロックウールについて、昭和４９年からスプレーコー

トのノンアス化を始めていたところ、昭和５１年２月には出荷量の８割が

ノンアス化されており、同年４月にはほぼすべてのスプレーコートがノン

アス化されていたと考えられる。したがって、被告太平洋セメントの警告15 

義務違反が生じる可能性のある期間の大部分において、５～８割を超える

割合のスプレーコートがノンアス化しており、②石綿含有吹付けロックウ

ールのシェアが１０％を大きく下回っていたといえるから、建材現場到達

事実は認められない。 

（被告ニチアスの主張） 20 

ア 主要ばく露建材について 

㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種は、電動工具ではなくカッターに

より切断されるのであり、主要ばく露建材とならない。 

イ 各建材の到達について 

 (ア) 吹付け材（建材②、③） 25 

ａ 被告ニチアスは、建材②につき昭和４９年に製造を終了し、建材③
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につき使用される現場が限定され、施工面積が限定的なものにとどま

っていたから、被告ニチアスの建材②、③の到達は認められない。 

ｂ 建材③に関する原告らの予備的主張について 

  各被災者が従事する任意の一つの現場について、市場シェアどおり

の確率で各建材が到達しているという前提は元々成立しておらず、建5 

材の現場分布には不可避的な偏りがあるし、市場シェア率の認定自体、

限られた資料を基にしたものであって数値の正確性は限定的である。

確率計算によって建材現場到達事実を推認する手法は、このような内

在的な不確実性をはらんでおり、シェアが低くなるほど、かかる内在

的な不確実性による影響に左右されることは経験則上明らかである10 

ことから、各裁判例は、市場シェアに基づく確率計算により到達の事

実を推認できるとするために、内在的不確実性の影響を受けにくくな

る程度の一定程度以上の市場シェアを必要条件として求めているも

のと解される。そうすると、１０％を下回る低い市場シェアに基づい

て建材現場到達事実を推認するためには、当該特定の被災者につき、15 

上記の内在的不確実性を無視してよいといえる何らかの合理的理由

が必要であるが、③湿式石綿含有吹付け材に関しては、全国的なマク

ロの統計（市場シェア率）とミクロの個々の現場到達確率との間に乖

離が生じやすい事情があり、上記の内在的不確実性がさらに高い。原

告らが主張する事情は、上記の合理的理由に当たるものとはいえない20 

から、原告らの予備的主張は認められない。 

 (イ) 保温材（建材⑥～⑧、⑩） 

建材⑦及び⑩は、ノンアス化された⑨パーライト保温材を含めてマー

ケットシェア及び到達の推認の可否が検討されるべきであり、被告ニチ

アスの建材⑦、⑩の到達は認められない。 25 

また、ニチアスの保温材（建材⑥～⑧、⑩）が主に使用されるのは、
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工場（とりわけ化学プラントや発電所等における工業用配管）に限られ、

一般の建築現場や、工場でも高温とならない配管で使用されることはほ

とんどなく、主に一般の建築現場で就労した被災者の現場への到達は認

められない。 

建材⑥の製造期間は昭和４９年までであり、責任期間外である。その5 

ほかの製造期間は、建材⑦は昭和５５年まで、建材⑧は昭和６２年まで、

建材⑩は昭和５４年までであり、これ以降の石綿粉じんばく露について、

被告ニチアスは責任を負わない。 

 (ウ) 耐火被覆材（建材⑪、⑫） 

耐火被覆材（建材⑪、⑫）と吹付け材は、いずれも主に鉄骨造建物に10 

おける耐火被覆という用途が共通しており、相互に代替性、競合性があ

ることから、いずれもシェアを通算して到達を検討するべきである。そ

して、耐火被覆用途の建材全般のシェアの大部分は②石綿含有吹付けロ

ックウールが占めており、建材⑪、⑫のシェアは、相当低いと考えられ

る。 15 

さらに、被告ニチアスの建材⑪（キャスライト）及び建材⑫（トムボ

ード）の用途は、店舗やビル、劇場・デパートに限定されているから、

これらの建物の作業歴がない又は乏しい被災者については、被告ニチア

スの建材⑪、⑫は主要ばく露建材とはいえない。 

 (エ) ㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種 20 

建材⑮、⑯、㉓は、用途や使用部位の共通性が高く相互に代替可能な

建材であるため、通算してシェアを認定するべきであり、その場合の被

告ニチアスのシェアは１０％を超えない。 

また、被告ニチアスの㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種は、出荷

先の９０％が非住宅（中高層建築）であり、戸建住宅等に出荷されるの25 

は１０％にとどまる。したがって、戸建住宅を中心とする大工等に被告
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ニチアスの㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種が到達することは稀

であり、到達の高度の蓋然性は認められない。 

（被告ニチハの主張） 

  被告ニチハが製造・販売した㉟石綿含有窯業系サイディング「ゴールデン

モエンサイディング」は、専ら木造の低層戸建住宅において外壁材として使5 

用されてきたものであるから、木造低層戸建住宅の建築現場に携わっていな

い被災者の現場には到達が認められない。 

  また、上記製品が製造・販売された期間は、昭和４９年～昭和５６年であ

るところ、当時、窯業系サイディングの住宅外壁に占める割合は１％以下で

あり、被告ニチハの製品の住宅外壁材に占めるシェアは、０．２５％を超え10 

ることはなかった。したがって、その頃に建設作業に従事した被災者の現場

に上記製品が到達したとは認められない。 

（被告日東紡績の主張） 

ア ②石綿含有吹付けロックウール 

被告日東紡績の建材②のシェアは、約３．６％～約４．６％にとどまる。15 

また、被告日東紡績の建材②は、被告日東紡績が認定した特定の下請事業

者のみ取り扱う可能性があり、当該特定の下請事業者に従事していない被

災者らに対する建材現場到達事実は認められない。さらに、昭和５１年以

降の被告日東紡績のシェアは、ノンアスベスト製品を含むシェアである。 

イ ③湿式石綿含有吹付け材 20 

被告日東紡績の建材③のシェアは、ほぼ０％（どんなに高くとも０．９％）

である。また、被告日東紡績の建材③は、被告日東紡績が認定した特定の

下請事業者のみ取り扱う可能性があり、かつほとんど市場に流通すること

はなかったことから、本件被災者らに対する建材現場到達事実は認められ

ない。さらに、昭和５１年以降の被告日東紡績のシェアは、ノンアスベス25 

ト製品を含むシェアである。 
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ウ ㉔石綿含有ロックウール吸音天井板 

建材㉔については、有害性、飛散性及び発じん性が低いこと、原告らは

シェアを算定するに当たりノンアスベスト製品を考慮していないこと、建

材㉔は全ての現場で毎回使用される建材ではないことからすれば、建材現

場到達事実は認められない。 5 

（被告日本インシュレーションの主張） 

ア ⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材 

シェアの検討に当たってはノンアス製品の存在を考慮に入れる必要が

あるところ、保温工が取り扱う可能性があり、かつ、建材⑦と用途が同じ

である建材の全体に占める被告日本インシュレーションの製品のシェア10 

は、昭和５２年では約３％弱にすぎない。 

イ ⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種 

建材⑪は耐火被覆材であるところ、耐火被覆用途の建材の加工実績のほ

とんどは②石綿含有吹付けロックウールであるから、耐火被覆用途の建材

全体における被告日本インシュレーションの建材⑪のシェアは約３％で15 

ある。 

（被告バルカーの主張） 

ア 被告バルカーが石綿含有建材を製造販売した事実はなく、被告バルカー

は損害賠償責任を負わない。 

イ 原告らがシェアに関する主張の根拠とする証拠の記載から被告バルカ20 

ーのシェアを認定することはできない。 

（被告ノザワの主張） 

ア 各建材の到達について 

 (ア) ①吹付け石綿（コーベックス（Ａ）） 

被告ノザワが①吹付け石綿であるコーベックス（Ａ）を製造・販売し25 

た時期は、昭和３７年～昭和５０年であり、責任期間外であるから、被
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告ノザワは警告義務を負わない。また、原告らが従事した建設現場への

到達が認められるに足りるシェアを示す証拠はない。 

 (イ) ②石綿含有吹付けロックウール（コーベックスＲ）、③湿式石綿含有

吹付け材 

被告ノザワは、②石綿含有吹付けロックウールであるコーベックスＲ5 

を、昭和４５年から昭和５５年まで製造・販売していた。この間の建材

②、③を併せた被告ノザワのシェアに関し原告らが提出する客観的証拠

は、昭和４６年の３．３％及び昭和５２年の６．４％のみであり、コー

ベックスＲのシェアが１０％を超えていたことを示すものではない。 

 (ウ) ⑫石綿含有耐火被覆板（コーベックスマット） 10 

被告ノザワは、⑫石綿含有耐火被覆板であるコーベックスマットを、

昭和４４年から昭和５３年まで製造・販売していた。原告らは、被告ノ

ザワの生産能力月間２００００㎡を根拠に、昭和４６年のシェアを３１．

７％と主張するが、生産実績は少なく、被告ノザワのシェアが１０％を

超えていたことを示す証拠はない。 15 

 (エ) ボード類（建材⑮、⑯、㉓） 

被告ノザワは、建材⑮、⑯、㉓を製造・販売していたが、昭和５０年

以降、シェアが１０％を超えることを示す証拠はない。また、上記３つ

の各建材は代替可能な建材であるから、これら３つの建材を含めたシェ

アに基づき到達可能性を検討する必要がある。 20 

 (オ) ㉒石綿含有押出成形セメント板（アスロック） 

被告ノザワが製造・販売した㉒石綿含有押出成形セメント板であるア

スロックは、専門工事業者以外の者が屋内外の作業現場において取り扱

う機会がほとんどない建材であることから、そもそもシェアを用いて建

材現場到達事実を推認するのに適さない。 25 

 (カ) ㊲～㊴石綿含有スレート波板 
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被告ノザワは、建材㊲～㊴であるノザワ波板等を製造・販売していた

が、これらは屋根・外壁用の建材として用いられるものであるから、こ

れらを主要ばく露建材とするのは屋外作業従事者に限られ、被告ノザワ

は警告義務を負わない。また、昭和５０年以降、シェアが１０％を超え

ることを示す証拠はない。 5 

 (キ) ㊸混和材 

被告ノザワは、㊸混和材であるテーリングを製造・販売していたが、

原告らは、混和材全体に占めるテーリングのシェアを示す客観的証拠を

何ら提出していない。原告らは、被告太平洋セメントの従業員の供述を

被告ノザワのシェアの根拠の一つとするところ、被告太平洋セメントと10 

被告ノザワは潜在的に利益相反関係にあり、そのような会社の従業員の

供述の信用性には重大な疑義がある。また、「テーリング」という用語

は、廃石の一種を指す一般名詞であり、必ずしも被告ノザワの製造する

混和材を指すものではない。 

イ テーリングの単独惹起力 15 

民法７１９条１項後段の類推適用が認められるためには、被告企業らが

いずれも原告らの損害をそれのみで惹起し得る行為（単独惹起力を有する

行為）を行ったことが必要である。令和３年８月に被告ノザワが内外テク

ノス株式会社に委託して実施した測定実験の結果、テーリングを用いたモ

ルタルの混合・混練作業において発生する石綿粉じんは、現在のクリソタ20 

イルの許容濃度０．１５ｆ／ｃｃを超える可能性が極めて低かったことが

認められており、テーリングが具体的寄与度を認め得る程度に損害の発生

に寄与したとはいえず、単独惹起力は認められない。また、テーリングの

クリソタイル含有率（石綿含有率）は、１００％ではなく、最大でも１３．

１％である。 25 

（被告ＭＭＫの主張） 
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ア 北海道のシェアについて 

⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボー

ド・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種の北海道における被告Ｍ

ＭＫのシェアは、全国シェアと大きく異なり、昭和４４年は０．４６％、

昭和４５年は０．００％、昭和４６年は０．０５％、昭和５３年は１．７％、5 

平成２年は５．１７％であって（乙ワ１８、２５、２７、２９、３０）、一

貫して１０％を下回っていた。したがって、北海道において就労した被災

者については、被告ＭＭＫの建材現場到達事実は認められない。 

イ 建材の到達について 

被告ＭＭＫの㉒石綿含有押出成形セメント板（「メース」）は、木造建物10 

で使用されない点、建設現場で切断加工されない点及び専門の販売工事店

以外は施工しない点で、他の石綿含有建材には見られない特殊性が認めら

れ、かかる特殊性を踏まえれば、「メース」はシェアを用いた手法によって

建材現場到達事実を認めることはできない。 

（被告パナソニックの主張） 15 

ア 主要ばく露建材について 

被告パナソニックの㉔石綿含有ロックウール吸音天井板は、石綿の中で

有害性が低いとされている白石綿のみを含有し、石綿含有率が３％と低い

こと、飛散性が低いこと、切断加工を要する場面が限定的であることなど

から、これを市場の流通に置いた行為が建築作業従事者に対して重大な健20 

康被害を生じさせる具体的危険性を有する行為であったとはいえない。 

また、これらに加えて、㉔石綿含有ロックウール吸音天井板は、内装材

のうち、天井仕上材という同一の用途で使用される建材の中でのシェアに

限っても、住宅において２．４％、非住宅において１２％と低く、内装材

全体に占めるシェアはさらに低下することなども考慮すると、㉔石綿含有25 

ロックウール吸音天井板は主要ばく露建材にも当たらない。 
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イ 建材の到達について 

 (ア) ㉔石綿含有ロックウール吸音天井板は天井材として使用される建材

であるところ、競合建材を考慮したシェアにより建材現場到達事実を判

断するべきである。そして、被告パナソニックのシェアは、住宅天井に

ついて昭和４６年時点では０．２３％、昭和４９年時点では０．３６％、5 

昭和５２年から昭和５４年にかけては０．４８％となり、非住宅天井に

ついて昭和４６年時点では１．１％、昭和４９年時点では１．７８％、

昭和５２年から昭和５４年にかけては２．４％（被告日東紡績を考慮す

ると１．６％）となり、天井材全体では１．２６％以下となる。したが

って、シェアは１０％に満たず、建材現場到達事実は認められない。 10 

 (イ) 被告パナソニックが㉔石綿含有ロックウール吸音天井板を製造・販売

した期間は、昭和４８年～昭和６０年であるが、無石綿のロックウール

吸音天井板の製造・販売も行っており、その期間は少なくとも昭和４２

年から平成１７年までの約４０年間である。仮に被告パナソニックの製

品を記憶しているとの供述がされたとしても、それが石綿含有製品であ15 

ったことは裏付けられない。 

⑷ 責任企業が責任を負う範囲 

（原告らの主張） 

ア 寄与度の判断要素 

  神奈川１陣最判は、民法７１９条１項後段の類推適用が認められる当該20 

事案については各行為者が損害賠償責任を負う範囲を「寄与度」に応じた

範囲に限定するとの判断を示した。 

  被告企業らの寄与度を判断する際には、各職種、各原告（被災者）らの

石綿粉じんばく露量全体のうち、主要ばく露建材による石綿粉じんばく露

量の割合を基本とし、そのほかの本件における事情、すなわち、本件の損25 

害は本来的に一体不可分であり、被告企業らの行為のみでもその損害が発



69 
 

生したと評価できること、その行為は極めて悪質であり、かつ加害者と被

害者との間に互換性がないこと、被告企業らの主観的要素といった事情を

総合考慮するべきである。そして、被告企業ら以外の建材メーカーの存在

等を踏まえた寄与度減責があり得るとしても、減責が認められる割合は最

大１割であって、被告企業らの寄与度は９割を下回ることはない。 5 

イ 責任期間以前の就労を理由とする寄与度減額（いわゆる「縦の寄与」） 

  本件被災者らは、責任期間の内外における石綿粉じんばく露が不可分一

体となって石綿関連疾患にり患したのであり、責任期間以前に就労したこ

とを理由とする寄与度減額をすべきではない。 

  これに加えて、被告企業らは、責任期間以前においても責任期間内と同10 

じく主要ばく露建材の製造販売という本件被災者らが石綿関連疾患にり

患する危険を有する行為を行っていたことは明らかであり、それらの行為

も本件被災者らに相当回数到達している。したがって、責任期間以前の行

為について警告義務違反等の過失が問われないとしても、自らの責任期間

の過失行為とそれ以前の同様の危険な行為が相まって損害が発生したと15 

いう関係にあり、被告企業らは危険責任を負うべきである。 

  また、被告企業らは、責任期間の前後を通じて主要ばく露建材の製造販

売を継続的に行い、それによって経済的利益を得た一方、本件被災者らは、

石綿関連疾患を発症するという重大な損害を受けたのであり、報償責任の

観点から、責任期間外の行為の損害への寄与度について、被害者である原20 

告らに負担させることは公平に反し不合理である。 

  以上によれば、責任期間以前の就労を考慮して被告企業らの寄与度を減

じるのは不合理であり、許されない。 

ウ 被告企業らの責任建材以外の建材の存在を理由とする寄与度減額（いわ

ゆる「横の寄与」） 25 

  一つの被害に関して複数の者が損害賠償義務を負う場合、それぞれの賠
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償義務は独立して存在するものであり、他に賠償義務を負担する者がいる

ことによってその責任が軽減されるものではなく、全損害について不真正

連帯債務を負うべき関係にある。事業者や国の存在は、被告企業らの原告

らに対する責任を限定する理由にはならず、これらの存在は被告企業らが

原告らに対して賠償をなした後、他の賠償義務者に対する求償の局面にお5 

いて考慮されるべき事情にすぎない。 

（被告企業らの主張） 

責任期間外における石綿粉じんばく露、改修・解体工事における石綿粉じ

んばく露、主要ばく露建材以外からの石綿粉じんばく露については、被告企

業らの寄与度を定めるに当たり、考慮されるべきである。 10 

また、被告国、被災者らの雇用主（使用者）らなど、被告企業ら以外の者

も被災者らの損害発生につき責任を負うべきであり、このことは被告企業ら

の寄与度を定めるに当たり、考慮されるべきである。 

喫煙歴のある被災者との関係では、被告企業らの責任は相当程度減額され

るべきである（民法７２２条２項類推適用）。 15 

⑸ 消滅時効 

（被告Ａ＆ＡＭの主張） 

原告（１９）について、被告国の消滅時効の主張を援用する。 

（被告日鉄ケミカルの主張） 

原告（４）、原告（６）、被災者（１１Ａ）（原告（１１－１）、原告（１１20 

－２））、被災者（１２Ａ）（原告（１２－１）、原告（１２－２））、被災者（１

５Ａ）（原告（１５））、被災者（１９Ａ）（原告（１９））、原告（２１）につ

いては、本訴訟の提起時点において、アスベスト関連疾患との認定を受けた

時から既に３年を経過しており、損害賠償請求権は時効により消滅している。 

（原告らの主張） 25 

ア 被告Ａ＆ＡＭの主張について 
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被告国に対する主張のとおり、消滅時効は成立していない。 

イ 被告日鉄ケミカルの主張について 

争う。 

３ 損害 

（原告らの主張） 5 

⑴ 第１事件原告ら及び第２事件原告ら 

ア 包括慰謝料 各３５００万円 

イ 弁護士費用  各３５０万円 

ウ 被告らの責任割合 

  被告国及び被告企業らはそれぞれ責任を負うが、その責任割合は各２分10 

の１とすることが相当である。 

エ 遅延損害金起算日 

  損害の発生時期である、本件被災者らの石綿関連疾患発症日が遅延損害

金起算日であり、別紙５請求一覧の「発症日」欄記載のとおりである。 

オ 請求額 15 

  各原告の被告らに対する請求額は、別紙５請求一覧の「国」欄及び「企

業ら」欄記載のとおりである。 

⑵ 第３事件原告ら 

ア 包括慰謝料 各２６００万円 

イ 弁護士費用  各２６０万円 20 

ウ 遅延損害金起算日 

  損害の発生時期である、本件被災者らの石綿関連疾患発症日が遅延損害

金起算日であり、別紙５請求一覧の「発症日」欄記載のとおりである。 

エ 請求額 

  各原告の被告らに対する請求額は、別紙５請求一覧の「国」欄及び「企25 

業ら」欄記載のとおりである。 
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（被告らの主張） 

争う。 

第３章 当裁判所の判断 

第１ 認定事実 

前記前提事実のほか、後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が5 

認められる。 

１ 建設作業における石綿粉じんの発散 

  建設現場において、以下の作業をする際などに、石綿含有建材から石綿粉じ

んが発散することがあった。 

  木造建物の建築工事において、石綿含有スレートボード等の石綿含有建材を10 

切断する際に、石綿粉じんが発散した。また、左官がモルタルを作る際に、石

綿又は石綿を含有する混和剤を加えてかくはんすることにより、石綿粉じんが

発散した。設備工事においても、電工や配管工が石綿を含有するボードに穴を

開ける際に、石綿粉じんが発散するおそれがあった。 

  鉄骨造建物の建築工事においても、上記の木造建物の場合と同様に石綿粉じ15 

んが発散することがあったほか、吹付け材の吹付け作業の際に、ノズルから放

出された吹付け材の石綿粉じんが周囲に飛散することがあった。また、吹付け

られた石綿等を配線や配管のために削る際にも、石綿粉じんが発散することが

あった。 

  建物の増改築工事や解体工事においても、建材に含まれる石綿が粉じんとな20 

って発散することがあった。 

  このほか、工場等における配管及び機械等への石綿含有保温材の取付け及び

取替え等の作業において、石綿粉じんが発散することがあった。 

  建設作業従事者は、自らが行った作業により発散し、又は飛散した石綿粉じ

んに直接的にばく露することがあったほか、同じ建設現場で他の者が行った作25 

業によって発散し、又は飛散した石綿粉じんに間接的にばく露することもあっ
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た。 

２ 石綿関連疾患にかかる医学的知見の集積状況等 

⑴ 労働省は、労働衛生試験研究として、昭和３１年度から昭和３４年度まで、

石綿肺等のじん肺に関する研究を専門家に委託した。昭和３１年度及び昭和

３２年度には、石綿肺の診断基準に関する研究が行われ、石綿肺のり患の実5 

態、臨床像、石綿粉じんにばく露することとの因果関係等が明らかとなり、

診断基準の設定にまで到達したと報告された。この昭和３２年度の研究の報

告がされた昭和３３年３月頃には、石綿肺に関する医学的知見が確立した。

（甲Ａ１９） 

⑵ セリコフらは、１９６４年（昭和３９年）、米国の医学誌において、「アス10 

ベストばく露と新生物」と題する論文を発表した。同論文では、建築業の断

熱作業労働者の石綿ばく露は比較的軽度で断続的であるが、１９４３年（昭

和１８年）以前にこの産業に就業した６３２人について１９６２年（昭和３

７年）まで追跡調査を行ったところ、４５人が肺又は胸膜のがんにより死亡

しており、うち３人は胸膜中皮腫であったこと、このほか腹膜中皮腫の者が15 

１名おり、２５５人の死亡者のうち４人が中皮腫であったこと、これは、こ

のようなまれな腫瘍の発症率としては非常に高いこと等が報告されている。

（甲Ａ２０４の１・２） 

⑶ 労働省労働基準局長は、昭和４６年１月５日付けで、「石綿取扱い事業場

の環境改善等について」と題する通達（同日基発第１号）を発出し、その中20 

で、「最近、石綿粉じんを多量に吸入するときは、石綿肺をおこすほか、肺が

んを発生することもあることが判明し、また、特殊な石綿によって胸膜など

に中皮腫という悪性腫瘍が発生するとの説も生まれてきた。」と指摘した。

（甲Ａ６７の１・８頁、乙マ１０６３） 

⑷ 国立療養所近畿中央病院院長の瀬良好澄は、昭和４６年、雑誌「労働の科25 

学」２６巻９号において、「石綿作業と肺疾患」と題する論文を発表した。同
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論文では、石綿と肺がんの発症との間に因果関係があることについては今や

異論のないところであるとされ、石綿吹付け作業に従事した３９名中６名に

石綿肺を認めたこと等から吹付け作業については強力な予防指導を要する

と思われるなどとされている。 

⑸ 労働省労働衛生研究所の松下秀鶴及び河合清之は、昭和４６年、雑誌「労5 

働の科学」２６巻９号において、「アスベストの発がん性」と題する論文を発

表した。同論文では、石綿ばく露と中皮腫の関係について強い関心が寄せら

れるようになったのは１９６０年（昭和３５年）のワグナーらの報告以来で

あり、この報告以後、胸膜及び腹膜の中皮腫に関する疫学的研究が、英国、

南アフリカ、米国、カナダ、イタリア、ドイツ等から続々と発表され、その10 

研究結果からは、比較的低濃度の石綿ばく露であっても、長い年月を経れば

十分に中皮腫が発生する危険性があるなどとされている。また、同論文では、

石綿に発がん性があるということは、疫学的にも実験腫瘍学的にも、まず疑

う余地はないように思われるなどとされている。 

⑹ セリコフらが１９７２年（昭和４７年）に行った報告では、米国およびカ15 

ナダの断熱作業労働者１万７８００人の１９６７年（昭和４２年）から１９

７１年（昭和４６年）までの肺がんと胸膜中皮腫による死亡者数について、

石綿ばく露開始からの年数に応じて分析がされ、肺がんによる死亡はばく露

開始後１５～１９年で有意に増加し、肺がんによる死亡者数が最も多いのは

ばく露開始後３０年以上３９年までであり、ばく露開始から少なくとも４０20 

年間観察しないと石綿ばく露による影響を評価するのは困難であるとされ

ている。（甲Ａ３１・６２頁、甲Ａ３９０の２・１５～１７頁） 

⑺ 国際労働機関（ＩＬＯ）は、１９７２年（昭和４７年）に開催した「職業

がんの管理と予防に関する専門家会議」において、石綿は職業がんの危険性

がある物質であると指摘した（甲Ａ３０７の１・２０頁）。 25 

⑻ 世界保健機関（ＷＨＯ）の付属機関である国際がん研究機関（以下「ＩＡ
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ＲＣ」という。）は、１９７２年（昭和４７年）１０月、石綿の生物学的影響

に関して討議を行った。その結果の報告（「国際がん研究機関長に対する石

綿癌諮問委員会の報告」）では、市販されている主要な種類の石綿は、全て肺

がんを引き起こし得るとされ、アンソフィライトを除く市販の全ての種類の

石綿が中皮腫を引き起こし得る証拠が得られているとされている。上記報告5 

は、昭和４７年度環境庁公害研究委託費によるアスベストの生体影響に関す

る研究報告でも紹介されている。（甲Ａ３１・１０１頁、甲Ａ３０７の１・２

１～２２頁、甲Ａ３１６の１・２） 

⑼ 山口裕は、昭和４８年２月、「労働の科学」２８巻２号において、「建設業

における労働災害と疾病」と題する論文を発表した。同論文では、当時の建10 

設業における労働災害及び職業性疾病の実態について分析されたが、昭和４

７年のセリコフの報告が引用され、近年、石綿肺、アスベストによる呼吸器

その他のがん発生が大きな問題となってきた、現在建設業においてはアスベ

スト製品の加工使用によるアスベスト発じん作業が増加しているなどとさ

れている。（甲Ａ４４８・４８頁） 15 

⑽ 労働省労働基準局長は、昭和４８年７月１１日付けで、「特定化学物質等

障害予防規則に係る有害物質（石綿及びコールタール）の作業環境気中濃度

の測定について」と題する通達（同日基発第４０７号。以下「昭和４８年通

達」という。）を発出した。昭和４８年通達では、通達発出の理由として、最

近、石綿が肺がん、中皮腫等を発生させることが明らかとなったこと等によ20 

り、各国の規制においても気中石綿粉じん濃度を抑制する措置が強化されつ

つあることが挙げられていた。（甲Ａ６７の１・２１頁） 

⑾ ＩＡＲＣは、１９７３年（昭和４８年）、化学物質の人体に対する発がん性

リスクについての検討結果を公表するモノグラフ集の第２巻を発行した。そ

こでは、石綿のがん原性に関し、肺がんの過剰リスクは、過去の強いばく露25 

の結果であることが通常であり、肺がんのリスクは石綿肺に関連しているよ
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うである、石綿を製造、利用する産業では、中皮腫はクロシドライトへのば

く露で引き起こされており、アモサイト、クリソタイルで引き起こされる頻

度はより少ない、最初のばく露から腫瘍の発現までの期間は長く、通常は３

０年以上であるなどとされている。（甲Ａ３０７の１・２１頁、乙チ１０８） 

⑿ 労働省は、昭和５１年、石綿粉じんにばく露することによる肺がん及び中5 

皮腫の労災認定基準を検討するため、「石綿による健康障害に関する専門家

会議」を設置した。同会議は、産業現場における石綿ばく露の実態、石綿関

連疾患の臨床、病理、疫学、環境管理等に関する国内外の文献を幅広く検討

し、昭和５３年９月に報告書をまとめた。同報告書では、石綿肺の進展度と

肺がんの合併率との間には直線的な関連はなく、軽度所見や無所見の石綿ば10 

く露労働者にも肺がんの発生が認められるとされ、石綿ばく露量が大となる

につれて肺がん発生の危険が大きくなる傾向がみられ、症例としては石綿ば

く露歴がおおむね１０年を超える労働者に発生したものが多いとされてい

る。また、同報告書では、現時点の知見では、全ての種類の石綿繊維に肺が

んの危険性があると考えるのが妥当であるとされ、中皮腫については、石綿15 

粉じん濃度が低くても発生した例もあり、肺がんを発生するのに必要なばく

露量よりも少量で発生する可能性があるなどとされている。（甲Ａ５・１７

０～１７２頁） 

⒀ ＷＨＯが１９８９年（平成元年）に発表した「石綿の職業ばく露限界」と

題する報告書では、それ以下ではがんが起こらないという石綿ばく露の閾値20 

が存在するという実質的な証拠はないなどとされている。（甲Ａ１０３１の

１・２） 

３ 石綿粉じん濃度の規制等 

⑴ア 日本産業衛生協会（昭和４７年に日本産業衛生学会に名称が変更された。

以下、この名称変更の前後を通じて「日本産業衛生学会」という。）は、昭25 

和４０年、石綿粉じんの許容濃度として、１立方メートル当たり２ｍｇ（石
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綿の繊維数に換算すると、１立方センチメートル当たり３３本。）を勧告

した。許容濃度とは、労働者が有害物に連日ばく露した場合に、空気中の

有害濃度がこの数値以下であれば、健康に有害な影響がほとんど見られな

いという濃度であり、その数値は、感受性が特別に高くない労働者が、１

日８時間以内、中等労働に従事する場合の１日のばく露労働時間内の平均5 

濃度である。（乙イ３、乙チ１０２） 

イ 日本産業衛生学会は、昭和４９年、昭和４０年の勧告に示された石綿粉

じんの許容濃度の数値の改訂を行い、クリソタイル、アモサイト、トレモ

ライト、アンソフィライト及びアクチノライトの気中許容濃度を、時間荷

重平均として、５μｍ以上の繊維で１立方センチメートル当たり２本、天10 

井値（いかなる時も１５分間の平均濃度がこの値を超えてはならない数値）

として、５μｍ以上の繊維で１立方センチメートル当たり１０本とし、ク

ロシドライトの許容濃度については、これらの濃度をはるかに下回る必要

があるとした。この改訂の理由として、石綿肺のみでなく肺及び消化器の

がん及び中皮腫が注目されるようになり、日本の現行許容濃度が近年に各15 

国で設定又は改訂された許容濃度と比較すると極めて高い数値であるこ

と等が挙げられている。（甲Ａ１０４３、１０４４、乙イ３） 

ウ 日本産業衛生学会は、昭和５７年、クロシドライトの許容濃度として、

１立方センチメートル当たり０．２本を勧告した。（甲Ａ９８） 

エ 日本産業衛生学会は、平成１３年、リスクアセスメントの手法を導入し、20 

石綿を発がん物質と分類した上、過剰発がん生涯リスクレベル１０－３、１

０－４に対応する評価値として、クリソタイルのみのときは、それぞれ０．

１５本／ｍｌ、０．０１５本／ｍｌ、クリソタイル以外の石綿繊維を含む

ときは、それぞれ０．０３本／ｍｌ、０．００３本／ｍｌを勧告した。上

記の評価値の意味は、１日８時間、週４０時間程度、５０年間にわたり上25 

記の濃度のクリソタイルのみの石綿粉じんにばく露した場合に、０．１５
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本／ｍｌでは１０００人に１人、平均寿命に到達するまでに肺がん又は中

皮腫で死亡するリスク（過剰発がんリスク）が生ずるという意味である。

（乙イ１・１８１～１８２頁、乙イ２・１０３～１０４頁） 

⑵ア 労働大臣は、昭和４６年４月２８日、旧特化則６条２項の規定に基づき、

局所排気装置の性能要件として、石綿の抑制濃度の規制値を２ｍｇ／㎥と5 

定めた（同年労働省告示第２７号）（甲Ａ６７の１・２１頁）。 

イ 労働省労働基準局長は、昭和４８年７月１１日付けで、昭和４８年通達

を発出し、当面、石綿粉じんの抑制濃度を５μｍ以上の繊維として５本／

㎤と指導することを指示した。これは、当時、石綿について、濃度基準を

繊維数で表示することが医学的に適切であると考えられるようになった10 

ことや、石綿が悪性新生物を発生させるとの知見が示されたことなどから、

石綿粉じんを抑制する措置を強化するものであった。（甲Ａ６７の１・２

１頁） 

ウ 労働大臣は、昭和５０年９月３０日、特化則に基づく告示を改正し、石

綿の抑制濃度の規制値を５μｍ以上の繊維として５本／㎤と定めた（同年15 

労働省告示第７５号）（甲Ａ６７の１・２２頁）。 

エ 労働省労働基準局長は、昭和５１年５月２２日付けで、「石綿粉じんに

よる健康障害予防対策の推進について」と題する通達（同日基発第４０８

号）を発出し、最近、関係各国において環気中の石綿粉じん濃度の規制を

強化しつつあるとして、当面、２本／㎤（クロシドライトにあっては、０．20 

２本／㎤）以下の環気中粉じん濃度を目途とするよう指導することを指示

した（甲Ａ６７の１・２２頁）。 

オ 労働省労働基準局長は、昭和５９年２月１３日付けで、「作業環境の評

価に基づく作業環境管理の推進について」と題する通達（同日基発第６９

号）を発出し、石綿の管理濃度を２本／㎤とした。管理濃度とは、有害物25 

質に関する作業環境の状態を評価するために、対象となる区域について実
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施した測定結果から当該区域の作業環境管理の良否を判断する際の指標

である。個々の労働者のばく露量と対比することを前提として設定されて

いる許容濃度とは異なる考え方であり、環境の状態が健康にとって許容で

きるかどうかを判定するためのものではないことから、管理濃度の超過は、

健康障害に直ちに結びつくものではないとされる。（甲Ａ６７の１・２３5 

～２４頁） 

カ 労働大臣は、昭和６３年法律第３７号による安衛法の改正に伴い、管理

濃度に基づく作業環境管理が法制化されたことから、同年９月１日、石綿

の管理濃度を５μｍ以上の繊維として２本／㎤（クロシドライトにあって

は、０．２本／㎤）と定めた（同年労働省告示第７９号）（甲Ａ６７の１・10 

２４頁）。 

キ 厚生労働大臣は、平成１６年１０月１日、石綿の管理濃度を５μｍ以上

の繊維として０．１５本／㎤と定めた（同年厚生労働省告示第３６９号）

（甲Ａ６７の１・２７頁）。 

４ 石綿粉じん濃度の測定結果 15 

⑴ 屋内の作業に係る測定結果 

  労働科学研究所の木村菊二は、昭和４６年、雑誌「労働の科学」２６巻９

号において、「作業現場の石綿粉塵」と題する論文を発表した。同論文には、

昭和４０年頃から昭和４５年頃までに行われた測定結果であるとして、石綿

板製造工場における石綿板切断に係る石綿粉じん濃度の測定結果が記載さ20 

れているところ、これによれば、除じん装置がない場合で１０．８～１６．

２本／㎤、除じん装置がある場合で７．４～１０．０本／㎤であったとされ

ている。（甲Ａ５・１０～１１頁、甲Ａ４９４の２） 

  また、木村菊二は、昭和５１年、第４９回日本産業衛生学会・第２０回日

本産業医協議会において、「アスベスト粉じんの測定法についての検討」と25 

題する講演を行った。同講演では、最近の２、３年間に測定を行った作業場
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における石綿粉じん濃度の測定結果が、①電動のこを使用して大型のアスベ

スト板を切断した場合において、吸じん装置作動中は２．８９～２５．０８

本／㎤、吸じん装置休止中は１４７．０３～３９１．５０本／㎤であり、②

手動のこを使用して小型のアスベスト板を切断した場合において、０．３１

～２．５５本／㎤あるいは０．１１～０．３８本／㎤であったとされている。5 

（甲Ａ５・１０、１２、１５頁） 

⑵ 屋外建設作業に係る測定結果 

ア 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室の桜井治彦らは、昭和６２年、

「一般家屋壁材施工時の発塵状況調査結果」を公表した。この調査結果で

は、同年、一般個人用住宅建設時に、屋外で電動のこぎり又は丸のこを使10 

用して防火サイディングの切断作業をする者につき測定時間を約２～３

分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は、０．０８本／㎤、

０．１７本／㎤、０．２０本／㎤、０．２７本／㎤、１．１６本／㎤、２．

０５本／㎤であったとされている（以下、この測定結果を「測定結果①」

という。）。（甲Ａ１０４６） 15 

イ 花岡知之及び海老原勇は、平成１０年、雑誌「労働科学」に「建設労働

者のアスベスト曝露実態―個人住宅建設現場の環境調査成績―」と題する

論文を発表した。同論文では、昭和６２年、屋外の木造住宅の建設現場に

おいて、防じん電動丸のこ、電動丸のこ又は手動のこぎりを使用して外壁

材の切断及び張付けの作業をする者につき測定時間を１２９～２０３分20 

として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は、４件で０．９４～

１．５８本／㎤であり、防じん電動丸のこを使用して外壁材の切断を中心

とする作業をする者につき測定時間を１１～１５分として個人ばく露濃

度を測定した結果は、３件で２．３～６．７本／㎤であったとされている

（以下、この測定結果を「測定結果②」という。）。海老原勇が平成１９年25 

に出版した「建設作業者の石綿関連疾患―その爆発的なひろがり―」と題
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する書籍にも、測定結果②が掲載されている。（甲Ａ１０８・４～８頁、甲

Ａ７１５） 

ウ 名古屋大学医学部衛生学教室の久永直見らは、昭和６３年、雑誌「労働

衛生」に「アスベストに挑む三管理 環境管理と作業管理―建築業の現場

を中心に―」と題する論文を発表した。同論文では、同年、屋根葺き用石5 

綿スレートによる屋根葺き作業をする者につき測定時間を１１５分とし

てその者の鼻先で気中石綿粉じん濃度を測定した結果は、０．１３本／㎤

であったとされている（以下、この測定結果を「測定結果③」という。）。

（甲Ａ４３０・２８頁） 

エ 労働省労働基準局長は、平成４年１月１日付けで「石綿含有建築材料の10 

施工作業における石綿粉じんばく露防止対策の推進について」と題する通

達（同日基発第１号）を発出した。同通達に添付された資料では、屋外で

除じん装置付き電動丸のこを使用してスレートの施工作業をする者につ

き測定時間を各１２０分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した

結果は、４件で０．００６～０．０３２本／㎤であったとされている（以15 

下、この測定結果を「測定結果④」という。）。（甲Ｂ１００２・２２１頁） 

オ 建設業労働災害防止協会は、平成９年に「改訂 石綿含有建築材料の施

工における作業マニュアル」を出版した。このマニュアルでは、昭和６２

年から昭和６３年にかけての測定結果として、屋外で除じん装置の付いて

いない電動丸のこ又はバンドソーを使用してスレート等の切断、葺上げ、20 

張付け等の作業をする者につき採取時間を３２～１８０分として石綿粉

じんの個人ばく露濃度を測定した結果は、１４件で０．０１～０．３１本

／㎤（うち０．１５本／㎤以上のものは５件）であったとされ、昭和６２

年の測定結果として、屋外で除じん装置付き電動丸のこを使用して押出成

形板の切断、葺上げ、張付け等の作業をする者につき採取時間を１５～２25 

３０分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は、１０件で０．
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００２～０．０９１本／㎤であったとされている（以下、この測定結果を

「測定結果⑤」という。）。上記マニュアルには、屋外での石綿含有建材の

切断作業に際しては、大気の拡散効果により、除じん装置を使用していな

くても、風向き、天候によっては石綿粉じんの管理濃度の５分の１以下と

なり、作業者に対してはばく露抑制となっている旨が記載されている。（甲5 

Ａ２４８・３１、３６、３７頁） 

カ ドイツ産業職業協同組合連合本部は、１９９７年（平成９年）、石綿のば

く露歴からばく露量を推定し、石綿原因の肺がんの労災認定を行う際のマ

ニュアルとしてＢＫレポートを出版した。ＢＫレポートでは、屋外で除じ

ん装置のない研削切断器を使用して行う配管工事において、管の切断１０10 

回、積み上げ、積み下ろし等の作業をした場合の繊維濃度９０パーセンタ

イル値は２本／㎤、外壁化粧張りの作業をした場合の繊維濃度９０パーセ

ンタイル値は０．４本／㎤であったとされている（以下、この測定結果を

「測定結果⑥」という。）。なお、「ＢＫレポート」の上記測定データは、「傷

害保険組合関係の情報源から得た」ものと記載されているが、その元デー15 

タや、測定条件の詳細は不明である。（甲Ａ４９２の１・２） 

キ 平成１７年に行われた第４５回日本労働衛生工学会・第２６回作業環境

測定研究発表会の抄録集には、外山尚紀らによる建設現場における石綿含

有建材加工時の気中石綿濃度に関する研究の報告が掲載されている。同報

告では、屋根上でサンダーを使用して屋根用化粧スレートを加工する作業20 

又は屋外で電動丸のこを使用してスレート若しくはサイディング材を加

工する作業をする者につき採取時間を１０～１５分として石綿粉じんの

個人ばく露濃度を測定した結果は、０．１１本／㎤、０．１４本／㎤、０．

１７本／㎤、０．２５本／㎤であったとされている（以下、この測定結果

を「測定結果⑦」という。）。（甲Ａ４９９） 25 

５ 電動工具の普及状況及び防じんマスクの着用状況 
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⑴ 電動工具の普及状況 

  電動丸のこ、電動ドリル等の電動工具で建材を加工する場合、手工具で加

工する場合に比して多量の粉じんが発散する。機械統計年報によれば、我が

国におけるこれらの電動工具の年間販売台数は、昭和４３年に１００万台、

昭和４８年に２００万台、昭和５２年に３００万台、昭和５４年に４００万5 

台、昭和５５年に５００万台、昭和５８年に６００万台、平成２年に７００

万台まで増加し、その後も数百万台の販売台数を維持した。 

⑵ 防じんマスクの着用状況 

  昭和６０年頃の建設現場では、吹付け工や一部のはつり工を除き、大半の

労働者は防じんマスクを着用しておらず、昭和５０年頃も同様であった（甲10 

Ａ４３０・３０頁）。 

第２ 被告国に対する請求について 

１ 労働関係法令に基づく規制権限の不行使の違法性 

⑴ 原告（１５） 

ア 原告（１５）の主張 15 

  原告（１５）は、被災者（１５Ａ）は劇団員として稼働中、公演準備の

ために学校の体育館や市民会館の天井裏で、照明器具の取り付けのため天

井パネルに穴を開けたり、鉄骨に照明器具を取り付けたりするなどの作業

を行ったものであり、建設作業従事者のうち電工と同一の業務に従事して

いたのであるから、被告国は、被災者（１５Ａ）に対し、規制権限の不行20 

使の責任を負うと主張する。 

イ 被災者（１５Ａ）の作業実態等 

  被災者（１５Ａ）は、劇団員の俳優兼裏方であったところ、学校の体育

館や公民館における演劇の上演準備のために、天井裏に上がり、鉄骨に照

明を吊り下げるワイヤーを巻き付けたり、天井のボードに穴を開けたりし25 

て天井に照明を取り付ける作業を行った。（甲Ｄ１５の１・２） 
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ウ 検討 

  国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた

法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下におい

て、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認めら

れるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠5 

償法１条１項の適用上違法となるものと解される（最高裁平成１３年（受）

第１７６０号同１６年４月２７日第三小法廷判決・民集５８巻４号１０３

２頁、神奈川１陣最判参照）。そして、最高裁は、昭和５０年当時の屋内建

設現場の作業環境等を考慮した上で、被告国は建設作業従事者に石綿関連

疾患にり患する広範かつ重大な危険が生じていたことを把握し得たとし10 

て、昭和５０年１０月１日以降、平成１６年９月３０日までの間、労働大

臣が安衛法に基づく規制権限を行使しなかったことが、屋内建設現場にお

ける建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した労働者との関係におい

て、安衛法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を

欠くものであって、国家賠償法１条１項の適用上違法であると判断した15 

（神奈川１陣最判）。 

  本件において、被災者（１５Ａ）は、演劇の上演を主たる業務とする劇

団員であり、建設現場における建設工事に従事することを主たる業務とす

る建設作業従事者には該当しない。そして、被災者（１５Ａ）が演劇の上

演準備のために照明取付け作業を行った場所は、演劇の上演会場である学20 

校の体育館や公民館であり、建設現場とはいえない。そうすると、被災者

（１５Ａ）が石綿粉じんにばく露したとしても、その状況は神奈川１陣最

判が前提としていたものとは大きく異なるものといわざるを得ない。 

  そして、被災者（１５Ａ）が劇団員として就労していた当時、我が国に

おいて事業を営む劇団に所属していた俳優などの劇団員が、一般に石綿含25 

有建材を取り扱う作業を行っていたことや、その職場において恒常的に石
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綿含有建材を取り扱う作業が行われたり、常時石綿粉じんが発散又は飛散

したりするような、労働者が直接的及び間接的に石綿粉じんにばく露する

危険性の高い環境であったことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、

当時劇団員が就労していた環境が、建設現場における建設作業従事者の就

労環境と同様であったとはいえない。また、当時、劇団員一般が石綿関連5 

疾患にり患して深刻な健康被害を受けている状況にあったとは認められ

ず、被告国においてそのような事実を認識していたともいえない。現在に

おいても、建設業等と同程度に多数の劇団員が石綿関連疾患にり患してい

る状況にあるとも認められない（乙ア３２の１・２）。 

  以上によれば、当時の劇団の職場環境において、劇団員一般に石綿関連10 

疾患にり患する広範かつ重大な危険が生じていたとは認められず、被告国

が劇団員について石綿関連疾患にり患することを防止する必要があると

認識していたとも認められず、劇団員が当時の抑制濃度を超える石綿粉じ

んにさらされている可能性があることを認識することができたとも認め

られない。 15 

  したがって、被災者（１５Ａ）との関係で、被告国の安衛法に基づく規

制権限の不行使が、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法１条１

項の適用上違法であるとはいえない。 

⑵ 原告（１９） 

ア 屋外建設作業従事者との関係での規制権限の不行使の違法性 20 

 (ア) 前記認定事実３⑵のとおり、石綿粉じんの抑制濃度については、昭和

４８年通達により５本／㎤と指導することが指示された後、昭和５０年

９月３０日に労働省告示により規制値が５本／㎤と定められ、昭和５１

年５月２２日には、労働省労働基準局長通達により当面は２本／㎤（ク

ロシドライトにあっては０．２本／㎤）以下の環気中粉じん濃度を目途25 

とするよう指導することが指示された。石綿粉じんの管理濃度について
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は、昭和５９年２月１３日付け労働省労働基準局長通達及び昭和６３年

９月１日の労働省告示により２本／㎤と定められた後、平成１６年１０

月１日の厚生労働省告示により０．１５本／㎤と定められた。 

   前記認定事実３⑴のとおり、日本産業衛生学会は、平成１３年、石綿

を発がん物質と分類し、過剰発がん生涯リスクレベル１０－３に対応する5 

評価値として、クリソタイルのみのときは０．１５本／ｍｌを発表して

いるところ、上記評価値の意味合いは、労働者が１日８時間、週４０時

間程度、５０年間にわたり０．１５本／ｍｌの濃度のクリソタイルのみ

の石綿粉じんにばく露した場合に、１０００人に１人、過剰発がんリス

クが生ずるというものである。 10 

 (イ) 前記認定事実４⑵の測定結果のうち、測定結果①及び②においては２

本／㎤を超える数値がみられるが、測定結果①は約２～３分、測定結果

②は１１～１５分という限られた時間において石綿含有建材の切断作

業をする者の個人ばく露濃度を測定したものであり、これらの測定結果

をもって、屋外建設作業従事者が就業時間を通じて当該濃度の石綿粉じ15 

んにばく露していたということはできない。その余の測定結果によれば、

屋外建設作業に係る石綿粉じん濃度の測定結果は、全体として屋内建設

作業に係る測定結果を大きく下回るところ、これは、屋外の作業場にお

いては、屋内の作業場と異なり、風等により自然に換気がされ、石綿粉

じん濃度が薄められるためであることがうかがわれる。 20 

    測定結果①～⑦のうち、測定結果①、②、⑤～⑦には０．１５本／㎤

を超えるものがあるが、測定結果①、②、⑤は主に石綿含有建材の切断

作業をする者につきその作業をする限られた時間において個人ばく露

濃度を測定したものであり、測定結果⑥については測定条件の詳細が明

らかでなく、その測定結果が、短時間に限った測定なのか、一定時間を25 

かけた測定なのかは明らかではない。そうすると、これらの測定結果を
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もって、屋外建設作業従事者が就業時間を通じて０．１５本／ｍｌ以上

の濃度の石綿粉じんにばく露していたということはできない。また、測

定結果⑦は平成１７年に発表されたものであり、被告国がそれ以前にか

かる測定結果の存在を認識できたとはいえない。 

 (ウ) 以上によれば、被告国は、昭和５０年１０月１日から平成１６年９月5 

３０日までの間に、屋外建設作業従事者に石綿関連疾患にり患する危険

が生じることを予見できたとは認められない。 

イ 検討 

  被災者（１９Ａ）は、主に鉄骨造及び鉄筋コンクリート造建物の新築工

事において、鉄筋工として鉄筋の加工及び取付作業に従事した。被災者（１10 

９Ａ）が鉄筋工事を行っていたタイミングでは、作業をしている階の壁や

天井はできておらず、吹きさらしの状態であった。（甲Ｄ１９の１・２、証

人（１９Ａｂ）） 

  原告（１９）は、被災者（１９Ａ）が階段に鉄筋を組む作業をした際に

は、壁や天井が既に作られて周囲が囲まれていたと主張するが、（１９Ａ15 

ｂ）は、階段の取付けについては被災者（１９Ａ）が一人で行っていたた

め自らは見ていない旨証言している。加えて、階段の鉄筋を組むのは下の

階が大体できた後であり、そのときには天井もあったと証言しているが、

これは原告ら代理人の誘導に対し「そうです」「はい」と述べたにとどまる

し、その工程が工事のどの段階でなされたのか、そのとき壁や天井がどの20 

程度できていたのかなど具体的な状況については述べていない。以上によ

れば、被災者（１９Ａ）が屋内で鉄筋を組む作業を行っていた旨の（１９

Ａｂ）の証言は採用できない。 

  そうすると、被災者（１９Ａ）は屋外作業に従事したものであるから、

被告国において石綿関連疾患にり患する危険が生じることにつき予見可25 

能性が認められず、規制権限の不行使の違法性は認められない。 
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２ 建築基準法上の規制権限の不行使の違法性 

  原告らは、建設大臣は昭和４６年において石綿ばく露と石綿関連疾患との間

の因果関係に関する医学的知見が明確となった時点で、直ちにそれまでに建基

法２条７号～９号及び建基法施行令１条５号に基づき指定された耐火構造等

のうち、石綿建材によるものの指定を全て取り消す（指定の撤回）とともに、5 

それ以降新たな石綿建材による耐火構造等の指定をしないこととすべき職務

上の義務があったにもかかわらず、それに違反して指定行為を続けたことが国

家賠償法上違法であると主張する。 

  建基法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定める

ものとされ（１条）、当該基準のうち、防火に関する規定の趣旨・目的は、単体10 

規定（構造耐力上、防火上、衛生上等の安全性の最低基準）については、万一、

火災が発生した場合にこの火災の急激な拡大を防止し、人命の安全、財産の保

護を図ること等であり、集団規定（好ましい集団的建築環境の確保のための最

低基準）については、都市計画法により、防火地域等の指定がなされ、当該地

域では、建築物を不燃化することによって、火災から当該地域を守り、他の地15 

域からの火災の拡大を防止すること等である（乙ア２５）。また、「耐火構造」

（２条７号）とは、隣家の火災により容易に延焼せず、また、建築物内で出火

しても、通常は防火区画内で鎮火し、また最終段階として万一全焼しても火災

後の耐力の低下が少なく、建築物を倒壊には至らせない性能を担保した構造を

いい、「防火構造」（同条８号）とは、延焼を防止する等の性能を有するもので20 

あるが、耐火構造ほどの防火性能を有するものではないものとされ、「不燃材

料」（同条９号）とは、通常の火災時の加熱に対して多少の溶融又は赤熱を生じ

ることはあっても、燃焼現象、防火上有害な損傷を生ぜず、かつ、防火上有害

な煙又はガスを発生しないものとされている（乙ア２６）。 

  このような建基法の性格、防火に関する規定の趣旨・目的、同法２条７号～25 

９号等が定める各構造等の意味内容からすると、同法２条７号～９号等の規定
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及びこれらの規定に定める構造等とすることを定める規定の趣旨・目的は、建

築物の構造の防耐火性能や建築材料の不燃性能に関する最低基準を定め、建築

の際にこれを遵守させることによって、建築された建築物の火災発生の際の延

焼や倒壊を防止し、もって火災から国民の生命、健康及び財産の保護を図るこ

とにあるものと解される。そうすると、同法２条７号～９号等の規定及びこれ5 

らの規定に定める構造等とすることを定める規定の保護対象は、建築された建

築物の火災発生により害されることとなる建築物の居住者、所有者、その周辺

住民等の利益であって、建築物の建設又は解体等の過程において関与する建設

作業従事者の生命、健康等の利益は、その保護の対象ではないと解される。 

  以上によれば、建設大臣が、建設作業従事者であった被災者らに対する関係10 

で、建設作業従事者の生命、健康等の利益を保護するために建基法２条７号～

９号等に基づく指定・認定を行わず、また、既に行った指定・認定を取り消す

職務上の法的義務を負うものと解することはできず、本件被災者らとの関係で、

石綿建材の指定を撤回しなかったこと及び新たな石綿建材の指定を行ったこ

とが国家賠償法１条１項の適用上違法であるとは認められない。 15 

３ よって、その余の争点につき判断するまでもなく、原告らの被告国に対する

請求はいずれも理由がない。 

第３ 被告企業らに対する請求について 

１ 被告企業らの警告義務違反 

⑴ 被告企業らの警告義務の存否 20 

  一般に、市場に流通する製品を製造、販売する者は、同製品を購入し又は

使用する者の権利等を違法に侵害することのないよう、製品が通常備えるべ

き安全性を確保する義務を負っているものと解される。そして、被告企業ら

が製造、販売していた石綿含有建材は、その特性上、建設現場における同建

材の施工や、施工準備段階あるいは建設作業過程での同建材の切断、加工と25 

いった作業の際に石綿粉じんを生じさせるものであって（認定事実１）、石
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綿粉じんにばく露した者が石綿関連疾患にり患する危険性のある製品であ

った。 

  そうすると、被告企業らは、石綿含有建材の製造、販売者として、その危

険性を具体的に予測することが可能となった時期以降、石綿含有建材を購入

し又は使用する者に対し、当該者の生命、身体、健康といった重要な法益へ5 

の侵害を防止するために、その製造、販売する石綿含有建材に内在する危険

性の内容及び回避手段について警告すべき義務（警告義務）を負う。 

  そして、石綿関連疾患が人体に及ぼす危険性の点や、石綿含有建材の流通

形態、使用方法等を踏まえれば、具体的な警告の内容・方法として、少なく

とも、①建材に石綿が含有されていること、②石綿粉じんを吸引すると石綿10 

肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患を発症する危険性があること、

③上記危険を回避するために、当該建材を取り扱う際には適切な防じんマス

クを着用する必要があることなど（以下、この表示を「警告表示」という。）

を同建材に明確かつ具体的に表示することが要求され、取り扱う作業者の目

に確実に触れるように、個々の建材自体又はその最小単位の包装や容器に印15 

刷したりラベルを貼付したりすることなどにより表示する必要があったと

いうべきである。 

⑵ 警告義務を負う期間 

ア 前記認定事実のとおり、昭和３３年３月頃には、石綿肺に関する医学的

知見が確立し、昭和４７年には、石綿粉じんにばく露することと肺がん及20 

び中皮腫の発症との関連性並びに肺がん及び中皮腫が潜伏期間の長い遅

発性の疾患であることが明らかとなっていた。 

  また、昭和４８年には、石綿が肺がん、中皮腫等を発生させることが明

らかとなったことなどを理由として、石綿粉じん対策の指導を大幅に強化

する内容の昭和４８年通達が発出され、昭和４９年には、日本産業衛生学25 

会が、他国の許容濃度の数値を踏まえて、昭和４０年の勧告に示された石
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綿粉じんの許容濃度の数値を厳格化しており、規制強化の流れも明らかと

なっていた。 

  そして、昭和５０年までの建設現場は、我が国に輸入された石綿の約７

割が建設現場で使用され、多量の粉じんを発する電動工具の普及と相まっ

て石綿粉じんにばく露する危険性の高い作業環境にあったといえる。当時、5 

吹付け工や一部のはつり工を除き、大半の労働者は防じんマスクを着用し

ていなかったから、建設作業従事者に、石綿粉じんにばく露することによ

り石綿関連疾患にり患する広範かつ重大な危険が生じていたといえる。 

  被告企業らは、石綿含有建材を製造、販売する企業として、国の規制に

関して関心を有していたと考えられるところ、上記のような国の規制強化10 

の流れを受けて石綿含有建材の危険性についても関心を有し、上記のよう

な石綿関連疾患に関する医学的知見を把握していた又は把握すべきであ

ったといえる。 

  以上の経緯からすると、被告企業らは、昭和４９年には、建設現場にお

ける石綿粉じんばく露が石綿関連疾患を発症させる程度の危険性を有す15 

るものであることについて認識可能であったと認めるのが相当である。 

  そうすると、被告企業らは、昭和５０年１月１日以降、建設作業従事者

との関係で、石綿含有建材を製造、販売するに際し、前記⑴のとおりの警

告義務を負うに至ったというべきである。 

イ 警告義務は、石綿含有建材の製造、販売に伴って課されるものであるか20 

ら、石綿含有建材の製造、販売を終了した時が終期となるところ、平成１

８年９月１日に施行された安衛令で石綿含有建材の製造が全面的に禁止

されており、それ以降も被告企業らが石綿含有建材の製造、販売を続けた

ことを認めるに足りる証拠はないから、遅くとも同年８月３１日が警告義

務の終期となる。 25 

  したがって、被告企業らが責任を負う可能性のある期間（以下「責任期
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間」という。）は、昭和５０年１月１日から平成１８年８月３１日までとな

る。 

⑶ 警告義務を負う相手方の範囲 

ア 二次的加工者との関係 

  警告義務は、建物の工事において、当該建材を建物に取り付ける作業等5 

のような当該建材を最初に使用する際の作業に従事する者に対する関係

においてのみ負担するものではなく、当該建材が一旦使用された後に当該

工事において当該建材に配線や配管のため穴を開ける作業等をする者に

対する関係においても負担するものと解するのが相当である。なぜなら、

石綿含有建材を新規建材として使用する一連の建設工事においては、同建10 

材に付された警告表示を契機として、その内容が、当該工事を監督する立

場にある者等を通じて、一旦使用された石綿含有建材に後から作業をする

者にも伝達されるべきものであるところ、そもそも警告表示がされていな

ければ、当該工事を監督する立場にある者等が当該建材に石綿が含有され

ていることなどを知る契機がなく、上記の危険があることを伝達すること15 

ができないからである。 

イ 屋外建設作業従事者との関係 

 前記認定説示に照らせば、被告企業らにおいても、平成１６年９月３０

日以前において、自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外建設作

業従事者に石綿関連疾患にり患する危険が生じることを予見できたとは20 

認められない。したがって、被告企業らは、屋外建設作業従事者との関係

で、警告義務を負わない。 

ウ 改修・解体作業従事者との関係 

  石綿含有建材の中には、吹付け材のように当該建材自体に警告情報を記

載することが困難なものがある上、その記載をしたとしても、加工等によ25 

り当該記載が失われたり、他の建材、壁紙等と一体となるなどしてその視
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認が困難な状態となったりすることがあり得る。また、建物において石綿

含有建材が使用される部位や態様は様々であるから、警告情報を記載した

シール等を当該建材が使用された部分に貼付することが困難な場合があ

る上、その貼付がされたとしても、当該シール等の経年劣化等により警告

情報の判読が困難な状態となることがあり得る。警告情報を記載した注意5 

書及びその交付を求める文書を石綿含有建材に添付したとしても、当該建

材が使用された建物の解体までには長期間を経るのが通常であり、その間

に当該注意書の紛失等の事情が生じ得るのであって、当該注意書が解体作

業従事者に提示される蓋然性が高いとはいえない。そして、被告企業らは、

建材メーカーであり、上記の貼付又は交付等の実現を確保することはでき10 

ない。これらに照らせば、被告企業らが石綿含有建材を製造販売するに当

たり、実効性等の高い警告方法があったとはいえない。 

  加えて、被告企業らは、その製造販売した石綿含有建材が使用された建

物の解体に関与し得る立場になく、建物の解体作業は、当該建物の解体を

実施する事業者等において、当該建物の解体の時点での状況を踏まえ、あ15 

らかじめ職業上の知見等に基づき安全性を確保するための調査等をした

上で必要な対策をとって行われるべきものということができる。 

  以上によれば、被告企業らが、石綿含有建材を製造販売するに当たり、

当該建材が使用される建物の解体作業従事者（建物の全面解体や一部解体

のみならず、建物の改修に伴う解体作業に従事する者も含む。）に対し、警20 

告義務を負っていたとはいえない。 

⑷ 警告義務違反 

  被告企業らにおいて、昭和５０年１月１日から遅くとも平成１８年８月３

１日までの間、警告義務を履行したものと認めるに足りる証拠はない。 

２ 被告企業らの石綿不使用義務違反及び製造物責任 25 

⑴ 石綿不使用義務違反 
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  原告らは、石綿を使用しながら石綿粉じんばく露を回避することは事実上

不可能であり、また、とりわけ改修・解体作業従事者との関係で、実効的な

警告方法がないとすれば、被告企業らにおいて、遅くとも昭和５０年１０月

１日以降、石綿の使用を中止する義務があったと主張する。 

  しかし、昭和５０年は石綿の含有量が重量の５％を超える石綿含有製剤に5 

関する各種規制措置（安衛法５７条に基づく表示義務や本件掲示義務規定な

ど）が始まった時期であり（前提事実５）、被告企業らにおいて、かかる措置

が守られ、防じんマスクが適正に使用されれば建設作業従事者が石綿関連疾

患にり患する危険性を減少させることができると考えても不合理とはいえ

ない（当時、防じんマスクを適正に使用してもなお、石綿関連疾患の発症を10 

防止することができないという知見が一般的に確立していたと認めるに足

りる証拠はない。）。 

  また、昭和５３年には労働省に設置された「石綿による健康障害に関する

専門家会議」の報告書がまとめられ、石綿の発がん性が改めて指摘されたこ

とが認められるものの（認定事実２⑿）、この報告等において、石綿の製造等15 

を直ちに禁止すべきとの考え方が示されたことを認めるに足りる証拠はな

い。さらに、ＷＨＯ等の国際機関においては、その後も、石綿が発がん性を

有することを前提としつつ、特にクリソタイルに関してその管理使用の余地

を許容しており（甲Ａ１０３１の１・２）、石綿の使用等を全面的に禁止すべ

きであるとの国際的な共通認識が形成されていたと認めるに足りる証拠も20 

ない。 

  そうすると、石綿含有建材の製造が全面的に禁止される平成１８年９月１

日までの間、被告企業らにおいて、石綿等の管理使用が可能であると考えた

としても不合理とはいい難い。被告企業らにおいて、石綿含有建材の製造等

が全面的に禁止された平成１８年９月１日までの間にその製造を中止する25 

義務等が課せられていたとは認められず、同日以後も被告企業らが石綿含有
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建材の製造を続けたと認めるに足りる証拠はない。したがって、石綿不使用

義務に関する原告らの主張は採用できない。 

⑵ 製造物責任 

  原告らが製造物責任として主張する内容は、警告義務及び石綿不使用義務

と内容を同じくするものであって、このうち石綿不使用義務が採用できない5 

ことは前記⑴のとおりであり、警告義務と同内容の主張は、別途製造物責任

として検討する必要を認めない。 

３ 共同不法行為 

⑴ 総論 

ア 複数の者がいずれも被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為を行い、10 

そのうちのいずれの者の行為によって損害が生じたのか不明である場合

には、被害者の保護を図るため民法７１９条１項後段の適用により、因果

関係の立証責任が転換され、上記の者らが自らの行為と損害との間に因果

関係が存在しないことを立証しない限り、上記の者らが連帯して損害賠償

責任を負うことになるところ、被害者によって特定された複数の行為者の15 

ほかに被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在しない

ことは、民法７１９条１項後段の適用の要件と解するのが相当である。 

  もっとも、石綿含有建材を製造販売する被告企業らが警告義務を負って

いながらこれを履行しておらず、これによって、本件被災者らが複数の建

材メーカーが製造販売した石綿含有建材を取り扱うことなどにより累積20 

的に石綿粉じんにばく露し、中皮腫や肺がん等の石綿関連疾患にり患した

場合においては、当該被災者の取り扱った石綿含有建材のうち特定の被告

の製造販売したものが、当該被災者の現場に相当回数にわたり到達してい

たとの事実（以下「建材現場到達事実」という。）が認められる場合には、

当該建材がかかる石綿関連疾患のり患に寄与しているといえることから、25 

個々の建材が石綿関連疾患に影響した程度が不明であったとしても、民法
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７１９条１項後段が直接適用される場合との均衡を図り、同項後段の類推

適用により、因果関係の立証責任が転換されると解するのが相当である。

なお、同項後段が直接適用される場合との均衡を考慮すれば、建材現場到

達事実は高度の蓋然性をもって立証される必要があると解される。 

イ 本件において、原告らが主張する建材現場到達事実の立証方法（本件立5 

証方法）は相応の合理性を有するものと考えられるから、以下、本件立証

方法に沿って建材現場到達事実が認められるかを検討する。 

⑵ シェアを用いた責任企業の特定 

  原告らは、シェアを用いた確率計算を考慮して責任企業を特定しようとす

るところ、これは建材のシェアが高ければ高いほど、また、被災者が作業を10 

した現場の数が多ければ多いほど、建材現場到達事実が認められる蓋然性が

高くなるという経験則に基づくものである。そして、特定の石綿含有建材の

シェアに照らし、仮に特定の建材が作業現場で用いられる確率が１０％であ

る場合、特定の被災者が２０箇所の建設現場で作業をするときにその建材が

当該被災者の作業する建設現場に到達する確率は約８８％、３０箇所である15 

ときは約９６％となるから、原告らが主張するシェア１０％以上という基準

は、一定の合理性を有する数値であるといえる。 

⑶ 建材ごとの認定 

  原告らが主張する建材ごとの被告企業らのシェアについて検討する（以下、

建材の種類につき、建材名の冒頭に付した番号を用いて「建材①」などと略20 

記することがある。）。なお、⑬屋根用折板石綿断熱材、⑭煙突用石綿断熱材、

⑰石綿含有スレートボード・軟質板、⑱石綿含有スレートボード・軟質フレ

キシブル板、⑲石綿含有スレートボード・その他については、主要ばく露建

材であると主張する原告はいるものの、そのシェア及び責任企業に関する主

張立証がないから検討しない。 25 

ア 吹付け材（①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール、③湿式石綿
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含有吹付け材） 

  吹付け材は、セメントなどの結合材と水、石綿を混合して直接吹き付け

て使用する建材である。吸音、断熱、結露防止、耐火等に優れており、昭

和３１年頃から学校、ビル、ホテル等の大型建物等において使用され、昭

和４２年頃から建築物の高層ビル化と鉄骨構造化が進むと、耐火被覆目的5 

で鉄骨に吹きつけて使用された。 

  昭和５０年に改正された特化則は、石綿含有率５％を超える石綿含有製

剤を吹き付ける作業を原則として禁止した。そのため、①吹付け石綿の使

用期間は、吸音・断熱用のものが昭和３０年頃から昭和５０年まで、耐火

被覆用のものが昭和３８年頃から昭和５０年までとされ、昭和５０年以降10 

は、代替製品として②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹

付け材が同様の用途で使用された。（甲Ａ３６の２、甲Ａ３９５） 

 (ア) ①吹付け石綿 

  ①吹付け石綿は、遅くとも昭和５０年までに製造が終了しており（甲

Ｃ２９の１～８、甲Ｃ１００１の２８）、昭和５０年に石綿含有率が５％15 

を超える石綿含有製剤の吹付け作業が原則として禁止され、①吹付け石

綿の石綿含有率が３０％～７０％であったこと（甲Ｃ２９の１～８）か

らすると、①吹付け石綿が製造終了後も建設現場において一定期間継続

して使用されたものとは考え難く、そのような事実を認めるに足りる証

拠もない。 20 

  そうすると、責任期間において、被災者の就労期間と①吹付け石綿の

製造・販売に係る期間との重複が１年を超えないことは明らかであり、

このような期間の重なりでは建材現場到達事実を認定することはでき

ないから、①吹付け石綿のシェアを検討する必要性は認められない。 

 (イ) ②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材 25 

ａ 「昭和５１年版建材用途・部位別需要動向と競合性」（甲Ｃ５０の
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２）、「昭和５２年～５３年版建材用途・部位別需要動向と競合性」（甲

Ｃ４５の３）、「８０年版日本の建築産業」（甲Ｃ５３）、「８０年版建材

用途・部位別需要動向と競合性」（甲Ｃ３４の２）によれば、昭和４９

年、昭和５１年～昭和５３年のロックウール吹付け材（乾式、湿式）

に関する被告企業らのシェアは、次のとおりであり、②石綿含有吹付5 

けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材はこれに包含されてい

ると認められる。 

 昭和４９年 昭和５１年 昭和５２年 昭和５３年 

甲Ｃ５０の２ 甲Ｃ４５の３ 甲Ｃ５３ 甲Ｃ３４の２ 

被告ニチアス ２７％ ２０．４％ ２６．４％ ２０．０％ 

被告Ａ＆ＡＭ １９％ １９．４％ ２１．２％ ２０．０％ 

被告太平洋セメント １９％ １６．５％ ２３．０％ １６．４％ 

被告日鉄ケミカル １９％ １２．６％ ３．７％ １２．７％ 

被告日東紡績 １１％ ９．７％ ９．２％ １０．０％ 

被告バルカー 不明 不明 １０．０％ 不明 

被告ノザワ 不明 不明 ６．４％ 不明 

ｂ もっとも、被告ニチアスは、昭和４９年までに②石綿含有吹付けロ

ックウールの製造を終了し（甲Ｃ２９の１８・１９）、被告バルカー及

び被告Ａ＆ＡＭは、昭和５０年までに②石綿含有吹付けロックウール10 

の製造を終了しており（甲Ｃ２９の９・１０・２１・２２）、これらの

企業を含む吹付け材の製造会社は、この頃からロックウール吹付け材

のノンアス建材への転換を図っている（甲Ｃ１９、甲Ｃ４５の３・１

０８頁）。また、昭和５２年の吹付けロックウールの推定施工実績が、

乾式は約６８２万平方メートルであるのに対して湿式は約５９万平15 

方メートルであること（甲Ｃ５３）からすると、③湿式石綿含有吹付

け材のシェアは上記のとおり認定したシェアに有意な影響を与えて
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いないものと考えられる。そうすると、上記認定にかかる被告ニチア

ス、被告Ａ＆ＡＭ及び被告バルカーに関する②石綿含有吹付けロック

ウールの製造終了後のシェアは、その大部分が石綿を含有しない吹付

けロックウールの施工量である可能性を否定することができず、これ

をもって②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け5 

材のシェアを認定することはできない。 

ｃ 被告ニチアスは、前記のとおり、昭和４９年までに②石綿含有吹付

けロックウールの製造を終了しているところ、被告ニチアスが製造販

売していた②石綿含有吹付けロックウールは、いずれも石綿含有率が

３０％のものであるから（甲Ｃ２９の１８・１９）、昭和５０年に改正10 

された特化則において石綿含有率が５％を超える石綿含有製剤の吹

付け作業が禁止され、被告企業らが警告義務を負う昭和５０年１月１

日以降１年以上の期間にわたって、被告ニチアスが製造した②石綿含

有吹付けロックウールの在庫品が建設現場において使用されたもの

とも認められない。したがって、被告ニチアスが製造販売した②石綿15 

含有吹付けロックウールについて、被災者との関係で、シェアに基づ

く確率計算によって建材現場到達事実を推認することはできない。 

ｄ 被告Ａ＆ＡＭは、前記のとおり、昭和５０年までに②石綿含有吹付

けロックウールの製造を終了している。そして、前記のとおり、昭和

５０年に特化則により石綿含有率が５％を超える吹付け材を使用し20 

た吹付け作業が原則として禁止され、前記のとおり昭和５０年の製造

終了後のシェアには石綿を含有しない吹付けロックウールが相当程

度含まれている可能性が否定できないことを踏まえると、石綿含有率

が５％以上である浅野ダイアロック（甲Ｃ２９の９）のうち、石綿含

有率が５％のものについては、昭和５０年に改正された特化則の規制25 

対象とはなっておらず、昭和５１年以降も在庫品が使用された可能性
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はあるものの、これによって被告Ａ＆ＡＭの②石綿含有吹付けロック

ウールのシェアが概ね１０％以上であったと認定することは困難で

ある。そうすると、被告Ａ＆ＡＭが製造販売した②石綿含有吹付けロ

ックウールについて、シェアに基づく確率計算によって建材現場到達

事実を推認することはできない。 5 

ｅ 被告太平洋セメントは、昭和４６年頃から昭和５３年頃まで②石綿

含有吹付けロックウールの製造販売を、昭和４８年頃から平成元年頃

まで③湿式石綿含有吹付け材の製造販売をそれぞれ行っている（甲Ｃ

２９の２０・３５）。もっとも、前記ｂのとおり、前記ａで認定した被

告企業らのシェアに、③湿式石綿含有吹付け材のシェアが有意な影響10 

を与えているとは考えにくい上、被告太平洋セメントは、昭和５０年

に製造、販売していた③湿式石綿含有吹付け材について、東京都庁で

脱落事故が生じたため、それ以降は③湿式石綿含有吹付け材を耐火被

覆材としては販売せず、専ら補修用として販売していたものであり

（乙ニ９、１３）、このことは、「８０年版日本の建築産業」（甲Ｃ５３）15 

において、昭和５２年の耐火被覆材としての被告太平洋セメントの製

造に係る③湿式石綿含有吹付け材の推定施工実績の記載がないこと

からも裏付けられる。これらを踏まえると、前記ａにおいて認定した

被告太平洋セメントのシェアは、専ら②石綿含有吹付けロックウール

のシェアを示すものとみるのが相当である。さらに、被告太平洋セメ20 

ントは、昭和４９年以降、②石綿含有吹付けロックウール（スプレー

コート）の製造販売と並行して、石綿を含有しない吹付けロックウー

ル（スプレーコートＳ）を製造販売していたところ（乙ニ４９）、昭和

５１年２月当時、製造原価の算定に当たり、スプレーコートを製造し

ていた西多摩工場における出荷割合は、同年４、５月頃から石綿含有25 

製品であるスプレーコートが約２０％、非石綿化されたスプレーコー
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トＳが約８０％であることが仮定されていたから（乙ニ６９の１・２）、

前記ａにおいて認定した被告太平洋セメントのシェアは、少なくとも

昭和５１年以降においては、その大部分が石綿を含有しない吹付けロ

ックウールの施工量である蓋然性を否定することができず、これをも

って②石綿含有吹付けロックウールのシェアを認定することはでき5 

ない。そうすると、被告太平洋セメントは、昭和５０年１月以降、同

年末までの間、概ね１０％以上のシェアを有していたものと認めるの

が相当である。 

ｆ 被告日鉄ケミカルは、自社の業務概況（乙チ１５の１～乙チ２５）

に記載された②石綿含有吹付けロックウール（スプレエース）の販売10 

数量実績に基づき、②石綿含有吹付けロックウール全体の施工面積

（㎡）を生産量（ｔ）に換算した数値を分母としてシェアを計算して

いる（乙チ１４）。この換算方法は、社団法人日本作業環境測定協会作

成の環境省委託事業報告書（甲Ａ３９４）に則ったものであり、計算

の基礎とした数字も、同報告書上の数字又はその当時に業務上作成さ15 

れた資料（業務概況）に記載されたものであるから、一定の信用性が

認められる。そして、これらによれば、被告日鉄ケミカルが製造販売

した②石綿含有吹付けロックウールの昭和５０年以降のシェアは、５．

８％～６．８％程度にとどまる。そうすると、被告日鉄ケミカルが②

石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材につき、前20 

記ａ記載のように１０％以上のシェアを有していたとみることにつ

いて疑問を挟む余地があるから、シェアを用いた確率計算によって建

材現場到達事実を推認することはできない。 

ｇ 被告日東紡績は、前記ａのとおり、昭和５３年のシェアは１０％に

達しているが、昭和５１年及び昭和５２年のシェアは１０％を下回っ25 

ている上、被告日東紡績が製造する②石綿含有吹付けロックウールの
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うち下地材としての使用が想定されていたスプレーテックスは昭和

５０年に製造が終了しており（甲Ｃ２９の１４）、前記ｂと同様、前記

ａの被告日東紡績のシェアには、石綿を含有しない吹付けロックウー

ルの施工量が含まれている可能性が否定できない。そうすると、被告

日東紡績について、シェアを用いた確率計算によって建材現場到達事5 

実を推認することはできない。 

ｈ 被告バルカーは、前記ｂのとおり、前記ａ記載の昭和５２年のシェ

アをもって、②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付

け材のシェアを認定することはできず、それ以外にシェアを認定でき

る証拠もないから、被告バルカーについて、シェアを用いた確率計算10 

によって建材現場到達事実を推認することはできない。 

ｉ 被告ノザワは、昭和５２年のシェアが１０％を下回っている上、そ

のほかの年次のシェアを認定できる証拠もないから、シェアを用いた

確率計算によって建材現場到達事実を推認することはできない。 

 (ウ) 原告らの予備的主張について 15 

  原告らは、③湿式石綿含有吹付け材について、シェアが１０％未満で

あっても現場数を多く要求することによって、建材現場到達事実を推認

することができると主張する。 

  しかし、本件立証方法は、建材のシェアが高ければ高いほど建材現場

到達事実が認められる蓋然性が高くなるという経験則に基づくもので20 

あるところ、確率計算によって建材の到達を推認する以上、かかる手法

には不確実性が伴うものであり、建材のシェアが低くなればなるほどそ

の不確実性は大きくなるといわざるを得ない。そうすると、本件立証方

法により建材現場到達事実を推認するためには、最低でも１０％以上の

シェアを有していたことを要するというべきである。したがって、原告25 

らの予備的主張は採用できない。 
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 (エ) 以上によれば、吹付け材（建材①～③）のうち、被告太平洋セメント

が製造販売した②石綿含有吹付けロックウールについては、シェアを用

いた建材現場到達事実の推認を行い得るが、その余については、いずれ

もシェアを用いた建材現場到達事実の推認をすることはできない。 

イ 保温材（⑥石綿含有けいそう土保温材、⑦石綿含有けい酸カルシウム保5 

温材、⑧石綿含有バーミキュライト保温材、⑨石綿含有パーライト保温材、

⑩石綿保温材） 

  保温材（建材⑥～⑩）は、ボイラー、タービン、化学プラント、焼却炉

等、熱を発生する部分、熱を搬送するためのダクト、エルボ部分の保温を

目的として用いられる建材である。（甲Ａ３６の２） 10 

 (ア) ⑥石綿含有けいそう土保温材 

  ⑥石綿含有けいそう土保温材は、遅くとも昭和４９年までには製造が

終了しており（甲Ｃ２９の４３）、在庫品の使用可能性を考慮しても、責

任期間において、本件被災者らの就労期間と⑥石綿含有けいそう土保温

材の製造販売に係る期間との重複が１年を超えることはないと考えら15 

れ、建材現場到達事実を推認することはできないから、⑥石綿含有けい

そう土保温材のシェアを検討する必要性は認められない。 

 (イ) ⑧石綿含有バーミキュライト保温材 

  ⑧石綿含有バーミキュライト保温材について、その販売量等を認める

に足りる証拠はなく、直接取扱い建材であったとしても主要なばく露原20 

因といえるか疑問が残り、本件立証方法の②の点を充足することを認め

ることはできない。したがって、⑧石綿含有バーミキュライト保温材に

ついて、シェアを用いて建材現場到達事実を推認することはできない。 

 (ウ) ⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材 

ａ ⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材については、その特性が⑨石綿25 

含有パーライト保温材及び⑩石綿保温材と類似しており、主な使用方
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法、用途も類似していることから（甲Ａ４８９、甲Ｃ２９の４４～５

８・６０～６３）、シェアの検討に当たっては、⑦石綿含有けい酸カル

シウム保温材、⑨石綿含有パーライト保温材及び⑩石綿保温材を合わ

せて検討するのが相当である。 

ｂ 「断熱材市場の全貌－断熱材商の市場実態と商品競合分析」（甲Ａ5 

４８９）によれば、昭和５０年～昭和５２年の⑦石綿含有けい酸カル

シウム保温材に関する被告企業らのシェアは、次のとおりと認められ

る。 

 昭和５０年 昭和５１年 昭和５２年 

甲Ａ４８９ 甲Ａ４８９ 甲Ａ４８９ 

被告ニチアス ２９．７％ ２９．７％ ３０．０％ 

被告Ａ＆ＡＭ ２０．０％ ２０．０％ ２０．０％ 

被告日本インシュレーション １９．７％ １９．７％ １９．８％ 

被告神島化学 １７．５％ １５．６％ １９．８％ 

  また、保温保冷耐火用のパーライト保温材の出荷実績は、昭和５２

年において７万５４００㎡（パーライトの密度２００ｋｇ／㎡で換算10 

すると１万５０８０ｔ）であり、⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材

の出荷実績（１万９０００ｔ）と近いことが認められるが（甲Ａ４８

９）、昭和４９年に⑨石綿含有パーライト保温材の製造が終了してい

ること（甲Ｃ２９の６０）からすれば、上記出荷実績は、石綿を含有

しないパーライト保温材のものであると認められる。 15 

  さらに、⑩石綿保温材の出荷実績は、証拠上明らかでないものの、

被告Ａ＆ＡＭは昭和５３年まで、被告ニチアスは昭和５４年まで⑩石

綿保温材の製造販売を行っていたものと認められ（甲Ｃ２９の６１～

６３）、他方、被告神島化学及び被告日本インシュレーションが⑩石

綿保温材を製造販売していた事実を認めるに足りる証拠はない。 20 
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ｃ そうすると、被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチアスについては、⑦石綿含

有けい酸カルシウム保温材のシェアが概ね２０％を超える常態であ

った上、同時期に⑩石綿保温材の製造販売も行っていたことから、石

綿を含有しないパーライト保温材の出荷実績を考慮しても、⑦石綿含

有けい酸カルシウム保温材、⑨石綿含有パーライト保温材及び⑩石綿5 

保温材を合わせた全体のシェアについて、昭和５０年１月１日以降、

これらの建材の製造を終了するまでの間、概ね１０％以上のシェアを

有していたものと認めるのが相当である。 

  他方で、被告神島化学及び被告日本インシュレーションは、⑦石綿

含有けい酸カルシウム保温材のシェアが２０％を下回っていること10 

に加え、⑩石綿保温材の製造販売を行っておらず、石綿を含有しない

パーライト保温材が相当量出荷されていたことを踏まえると、⑦石綿

含有けい酸カルシウム保温材、⑨石綿含有パーライト保温材及び⑩石

綿保温材を合わせた全体のシェアが１０％を上回っていたかどうか

について疑義があるといわざるを得ず、シェアを用いて建材現場到達15 

事実を推認することはできない。 

 (エ) 以上によれば、保温材（建材⑥～⑩）のうち、被告Ａ＆ＡＭ及び被告

ニチアスが製造販売した⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石

綿保温材については、シェアを用いた建材現場到達事実の推認を行い得

るが、その余については、いずれもシェアを用いた建材現場到達事実の20 

推認をすることはできない。 

ウ 耐火被覆材（⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種、⑫石綿含有耐火被

覆板） 

  ⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種は、鉄骨の耐火被覆材として、柱・

梁、壁、天井に使用された建材である。⑫石綿含有耐火被覆板は、吹付け25 

材の代わりに、化粧目的に鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター付近に使
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用された建材である。（甲Ａ３６の２） 

 (ア) ⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種 

  「断熱材市場の全貌－断熱材商の市場実態と商品競合分析」（甲Ａ４

８９）及び「１９８０年版日本の建材産業」（甲Ｃ５３の３）によれば、

昭和５０年～昭和５２年の⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種に関5 

する被告企業らのシェアは、次のとおりと認められる。 

 昭和５０年 昭和５１年 昭和５２年 

甲Ａ４８９ 甲Ａ４８９ 甲Ａ４８９ 甲Ｃ５３の３ 

（出荷割合） （出荷割合） （出荷割合） （施工割合） 

被告ニチアス １４．５％ １５．１％ １５．１％ ２４．０％ 

被告Ａ＆ＡＭ １７．０％ １６．９％ １６．９％ ２１．０％ 

被告日本インシュレー

ション 

２８．４％ ２６．５％ ４１．７％ ４０．０％ 

被告神島化学 １３．７％ ８．２％ １０．７％ １２．０％ 

  そして、成形耐火被覆材の施工面積中、⑪石綿含有けい酸カルシウム

板第２種の占める割合は、昭和５０年が７２．０％、昭和５１年が７２．

４％、昭和５２年が７１．９％である（甲Ｃ５３の３・１１８頁）。 

  そうすると、昭和５０年以降、被告ニチアス、被告Ａ＆ＡＭ及び被告10 

日本インシュレーションについては、⑪石綿含有けい酸カルシウム板第

２種について、概ね１０％以上のシェアを有していたと認められるもの

の、被告神島化学については１０％以上のシェアを有していたとは認め

難く、シェアを用いて建材現場到達事実を推認することはできない。 

 (イ) ⑫石綿含有耐火被覆板 15 

  原告らは、「無機繊維系建材と石膏ボード」（甲Ａ５１）に基づいて⑫

石綿含有耐火被覆板のシェアを主張するが、これに記載されているのは

被告企業らの生産能力であって実績ではない。実際に、月間生産能力が
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２万㎡とされている被告ノザワの「コーベックスマット」について、備

考欄に「実績少、４月より５０００㎡／月の生産を予定」との記載があ

るほか、月間生産能力が１万２５００㎡とされる内外アスベストの「サ

ーモボード」について、備考欄に「実績なし」との記載があることから

すると、生産能力の数値から実際の生産量を読み取ることはできず、こ5 

れに基づいてシェアを認定することはできない。 

  したがって、⑫石綿含有耐火被覆板について、被告企業らのシェアを

認定することはできない。 

エ ボード類（⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有ス

レートボード・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種） 10 

  石綿含有スレートボードは、建築用ボードとして高強度と強靭性を持ち、

防火性能が高い建材であり、不燃材料等として内装材としては壁材、天井

材等、外装材としては軒天井に使用され、このうちフレキシブル板は湿度

による変化が少ないことから、浴室の壁・天井、台所の壁等にも使用され

た。㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種は、特徴として、軽量で耐火性、15 

断熱性に優れていることから、一般建築物の天井材、壁材として使用され

たほか、外装材として軒天井材とその関連部材、準防火地域での軒裏等に

使用された。（甲Ａ３６の２） 

  上記のとおり、ボード類には一定の類似性があるものの、それぞれの特

徴に応じて同一の建設現場で複数のボード類が併用される可能性もある20 

ことから、以下、⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板及び⑯石綿

含有スレートボード・平板と、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種とに

分けて検討する。 

 (ア) ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボ

ード・平板 25 

ａ 「昭和５１年版建材用途・部位別需要動向と競合性」（甲Ｃ５０の
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２）、「昭和５２年～５３年版建材用途・部位別需要動向と競合性」（甲

Ｃ４５の３）、「８０年版建材用途・部位別需要動向と競合性」（甲Ｃ３

４）には、主要メーカーごとの石綿スレートのボード状の形状のもの

（ボードには、石綿セメントけい酸カルシウム板が含まれるため、シ

ェア計算においてはこれを除外する必要がある。）の出荷量推定概数、5 

石綿セメントけい酸カルシウム板の出荷量推定概数がそれぞれ記載

されており、また、「昭和５３暦年石綿スレート統計年報」（乙ト３０

２の１）及び「平成２暦年スレート統計年報」（乙ト３０２の２）には、

各建材メーカーの出荷実績数が記載されており、これらの証拠によれ

ば、昭和４９年、昭和５１年、昭和５３年及び平成２年の⑮石綿含有10 

スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板

に関する被告企業らのシェアは、次のとおりと認められる。 

 昭和４９年 昭和５１年 昭和５３年 平成２年 

甲Ｃ５０の２ 甲Ｃ４５の３ 甲Ｃ３４ 乙ト３０２の１ 乙ト３０２の２

被告Ａ＆ＡＭ ３３．７％ ３９．８％ ３５．６％ ４８．３％ ３９．３％ 

被告ＭＭＫ １１．８％ １３．７％ １１．６％ １６．１％ １６．３％ 

被告ノザワ １１．８％ ６．５％ ７．３％ ９．４％ ２２．４％ 

被告クボタ 不明 不明 ２４．７％ ２．９％ ０．４％ 

ｂ 被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫについて、昭和５３年以降もスレート

ボードの出荷量が同水準で推移していること（甲Ｃ１６）、シェアが

大きく変動したことをうかがわせるような証拠がないことを踏まえ15 

ると、昭和５０年１月以降、両者がそれぞれ⑮石綿含有スレートボー

ド・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板の製造を終了

するまでの間、両者はいずれもそのシェアが１０％以上であったと認

めるのが相当である。 

ｃ 被告ノザワについて、上記ａによれば、シェアが１０％を超えるこ20 
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とを示す資料も存在するものの、被告ノザワが製造販売した⑮石綿含

有スレートボード・フレキシブル板及び⑯石綿含有スレートボード・

平板のうち、内装材としての使用が予定されているノザワフレキシブ

ル防音版の製造販売時期は不明であり、それ以外の建材は主な使用方

法が不明であるか、外装材としての使用を予定したものと認められ5 

（甲Ｃ２９の２０３～２０６・２７４）、このことを踏まえると、被告

ノザワが製造販売した上記各建材について、内装材としての使用に限

定した場合に、そのシェアが１０％以上であるかどうかについては疑

義があるといわざるを得ず、シェアを用いた建材現場到達事実の推認

をすることはできない。 10 

 (イ) ㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種 

ａ 「昭和５１年版建材用途・部位別需要動向と競合性」（甲Ｃ５０の

２）、「昭和５２年～５３年版建材用途・部位別需要動向と競合性」（甲

Ｃ４５の３）及び「８０年版建材用途・部位別需要動向と競合性」（甲

Ｃ３４）には、石綿セメントけい酸カルシウム板の主要メーカーごと15 

の出荷量推定概数が、「１９８１年版市場調査資料 住宅システム市

場調査総覧」（甲Ｃ５７）にはけい酸カルシウム板の主要メーカーご

との販売量概数が記載されており、これらの証拠によれば、昭和４９

年、昭和５１年、昭和５３年～昭和５５年の㉓石綿含有けい酸カルシ

ウム板第１種に関する被告企業らのシェアは、以下のとおりと認めら20 

れる。 

 昭和４９年 昭和５１年 昭和５３年 昭和５４年 昭和５５年 

甲Ｃ５０の２ 甲Ｃ４５の３ 甲Ｃ３４ 甲Ｃ５７ 甲Ｃ５７ 

被告ニチアス ３６．６％ ３５．３％ ３２．５％ ３０．４％ ３０．６％ 

被告Ａ＆ＡＭ ３０．５％ ２４．７％ ２５．１％ ２３．９％ ２３．３％ 
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被告ＭＭＫ １２．２％ ９．４％ １１．８％ ９．６％ ９．８％ 

被告大建工業 １２．２％ ９．４％ 不明 不明 不明 

被告クボタ 不明 不明 ５．９％ ６．１％ ６．７％ 

  なお、上記各証拠に記載された石綿セメントけい酸カルシウム板の

出荷量には、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種以外に⑪石綿含有

けい酸カルシウム板第２種が含まれるものの、㉓石綿含有けい酸カル

シウム板第１種の出荷量に比べて⑪石綿含有けい酸カルシウム板第

２種の出荷量は顕著に少ないから（甲Ｃ１６）、⑪石綿含有けい酸カ5 

ルシウム板第２種の出荷量又は販売量が含まれることによる影響は、

限定的なものと考えられる。 

ｂ 被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチアスについて、上記ａのとおり、いずれ

も昭和４９年から昭和５５年までの間、㉓石綿含有けい酸カルシウム

板第１種について高いシェアを有していたものと認められることに10 

加え、昭和５５年以降も㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種の出荷

量が増加傾向にあったこと（甲Ｃ１６）、シェアが大きく変動したこ

とをうかがわせるような証拠がないことを踏まえると、昭和５０年１

月以降、被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチアスがそれぞれ㉓石綿含有けい酸

カルシウム板第１種の製造を終了するまでの間、そのシェアは１０％15 

以上であったと認めるのが相当である。 

  もっとも、証拠（乙マ１０３２、１０３３）及び弁論の全趣旨によ

れば、被告ニチアスが製造販売する㉓石綿含有けい酸カルシウム板第

１種については、責任期間において、その約８割～９割が、ビル、マ

ンション、事務所、倉庫、工場等の中高層建物において使用されてい20 

たものと認められるから、特に戸建住宅の建設に従事した被災者につ

いては、同建材が建設現場に到達したか否かの判断において、この点

に留意する必要がある。 
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ｃ 被告ＭＭＫは、⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種の製造を行っ

ていなかったと認められる（甲Ｃ２９の６４～９６）。そうすると、上

記ａのとおり、年次によってはけい酸カルシウム板のシェアが１０％

をわずかに超えない年があるものの、計算の前提となる母数に⑪石綿

含有けい酸カルシウム板第２種が含まれていることから、その影響が5 

限定的であるとしても、これを除外すると被告ＭＭＫのシェアが相対

的に高まるものと推察されることを踏まえれば、昭和４９年～昭和５

５年の間、概ね１０％以上のシェアを有していたものと認めるのが相

当である。そして、昭和５５年以降も㉓石綿含有けい酸カルシウム板

第１種の出荷量が増加傾向にあったこと（甲Ｃ１６）、シェアが大き10 

く変動したことをうかがわせる証拠はないことからすると、昭和５０

年１月以降、被告ＭＭＫが㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種の製

造を終了する平成９年までの間、そのシェアは概ね１０％以上であっ

たと認めるのが相当である。 

ｄ 被告大建工業は、上記ａによっても昭和５１年のシェアが１０％を15 

下回る上、それ以外の年次のシェアを認めるに足りる証拠もないから、

シェアを用いた建材現場到達事実の推認をすることはできない。 

 (ウ) 被告ＭＭＫの主張について 

   被告ＭＭＫは、北海道においてのみ就労した被災者との関係では、シ

ェアは北海道のシェアによるべきであるとした上で、北海道においては、20 

被告ＭＭＫの建材⑮、⑯、㉓のシェアは１０％に満たなかったと主張す

る。 

   「昭和５３暦年石綿スレート統計年報」（乙ワ１８の２）によれば、昭

和５３年のボード類の出荷枚数のうち、約６０％が⑮石綿含有スレート

ボード・フレキシブル板及び⑯石綿含有スレートボード・平板であり、25 

北海道に出荷されたボード類の６０％は約１００万枚である。そして、
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被告ＭＭＫの同年のボード類の出荷枚数のうち、約７０％が⑮石綿含有

スレートボード・フレキシブル板及び⑯石綿含有スレートボード・平板

であり、被告ＭＭＫの北海道におけるボード類の出荷枚数の７０％は約

２万枚である。そうすると、北海道における被告ＭＭＫの⑮石綿含有ス

レートボード・フレキシブル板及び⑯石綿含有スレートボード・平板の5 

シェアは２％程度と推計される。 

   同様に、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種についてみると、昭和

５３年のボード類の出荷枚数のうち、約１２％が㉓石綿含有けい酸カル

シウム板第１種であり、北海道に出荷されたボード類の１２％は約２０

万枚である。そして、被告ＭＭＫの同年のボード類の出荷枚数のうち、10 

約２８％が㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種であり、被告ＭＭＫの

北海道におけるボード類の出荷枚数の２８％は約８０００枚である。そ

うすると、北海道における被告ＭＭＫの㉓石綿含有けい酸カルシウム板

第１種のシェアは４％程度と推計される。 

   また、「平成２暦年スレート統計年報」（乙ワ２５の２）によれば、平15 

成２年の北海道における被告ＭＭＫのシェアは、⑮石綿含有スレートボ

ード・フレキシブル板及び⑯石綿含有スレートボード・平板が７％程度、

㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種が８％程度と推計され、いずれも

１０％を下回る。 

   以上によれば、北海道における被告ＭＭＫの建材⑮、⑯のシェア及び20 

建材㉓のシェアは、いずれも１０％を下回るから、北海道においてのみ

就労した被災者との関係では、シェアを用いて被告ＭＭＫのボード類の

建材現場到達事実を推認することはできない。 

(エ) 小括 

   以上によれば、建材⑮・⑯については被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫが25 

製造販売した製品について、建材㉓については被告Ａ＆ＡＭ、被告ニチ
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アス及び被告ＭＭＫが製造販売した製品について、シェアを用いた建材

現場到達事実の推認を行い得るが（ただし、北海道においてのみ就労し

た被災者との関係では、被告ＭＭＫが製造販売した製品を除く。）、その

余については、いずれもシェアを用いた建材現場到達事実の推認をする

ことはできない。 5 

オ ㉒石綿含有押出成形セメント板 

 (ア) ㉒石綿含有押出成形セメント板は、一般的には非耐力壁用材料として

用いられる建材であり、外装材としては外壁や軒天、内装材としては間

仕切り壁に使用された。（甲Ａ３６の２、甲Ｃ２９の５５８～６４６） 

 (イ) 被告ノザワが製造販売した「アスロック」は、プレカット率が約９０％10 

であったことに加え、施工には特殊工具、運搬、揚重機械による特殊技

能を必要とするため専門工事業者以外に取り扱うのは難しいとされて

いること（乙ラ２２・５７頁）、被告ＭＭＫが製造販売した「メース」に

ついても同様に、実際に使用する寸法にプレカットして納品され、施工

には特殊な工具を用いることなどから専門の施工業者が担当していた15 

こと（乙ワ１１、１２）などからすると、本件立証方法の②の点を充足

するとはいえないから、被告ノザワ及び被告ＭＭＫが製造販売した㉒石

綿含有押出成形セメント板について、本件立証方法によりシェアを用い

た建材現場到達事実の推認をすることはできない。 

カ ㉔石綿含有ロックウール吸音天井板 20 

 (ア) ㉔石綿含有ロックウール吸音天井板は、一般建築物、事務所、学校、

行動、病院等の天井に不燃・吸音天井板として多く使われる建材であり、

内装材としては天井材、外装材としては軒天井材に使用された。（甲Ａ

３６の２） 

 (イ) 証拠（乙ト３０６、３０８）及び弁論の全趣旨によれば、天井材とし25 

て使用される建材には、㉔石綿含有ロックウール吸音天井板以外にも多
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数の建材が存在しており、その中で㉔石綿含有ロックウール吸音天井板

が占める割合は、住宅用建物で約２．４％、非住宅建物で約１２％であ

る。これらのことからすれば、㉔石綿含有ロックウール吸音天井板につ

いては、本件立証方法の②の点を充足するか否かにつき疑義があるもの

といわざるを得ず、本件立証方法によりシェアを用いた建材現場到達事5 

実の推認をすることはできない。 

キ ㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレート、㉟石綿含有窯業系サイディング、

㊲～㊴石綿含有スレート波板 

 (ア) ㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートは、セメントに補強材として石綿

を混入し、平板状等に成型した屋根材であり、ほとんどが屋根材として10 

使用され、一部外壁に使用されることもある。㉟石綿含有窯業系サイデ

ィングは、防・耐火性能が高い、耐震性・耐久性が高く、壁体内通気が

とりやすいなどの特徴があり、一般的に外壁材として用いられる建材で

ある。㊲～㊴石綿含有スレート波板は、軽量で強度があることから、多

くは工場などの屋根や壁に使用される建材である。（甲Ａ３６の２） 15 

 (イ) 上記(ア)のとおり、建材㉝、㉟、㊲～㊴はいずれも外装材や屋根材と

いった屋外建材として使用される建材であるところ、その用途を踏まえ

ると、その切断加工作業は屋外で行うことが最も合理的であるといえる。

そして、屋外建材の切断加工作業が屋内で行われることがあったとして

も、かかる事情をもって直ちに屋内で行われることが一般的であったと20 

は認められない。そうすると、前記のとおり、被告企業らが屋外建設作

業従事者との関係で石綿関連疾患にり患する危険が生じることを予見

できたとは認められないから、被告企業らは、屋外建材である建材㉝、

㉟、㊲～㊴について警告義務を負わない。 

ク ㊶石綿セメント円筒 25 

 (ア) ㊶石綿セメント円筒は、換気用円筒材、煙突、雑排水管等に使用され
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る建材である。（甲Ａ３６の２） 

 (イ) 「昭和６１年度版特殊管材市場の総点検と展望（上巻）」（甲Ｃ６４）

には、㊶石綿セメント円筒のうち耐火被覆塩ビ管の主要メーカーごとの

販売実績が記載されており、これによれば、被告Ａ＆ＡＭの耐火被覆塩

ビ管のシェアは、昭和５７年が７．５％、昭和５８年が９．８％、昭和5 

５９年が１３．３％、昭和６０年が１６．９％であったと認められる。 

   被告Ａ＆ＡＭは、耐火被覆塩ビ管の製造を昭和６３年に終了している

ところ（甲Ｃ２９の２０８７・２０８８）、上記のとおり、被告Ａ＆ＡＭ

のシェアは年々拡大傾向にあったこと、その後にシェアが大きく変動し

たことをうかがわせる証拠はないことからすると、被告Ａ＆ＡＭは、遅10 

くとも昭和５９年以降、耐火被覆塩ビ管の製造を終了した昭和６３年ま

での間、耐火被覆塩ビ管のシェアが１０％以上であったと認めるのが相

当である。 

ケ ㊸混和材 

 (ア) ㊸混和材は、モルタル等の伸びを良くし、作業効率を上げること等を15 

目的としてモルタル等に練り混ぜて使用される建材である。 

 (イ) ㊸混和材については、被告ノザワが昭和３１年～平成１５年に製造販

売した㊸混和材の商品名である「テーリング」又はその商品名が含まれ

る「テーリング材」が混和材の代名詞となっていたものと認められ（甲

Ａ５８４の１、甲Ｄ１の３、甲Ｄ１４の２・４、弁論の全趣旨）、これを20 

覆すに足りる証拠もない。したがって、㊸混和材について、被告ノザワ

が昭和５０年１月以降平成１５年まで、概ね１０％以上のシェアを有し

ていたものと認めるのが相当である。 

コ 小括 

  上記ア～ケにおいて、概ね１０％以上のシェアを認定した建材及び被告25 

企業は、以下のとおりである。なお、１０％以上のシェアを認定できる期
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間について既に説示したもののほか、証拠（甲Ｃ２９（枝番含む））及び弁

論の全趣旨により認められる各被告企業らの製造販売期間を括弧書きで

付記した。 

 (ア) ②石綿含有吹付けロックウール 

  被告太平洋セメント（昭和５０年１月１日～同年末） 5 

 (イ) ⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材 

  被告Ａ＆ＡＭ（昭和５０年１月１日～昭和５３年） 

  被告ニチアス（建材⑦につき昭和５０年１月１日～昭和５５年、建材

⑩につき昭和５０年１月１日～昭和５４年） 

 (ウ) ⑪石綿含有けい酸カルシウム板第２種 10 

  被告Ａ＆ＡＭ（昭和５０年１月１日～平成２年） 

被告ニチアス（昭和５０年１月１日～平成２年） 

被告日本インシュレーション（昭和５０年１月１日～昭和６１年） 

 (エ) ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板及び⑯石綿含有スレート

ボード・平板 15 

  被告Ａ＆ＡＭ（昭和５０年１月１日～平成１６年） 

被告ＭＭＫ（建材⑮につき昭和５０年１月１日～平成５年、建材⑯に

つき昭和５０年１月１日～平成１３年） 

 (オ) ㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種 

  被告Ａ＆ＡＭ（昭和５０年１月１日～平成１６年） 20 

被告ニチアス（昭和５０年１月１日～平成４年） 

被告ＭＭＫ（昭和５０年１月１日～平成９年） 

 (カ) ㊶石綿セメント円筒（耐火被覆塩ビ管） 

   被告Ａ＆ＡＭ（昭和５９年～昭和６３年） 

 (キ) ㊸混和材 25 

   被告ノザワ（昭和５０年１月１日～平成１５年） 
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⑷ 各被災者に係る建材現場到達事実の有無 

ア 被災者（１Ａ）（原告（１）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（１Ａ）（昭和１３年１月２５日生）は、責任期間のうち、昭和

５０年１月１日から平成１５年３月までの約２８年２か月の間、タイル5 

工及び配管工として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ１の１） 

  なお、石綿粉じんばく露作業期間の算定については、始期の年以外が

不明の場合には当該年の１２月１日を始期とし、終期の年以外が不明の

場合には当該年の１月３１日を終期とし、また、始期の日付が不明の場

合には当該月の翌月１日を始期とし、終期の日付が不明の場合には当該10 

月の前月末日を終期として年数、月数及び日数を算定し、３０日に満た

ない日数は切り捨てた概算により認定する。 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（１Ａ）は、主に新築の木造戸建住宅において、浴室やトイレ、

台所等のタイルを貼り付ける作業に従事していたところ、下地調整の工15 

程において、下地として塗るためのモルタルを練る際、混和材を混ぜ合

わせた。また、給排水工事において、給排水管等の切断・加工作業や、

配管を通すための壁・床のボードの切断・貫通作業を行った。少なくと

も月に１件程度は違う現場に行っていた。（甲Ｄ１の１～３、原告（１）） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 20 

  上記の作業内容に照らせば、被災者（１Ａ）の主要ばく露建材は、⑮

石綿含有スレートボード・フレキシブル板、㉓石綿含有けい酸カルシウ

ム板第１種、㊶石綿セメント円筒、㊸混和材と認められる。 

  このうち㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種については、被告ニチ

アスが製造販売した製品は、主に中高層ビル等の非住宅の現場で使用さ25 

れており、主に木造戸建住宅に多く従事していた被災者（１Ａ）の現場
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に多数回にわたり到達していたとは認められない。 

  また、原告（１）は、⑱石綿含有スレートボード・軟質フレキシブル

板も主要ばく露建材であると主張するが、そのシェアを認めるに足りる

証拠はなく、使用したメーカーや製品名についても特段の証拠はない。 

  そうすると、被災者（１Ａ）については、建材⑮、㉓、㊶、㊸につい5 

て高いシェアを有していた被告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ノザワが

製造販売した製品について建材現場到達事実が認められる。 

イ 被災者（２Ａ）（原告（２）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（２Ａ）（昭和３５年２月６日生）は、責任期間のうち、昭和５10 

５年３月から平成１０年１２月３１日までの約１８年９か月の間、大工

として石綿粉じんばく露作業に従事した（甲Ｄ２の１・２）。 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（２Ａ）は、主に木造住宅の新築工事に従事し、ボードの切断・

加工作業を行った。現場数は、昭和５９年１２月までは月１０～１５件、15 

昭和６０年１月以降は月３、４件程度であった。（甲Ｄ２の１・３） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  原告（２）は、⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿

含有スレートボード・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種のほ

か、軒天井材の切断加工も多く行っていたことから㉒石綿含有押出成形20 

セメント板、㉟石綿含有窯業系サイディングが主要ばく露建材であると

主張する。 

  上記作業内容に照らせば、建材⑮、⑯、㉓が主要ばく露建材であると

認められる。他方で、前記のとおり、建材㉒については建材現場到達事

実が認められず、建材㉟については外装材であり、これを製造販売した25 

企業において警告義務を負わない。 
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  また、建材㉓については、被告ニチアスが製造販売した製品は、主に

中高層ビル等の非住宅の現場で使用されており、主に木造住宅の新築工

事に多く従事していた被災者（２Ａ）の現場に多数回にわたり到達して

いたとは認められない。 

  そうすると、建材⑮、⑯、㉓につき高いシェアを有していた被告Ａ＆5 

ＡＭ及び被告ＭＭＫが製造販売した製品について、建材現場到達事実が

認められる。 

ウ 被災者（３Ａ）（原告（３）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（３Ａ）（昭和８年１月１５日生）は、責任期間のうち、平成元10 

年９月１日から平成２年１２月１日までの約１年３か月の間、ガラスブ

ロック工として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ３の１） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（３Ａ）は、ガラスブロック工事に従事していたところ、ブロ

ック積込みの目地詰め等で使用するモルタルを練り込む際に混和材を15 

混ぜる作業を行った。現場数は約２０件であった。（甲Ｄ３の１・２） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  上記作業内容に照らせば、被災者（３Ａ）の主要ばく露建材は、㊸混

和材と認められる。そうすると、㊸混和材について高いシェアを有して

いた被告ノザワが製造販売した製品について、建材現場到達事実が認め20 

られる。 

エ 原告（４） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  原告（４）（昭和２５年３月２８日生）は、責任期間のうち、昭和５０

年１月１日から昭和６２年５月１２日までの約１２年５か月の間、家具25 

取付け工として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ４の１～３） 
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 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  原告（４）は、主に北海道内の木造住宅の新築工事及び改修工事にお

いて、エアコンやＦＦ式ストーブ（空気を給排気筒から強制給排気する

システムがあるストーブで、壁に穴を開けて給気・排気をする、寒冷地

で用いられるストーブ）の取付けを行い、その際、壁のボードに穴を開5 

けるなどの作業をしていた。改修工事においては、既存の壁のボードを

切断するほか、新品のボードを切断して既存のボードと取り換えること

もあった。労働者の期間は月に５０～６０件程度、個人事業主の期間は

月に６０～７０件程度の現場に従事し、新築工事と改修工事の割合は、

新築工事３割、改修工事７割であった。（甲Ｄ５の１～３、原告（４）本10 

人） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  上記作業内容に照らせば、原告（４）の主要ばく露建材は、⑮石綿含

有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・平板、

㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種と認められる。原告（４）は、建15 

材①～③、⑰、⑱、㊸も主要ばく露建材であると主張するが、建材①～

③については、勤務先の倉庫内における作業中、倉庫の天井や壁から剥

がれ落ちた吹付け材にばく露したということであり、原告（４）の作業

時に新規に使用された建材によるばく露とはいえないから、被告企業ら

は責任を負わない。建材⑰及び⑱については、前記のとおりシェアを認20 

めるに足りる証拠はなく、使用したメーカーや商品名に関する証拠もな

い。建材㊸について、原告（４）は、配管の周囲の隙間を埋めるために

石綿が入った「詰め物」「詰め綿」と呼ばれるもので塞ぐ作業をしたと述

べるが（甲Ｄ４の２・３、原告（４）本人）、「詰め物」「詰め綿」がどの

ようなものであるのか明らかでなく、これに㊸混和材が使用されていた25 

ことを裏付ける証拠は見当たらないから、㊸混和材を主要ばく露建材と
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認めることはできない。 

  ㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種について、原告（４）は、被告

ニチアスの製品を使用していたと主張し、ボードについては、ニチアス

のトンボのマークをしょっちゅう見ていた、奈良県の王寺工場で製造さ

れたことを伝票で見たなどと供述する（甲Ｄ４の２・３、原告（４）本5 

人）。しかし、被告ニチアスが製造販売した製品は、主に中高層ビル等の

非住宅の現場で使用されていたところ、原告（４）が従事した現場は戸

建住宅と共同住宅が全体の９５％を占めていた（甲Ｄ４の２・４頁）。そ

れに加えて、昭和４２年１０月～昭和４３年９月当時、「アスベストラ

ックス」など建材用の㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種は王寺工場10 

では生産されておらず、羽鳥工場及び袋井工場で生産されていたこと、

かかる状況は昭和４８年～昭和５０年頃も大きく変わっていないこと

（甲Ｃ３・１１９頁、１４８頁）からすると、原告（４）が供述する製

品が㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種であったかについては明ら

かではないといわざるを得ず、上記供述は採用できない。 15 

  そのほかについては、使用したメーカーや製品名について特段の証拠

がないことから、北海道内において就労した原告（４）については、建

材⑮、⑯、㉓につき高いシェアを有していた被告Ａ＆ＡＭが製造販売し

た製品について、建材現場到達事実が認められる。 

オ 被災者（５Ａ）（原告（５）） 20 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（５Ａ）（昭和１６年１０月４日生）は、責任期間のうち、昭和

５０年１月１日から平成７年８月までの約２０年７か月の間、現場監督

として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ５の１） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 25 

  被災者（５Ａ）は、勤務先であった株式会社リコーの自社工場の新築、
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改修、解体工事の施工管理に従事した。大規模工事（工場の建設工事等）

を年１件程度（上記期間内合計１６件程度）、自社工場の定期修理を月

１回程度、沼津第３工場の小規模工事を年１回程度担当していた。工場

の建屋に修理の必要が生じたときは、自ら石綿が使用されていたパッキ

ン、波型スレート、断熱材防火材等の交換や除去作業を行っており、波5 

型スレートの加工作業は頻繁に行っていた。（甲Ｄ５の１） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  上記のとおり、被災者（５Ａ）は、勤務先の自社工場の建築工事及び

改修工事のうち大規模工事に年１件程度、合計１６件程度しか従事して

おらず定期修理や小規模工事も現場が限定されていること、自社工場の10 

定期修理において自ら行っていたというパッキン等の交換や除去作業、

波型スレートの加工作業についてもどの程度の頻度で修理の必要が生

じていたのかも明らかでないことも考慮すると、シェアを用いた確率計

算によって建材現場到達事実を推認するには現場数が十分でないとい

うべきである。 15 

  したがって、被災者（５Ａ）について、建材現場到達事実は認められ

ない。 

カ 原告（６） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  原告（６）（昭和２７年１２月１５日生）は、責任期間のうち、昭和５20 

０年１月１日から昭和５１年２月２５日まで、昭和５３年７月１日から

昭和５４年１２月２８日まで、昭和５５年５月６日から昭和６２年９月

４日まで、同月から平成６年９月までの合計約１４年１０か月の間、空

調設備工、ダクト工として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ６

の１） 25 

(イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 
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  原告（６）は、北海道内において、主に鉄筋コンクリート造建物の新

築工事及び改修・解体工事に従事し、鉄骨に吹き付けられた吹付け材を

はがして取付金具を取り付け、ダクトを設置する作業や、ダクト同士の

接合部に貼るパッキンを切断する作業、空調設備や配管を取り付けるた

めに内装材を切断する作業を行った。新築工事の現場数は、昭和５１年5 

２月までが年４件程度、昭和５３年７月から昭和５４年１２月までが年

３件程度、昭和５５年５月から昭和６２年９月までが年８件程度、同月

以降が年１０件程度であった。（甲Ｄ６の１・２、原告（６）本人） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  原告（６）は、吹付け材（建材①～③）、保温材（建材⑦、⑩）、耐火10 

被覆材（建材⑪、⑫）、内装材（建材⑮～⑲、㉓、㉔）が主要ばく露建材

であると主張する。 

  しかし、建材①、③、⑰～⑲、㉔については、前記のとおり、シェア

を用いた建材現場到達事実の推認ができない。 

  ②石綿含有吹付けロックウールについて、原告（６）の昭和５０年当15 

時の新築工事の現場数は年４件程度であることからすると、被告太平洋

セメントのシェアが認定できる同年１月から同年末までの現場数は４

件であるから、シェアによって被告太平洋セメントの②石綿含有吹付け

ロックウールにつき建材現場到達事実を推認することは困難である。 

  保温材については、原告（６）は、保温工事は別の業者が行うもので20 

あり、変更があった場合に剥がしてダクトを取り替えた上で元に戻す作

業を行うことがあった旨供述しており（原告（６）本人）、このような作

業を行うことが頻繁にあったとは考え難いから、主要ばく露建材とは認

められない。また、解体作業においてダクトに巻かれた保温材を剥がす

作業を行ったと述べるものの（甲Ｄ６の２）、前記のとおり、既設の建材25 

の解体作業については、被告企業らは警告義務を負わない。 
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  また、耐火被覆材については、原告（６）は、断熱ボードを切断する

ことは住宅が多かった旨供述しているところ（甲Ｄ６の２、原告（６）

本人）、その主張によれば、従事した現場はほとんどが店舗・事務所、劇

場百貨店等であり、住宅の現場に相当回数従事したことはうかがわれな

いから、主要ばく露建材とは認められない。 5 

  ㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種について、被告ニチアスの製品

は、主に中高層ビル等の非住宅の現場で使用されていたところ、原告（６）

はそのような現場に相当回数従事したことが認められるから（甲Ｄ６の

２、原告（６）本人）、被告ニチアスの製品が到達していたことが推認さ

れる。 10 

  以上によれば、北海道内において就労した原告（６）については、建

材⑮、⑯、㉓につき高いシェアを有していた被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチ

アスが製造販売した製品について、建材現場到達事実が認められる。 

キ 原告（７） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 15 

  原告（７）（昭和２６年１１月２０日生）は、責任期間のうち、昭和５

０年４月１日から昭和５９年１２月まで、昭和６０年３月から昭和６１

年１０月まで、平成元年１月から平成１１年８月まで、平成１２年９月

から平成１５年１１月まで、平成１８年５月から同年８月３１日までの

約２４年１０か月の間、大工として石綿粉じんばく露作業に従事した。20 

（甲Ｄ７の１） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  原告（７）は、主に木造建物の新築工事に従事し、電動丸のこを用い

て建材を切断する作業を行った。上記期間中に従事した現場数は９０件

程度であり、木造建物の新築工事は全体の７割～８割を占めていた。ま25 

た、戸建住宅の割合は全体の約６０％であった。（甲Ｄ７の１～３、原告
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（７）本人） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  原告（７）は、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種、㉔石綿含有ロ

ックウール吸音天井板、㉟石綿含有窯業系サイディングが主要ばく露建

材であり、被告ニチアス及び被告大建工業が製造販売した製品を使用し5 

ていたと主張する。 

  しかし、原告（７）は、本人尋問において、被告ニチアスの㉔石綿含

有ロックウール吸音天井板及び被告大建工業の㉕石綿含有石膏ボード

を使用した旨供述しているところ、被告ニチアス及び被告大建工業が当

該建材を製造販売していたことを認めるに足りる証拠はない。原告（７）10 

は、いずれの建材についても説明書が付いていないことが多く、製造元

については材木屋の従業員から聞いてそのとおり信じていたと供述す

るのみであって、そのほかに使用した建材の製造元についても客観的な

裏付けはない。原告（７）は、どの現場でも被告ニチアス及び被告大建

工業の製品が全体として半分ずつの割合で使用されていたとも述べる15 

が、前記⑶で認定した被告企業らのシェアに照らすと偏りが大きく、ま

た、数年ごとに勤務先を変更していたにもかかわらず、どの現場でも毎

回その２社の製品ばかりが使用されていたというのも不自然である。以

上によれば、使用した建材のメーカーに関する原告（７）の供述は採用

できない。 20 

  また、前記のとおり、㉔石綿含有ロックウール吸音天井板については

シェアを用いて建材現場到達事実の推認をすることはできず、㉟石綿含

有窯業系サイディングは外装材であるから被告企業らは警告義務を負

わない。 

  そうすると、原告（７）の主要ばく露建材は、前記の作業内容に照ら25 

せば、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種と認められるが、前記のと
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おり、被告大建工業について１０％以上のシェアを認めることはできな

いから、建材現場到達事実は認められない。他方で、被告ニチアスにつ

いては、前記のとおり、被告ニチアスの製品は中高層建物において使用

されており、原告（７）が従事した現場約９０件のうち、新築工事の割

合は全体の約７０～８０％、戸建住宅以外の割合は全体の約４０％であ5 

るから、被告ニチアスの製品が到達した可能性のある現場数は約２５～

２９件であり、シェアを用いた確率計算によって建材現場到達事実を推

認することができる。 

  したがって、建材㉓につき高いシェアを有していた被告ニチアスが製

造販売した製品について、建材現場到達事実が認められる。 10 

ク 被災者（８Ａ）（原告（８）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（８Ａ）（昭和４５年１０月５日生）は、責任期間のうち、昭和

６２年８月から昭和６３年２月までの約５か月の間、足場鳶として石綿

粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ８の１） 15 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（８Ａ）は、鳶として足場の組み立て・解体作業を行ったほか、

鳶の仕事がないときには解体工事において、破壊された建築資材が現場

敷地外に飛び出ないよう、防護ネットを持つ作業を行った。（甲Ｄ８の

１） 20 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  原告（８）は、吹付け材（建材①～③）、保温材（建材⑥～⑩）、㉔石

綿含有ロックウール吸音天井板が主要ばく露建材であると主張する。し

かし、労災の実地調査復命書や被災者（８Ａ）の聴取書等（甲Ｄ８の１）

には、警告義務の対象とならない解体作業を除き、足場鳶として具体的25 

にどのように石綿粉じんにばく露したかについて言及がなく、従事した
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現場の種類や件数等について認めるに足りる証拠はない。さらに、石綿

粉じんにばく露した作業期間が約５か月と短期間であることも踏まえ

ると、シェアによる建材現場到達事実の推認をすることはできない。 

ケ 被災者（９Ａ）（原告（９）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 5 

  被災者（９Ａ）（昭和５０年１１月８日生）は、責任期間のうち、平成

６年２月２１日から平成１８年８月３１日までの約１２年６か月の間、

電工として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ９の１・２） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（９Ａ）は、主に北海道内において、給排水衛生機器の取付け10 

及び配管工事等を行う株式会社オーツカの作業員として、主にエアコン

の設置作業に従事し、取り付けられている内壁（ボード）や天井材に電

動ドリルで穴を開ける作業を行った。また、天井裏に入って作業を行う

際に、鉄骨に吹き付けられている吹付け材の粉じんを浴びたり、工場で

の設備の取付けの際にむき出しになっている吹付け材を触ったりする15 

ことがあった。 

  天井材や壁材を扱う現場は月に１０件程度であり、新築の現場は３割

程度であった。また、木造建物は全体の４割程度、鉄骨・鉄筋コンクリ

ート造建物は全体の６割程度であった。建物の種類は、戸建住宅が３割

程度、店舗・事務所が７割程度で、そのほかにも共同住宅、学校・幼稚20 

園、劇場・百貨店等があった。（甲Ｄ９の１・２） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  上記作業内容に照らせば、被災者（９Ａ）の主要ばく露建材は内装材

（建材⑮、⑯、㉓）であると認められる。原告（９）は、吹付け材（建

材②、③）、内装材（建材⑰～⑲、㉔）も主要ばく露建材と主張するが、25 

吹付け材については、前記のとおり、既設の建材による石綿粉じんばく
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露については被告企業らは警告義務を負わないし、被災者（９Ａ）の作

業期間とシェアを用いて建材現場到達事実の推認をすることができる

期間が重複しないから、建材現場到達事実は認められない。内装材（建

材⑰～⑲）については、シェア及び責任企業に関する主張立証がなく、

建材㉔についてはシェアを用いた建材現場到達事実の推認ができない。 5 

  ㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種については、前記のとおり、被

告ニチアスの製品が製造販売されていたのは平成４年までであるから、

被災者（９Ａ）の作業期間と重複せず、建材現場到達事実は認められな

い。 

  被災者（９Ａ）は、主に北海道内において就労しており（甲Ｄ９の１・10 

２）、北海道外の現場において就労したことは数回しかなかったから（原

告（９）本人）、被告ＭＭＫの建材⑮、⑯、㉓については建材現場到達事

実が認められない。 

  以上によれば、建材⑮、⑯、㉓について高いシェアを有していた被告

Ａ＆ＡＭが製造販売した製品について建材現場到達事実が認められる。 15 

コ 被災者（１０Ａ）（原告（１０）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（１０Ａ）（昭和２０年２月１８日生）は、責任期間のうち、昭

和５５年２月から昭和５７年１２月まで、昭和５９年１０月から昭和６

１年１２月まで、平成２年４月から平成４年４月まで、平成８年１０月20 

から平成９年１２月まで、平成１２年４月から平成１５年５月まで、平

成１６年９月から平成１７年４月１日までの合計約１１年７か月の間、

三井造船株式会社及び三井造船プラントエンジニアリング株式会社に

雇用され、現場監督として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ１

０の１） 25 

(イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 
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  被災者（１０Ａ）は、プラントの電気工事等において現場監督として

従事していたところ、プラントでは発電機の排気管等に石綿の防熱材を

取り付ける作業等が行われていた。従事した現場数は、昭和５５年２月

から昭和５７年１２月までで２件、昭和５９年１０月から昭和６１年１

２月までで１件、平成２年４月から平成４年４月までで１件、平成８年5 

１０月から平成９年１２月までで１件、平成１２年４月から平成１５年

５月までで１件、平成１６年９月から平成１７年４月１日までで１件、

合計７件であった。（甲Ｄ１０の１・１７頁～２０頁、２７頁） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  被災者（１０Ａ）は、三井造船株式会社及び三井造船プラントエンジ10 

ニアリング株式会社に雇用され、現場１件当たり数箇月から３年弱の間

従事し、現場数は合計７件であった。被災者（１０Ａ）が使用した建材

については特段の証拠がないところ、シェアを用いて建材現場到達事実

を推認するには現場数が十分でないというべきである。したがって、被

災者（１０Ａ）について、建材現場到達事実は認められない。 15 

サ 被災者（１１Ａ）（原告（１１－１）、原告（１１－２）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（１１Ａ）（昭和３０年６月２４日生）は、責任期間のうち、昭

和５３年６月から昭和６１年６月までの約８年の間、現場監督等として

石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ１１の１・１０頁） 20 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（１１Ａ）は、昭和５３年６月から昭和５９年１２月までは金

物販売とそれに伴う取付工事を行う会社で、現場監督兼作業員として取

付工事に従事した。金物の取付けの際は鉄骨に吹き付けられた石綿を削

る工程があった。昭和５９年１２月からは公団住宅のメンテナンスを行25 

う会社で、給排水管工事の現場監督として、新しい給水管を通す際に建
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物の壁や梁に穴を開けたり、水道管を切断加工したりする作業に従事し

た。（甲Ｄ１１の１・３７頁～３８頁） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  原告（１１－１）及び原告（１１－２）（以下「原告（１１）ら」とい

う。）は、主要ばく露建材は②石綿含有吹付けロックウール、③湿式石綿5 

含有吹付け材、⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含

有スレートボード・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種、㉟石

綿含有窯業系サイディング、㊶石綿セメント円筒であると主張する。 

  しかし、金物の販売に伴う取付工事は既存の建物に対して行うものと

考えられるところ、吹付け材は当該取付工事の際に使用されたものでは10 

なく、建物の新築の際に使用された既存のものと考えられる。また、原

告（１１ら）は、金物の取付けの際にボード類の切断・加工が行われた

と主張するが、前記と同様、既存の建材を切断・加工したものと考えら

れ、新規のボード類が使用されたことはうかがわれない。したがって、

吹付け材（建材②、③）及びボード類（建材⑮、⑯、㉓）については、15 

被告企業らは警告義務を負わない。 

  給排水管工事については、被災者の勤務先は公団住宅のメンテナンス

を行う会社であったから、従事していた工事は主に既存の公団住宅の改

修作業と考えられ、建物に使われていた可能性がある既存の建材（ボー

ド類（建材⑮、⑯、㉓）、外装材（建材㉟）については、被告企業らは警20 

告義務を負わない。 

  被災者（１１Ａ）の聴取書によれば、給排水管工事において新しい給

水管を通す作業を行っており、石綿が使用されたダクタイル管を切って

ジョイントする作業を行っていたということであるが（甲１１の１・３

８頁）、㊶石綿セメント円筒につき高いシェアを有していた被告Ａ＆Ａ25 

Ｍは、ダクタイル管を製造していないと主張しており、被告Ａ＆ＡＭが
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ダクタイル管を製造販売していたことを認めるに足りる証拠はないか

ら、被告Ａ＆ＡＭの製造販売した㊶石綿セメント円筒について建材現場

到達事実を認めることはできない。 

シ 被災者（１２Ａ）（原告（１２－１）、原告（１２－２）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 5 

  被災者（１２Ａ）（昭和２８年２月２０日生）は、責任期間のうち、昭

和５１年から昭和５４年までの少なくとも２年２か月の間、大工として

石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ１２の１） 

  原告（１２－１）及び原告（１２－２）は、昭和５１年以前もさこう

建設において吹付けの後続作業やボードの切断作業からの間接ばく露10 

があったと主張する。しかし、被災者（１２Ａ）の聴取書によれば、さ

こう建設において型枠大工として働いていたときには、石綿を使った材

料は使われていないので石綿を吸うようなことはなかった旨述べてい

る（甲Ｄ１２の１・６９頁）。その後の堀工務店における作業については

天井の吹付け作業をしているそばで作業をしていたことや、建材を切っ15 

たときに粉じんが舞っていたことについて述べていることに照らせば、

さこう建設において吹付けの後続作業やボードの切断作業からの間接

ばく露があったとは認められない。 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（１２Ａ）は、北海道内において、主に木造戸建住宅の新築工20 

事において、大工として、スレートボードや天井材を切断加工する作業

に従事した。大工・内装工の現場数の平均値（月０．８件、弁論の全趣

旨）から推計される、ばく露作業期間（少なくとも２年２月）中の現場

数は２０件余りであり、この推計を左右する証拠はない。（甲Ｄ１２の

１） 25 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 
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  上記作業内容に照らせば、被災者（１２Ａ）の主要ばく露建材は、内

装材（建材⑮、⑯、㉓）と認められる。原告（１２－１）及び原告（１

２－２）は、吹付け材（建材①～③）、内装材（建材㉔）も主要ばく露建

材であると主張するが、吹付け材を直接取り扱ったことが認められない

のは上記(ア)のとおりであって本件立証方法により建材現場到達事実5 

を推認することはできない。また、建材㉔については、前記のとおりシ

ェアを用いて建材現場到達事実を推認することはできない。 

  建材㉓について、被告ニチアスが製造販売した製品は、主に中高層ビ

ル等の非住宅の現場で使用されており、主に木造住宅の新築工事に多く

従事していた被災者（１２Ａ）の現場に多数回にわたり到達していたと10 

は認められない。 

  そうすると、北海道内において就労した被災者（１２Ａ）については、

建材⑮、⑯、㉓につき高いシェアを有していた被告Ａ＆ＡＭが製造販売

した製品について、建材現場到達事実が認められる。 

ス 原告（１３） 15 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  原告（１３）（昭和２６年１月１３日生）は、責任期間のうち、昭和５

０年１月１日から昭和５２年９月２９日まで、昭和５３年１月２６日か

ら平成１８年８月３１日までの合計約３１年３か月の間、配管工として

石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ１３の１） 20 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  原告（１３）は、昭和５２年９月までは既存の建物に冷蔵庫を設置す

る工事に従事していた。昭和５３年１月から昭和５４年８月までは、主

に改修工事において、大型冷蔵庫の設置やメンテナンスのほか、空調設

備の設置作業に従事した。月５～６件程度、空調設備の設置に際し配管25 

を一部交換し、交換場所に保温材を巻く作業を行った。 



133 
 

  同月以降は主に鉄骨造建物の新築工事において、月５件程度、給排水

設備工事及び空調設備工事に従事し、以前と同様の作業を行った。配管

の設置の際には、耐火被覆管を高速カッターや電動ベビーサンダーで切

断する作業を行った。 

  バブル崩壊後は、新築工事が減少し、改修工事及び木造建物の工事の5 

割合が増加していった。給排水管工事が減少し、空調設備工事が増加し

た。（甲Ａ５６９の１・２、甲Ｄ１３の２・３、原告（１３）本人） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  上記の作業内容に照らせば、原告（１３）の主要ばく露建材は、⑦石

綿含有けい酸カルシウム保温材、⑩石綿保温材、㊶石綿セメント円筒と10 

認められる。 

  原告（１３）は、吹付け材（建材①～③）も主要ばく露建材であると

主張するが、前記のとおり吹付け材についてシェアが認定できる期間は

昭和５０年１月から昭和５０年末までであるところ、原告（１３）が同

期間に従事したのは改修工事であり（原告（１３）本人）、吹付け材にば15 

く露したとしても新築工事の際に使用された建材であると考えられる

から、被告企業らは警告義務を負わない。 

  したがって、上記建材のうち、建材⑦、⑩、㊶について高いシェアを

有していた被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチアスが製造販売した製品につい

て、建材現場到達事実が認められる。 20 

セ 被災者（１４Ａ）（原告（１４）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（１４Ａ）（昭和２９年１月１７日生）は、責任期間のうち、昭

和５０年１月１日から平成１５年９月までの約２８年８か月の間、左官

工として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ１４の１） 25 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 
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  被災者（１４Ａ）は、年３０件程度、主に鉄骨・鉄筋造建物の新築工

事に従事し、左官工として、モルタルを練る際に混和材を混ぜ合わせる

作業を行った。（甲Ｄ１４の１・２・４、甲Ａ５８４の１・４・５、証人

（１４Ａｂ）） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 5 

  上記の作業内容に照らせば、被災者（１４Ａ）の主要ばく露建材は、

㊸混和材と認められる。そして、これについては被告ノザワが高いシェ

アを有していた上、有限会社竹田工業において被災者（１４Ａ）の同僚

であった（１４Ａｂ）の証言によれば、行く先々の現場において被告ノ

ザワの「テーリング」を見ていたということであるから、被告ノザワの10 

「テーリング」が被災者（１４Ａ）の現場に相当回数にわたり到達して

いたと認められる。 

  したがって、被告ノザワの製造販売した製品について、建材現場到達

事実が認められる。 

ソ 被災者（１５Ａ）（原告（１５）（１５）） 15 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（１５Ａ）（昭和２０年５月１日生）は、責任期間のうち、昭和

５０年１月１日から昭和５３年１２月までの約３年１１か月の間、劇団

員（俳優兼裏方）として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ１５の

１） 20 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（１５Ａ）は、学校の体育館や公民館における演劇の上演準備

のために、天井裏に上がり、鉄骨に照明を吊り下げるワイヤーを巻き付

けたり、天井のボードに穴を開けたりして天井に照明を取り付ける作業

を行った。（甲Ｄ１５の１・２） 25 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 
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  原告（１５）は、吹付け材（建材①～⑤）が主要ばく露建材であると

主張する。しかし、被災者（１５Ａ）が上記の作業に従事した際に学校

の体育館や公民館の鉄骨に吹き付けられていた吹付け材により石綿粉

じんにばく露したとしても、当該吹付け材は既存の建物に使用されたも

のであり、被災者（１５Ａ）の作業の際に新規に使用されたものではな5 

いから、改修作業従事者に対する関係と同様、被告企業らは被災者（１

５Ａ）との関係で警告義務を負わない。 

タ 被災者（１６Ａ）（原告（１６－１）、原告（１６－２）、原告（１６－３）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（１６Ａ）（昭和２５年４月１０日生）は、責任期間のうち、昭10 

和５４年４月２日から昭和５８年３月２１日までの約３年１１か月の

間、配管工として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ１６の１） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（１６Ａ）は、北海道大学構内の各学部の建物のボイラーの点

検、配管の修理等の業務に従事し、ボイラー本体設備の修理のほか、配15 

管等の設備関係の点検、修理を行った。（甲Ｄ１６の１） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  原告（１６－１）、原告（１６－２）及び原告（１６－３）は、被災者

（１６Ａ）はボイラー設備の修理や配管等の点検・修理作業に従事した

際、鉄筋に吹き付けられていた吹付け材や、配水管に使用されていた保20 

温材を剝がしながら作業をしていたために石綿粉じんにばく露したと

して、吹付け材（建材①～③）、保温材（建材⑦、⑩）、石綿セメント円

筒（建材㊶）が主要ばく露建材であると主張する。しかし、そのばく露

態様からすると、ばく露の原因となった建材はいずれも被災者（１６Ａ）

の作業の際に新規に使用されたものではなく、既存の建材であると考え25 

られるから、これについて被告企業らは警告義務を負わない。 
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チ 被災者（１７Ａ）（原告（１７－１）、原告（１７－２）、原告（１７－３）、

原告（１７－４）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（１７Ａ）（昭和２４年２月２６日生）は、責任期間のうち、昭

和５５年４月から昭和６２年５月まで、同年７月１日から平成５年１１5 

月３０日までの約１３年５か月の間、塗装工として石綿粉じんばく露作

業に従事した。（甲Ｄ１７の１） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（１７Ａ）は、塗装工として、塗料を塗る前に下地の段差をな

くすためにモルタルやパテに紙やすりや電動サンダーをかける作業や、10 

鉄骨にさび止めを付加するために吹付け材を剥がす作業を行った。改修

作業においては、モルタル壁の補修のために新たに塗るモルタルに混和

材を混ぜたり、ボードの壁の補修のためにボードを切断したりする作業

もあった。従事した工事の内訳は、新築工事が２～３割、改修工事が７

～８割であり、年間１００～２００件程度の現場に従事していた。建物15 

の種類の内訳は、木造が５割、鉄骨造又は鉄筋コンクリート造が５割で

あり、戸建住宅が１０％、共同住宅が２５％、学校・幼稚園等が１０％、

店舗・事務所等が１０％、劇場・百貨店等が５％、工場が２０％、倉庫

が２０％であった。（甲Ａ５９８の１～３、甲Ｄ１７の１～６、証人（１

７Ａｂ）） 20 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  上記の作業内容に照らせば、被災者（１７Ａ）の主要ばく露建材は、

⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボー

ド・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種、㊸混和材と認められ

る。原告（１７－１）、原告（１７－２）、原告（１７－３）及び原告（１25 

７－４）は、吹付け材（建材①～③）も主要ばく露建材であると主張す
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るが、建材①、③についてはシェアを用いて建材現場到達事実を推認す

ることはできず、建材②についても被告太平洋セメントのシェアが認定

できる期間は昭和５０年末までであるところ、被災者（１７Ａ）が石綿

粉じんばく露作業に従事したのは昭和５５年４月以降であるから、シェ

アを用いて建材現場到達事実を推認することができない。 5 

  建材㊸については、被災者（１７Ａ）の同僚であった（１７Ａｂ）が

被告ノザワのテーリングを使用していた旨述べており、前記のとおり、

被告ノザワのテーリングのシェアが高かったと認められることからす

れば、被告ノザワのテーリングについて建材現場到達事実が認められる。

また、建材㉓については、前記のとおり、被告ニチアスの製品は主に中10 

高層ビル等の非住宅の現場において使用されていたところ、被災者（１

７Ａ）はこれらの建物の工事にも相当程度従事していたことからすれば、

被告ニチアスの製品について建材現場到達事実が認められる。 

  そうすると、建材⑮、⑯、㉓、㊸について高いシェアを有していた被

告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ、被告ニチアス及び被告ノザワが製造販売した15 

製品について、建材現場到達事実が認められる。 

ツ 被災者（１８Ａ）（原告（１８）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（１８Ａ）（昭和２３年２月９日生）は、責任期間のうち、昭和

６０年１月から平成１８年８月３１日までの約２１年７か月の間、大工20 

として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ１８の１） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（１８Ａ）は、２０件を超える多数の現場において、木造建物

及び鉄骨造・鉄筋コンクリート造建物の新築・改修工事に従事し、ボー

ドの加工作業を行った。（甲Ｄ１８の１～４、原告（１８）本人） 25 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 
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  上記の作業内容に照らせば、被災者（１８Ａ）の主要ばく露建材は、

⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボー

ド・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種と認められる。このう

ち建材㉓について、前記のとおり、被告ニチアスの製品は中高層ビル等

の非住宅の現場で使用されていたところ、被災者（１８Ａ）の労災記録5 

の聴取書や本人の手帳、石綿ばく露歴質問票別紙（甲Ｄ１８の１・６頁

～２１頁）によれば、被災者（１８Ａ）は住宅メーカーである大和ハウ

スから受注した工事に従事したほか、主に個人宅やアパートなどの住宅

の新築・改築工事に従事していたことがうかがわれるが、中高層ビル等

の非住宅の現場に相当回数にわたり従事していたことをうかがわせる10 

記載はない。そうすると、被告ニチアスの製品が被災者（１８Ａ）の現

場に多数回にわたり到達していたとは認められない。 

  以上によれば、建材⑮、⑯、㉓について高いシェアを有していた被告

Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫが製造販売した製品について建材現場到達事

実が認められる。 15 

テ 被災者（１９Ａ）（原告（１９）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（１９Ａ）（昭和１８年１１月２５日生）は、責任期間のうち、

昭和５０年１月１日から平成１３年３月までの約２６年２か月の間、鉄

筋工として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ１９の１） 20 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（１９Ａ）は、主に鉄骨造及び鉄筋コンクリート造建物の新築

工事において、鉄筋の加工及び取付作業に従事した。従事した建物の種

類は、共同住宅及びオフィスビルが半分以上を占め、そのほかは戸建住

宅、学校、工場及び倉庫等が少しずつあった。また、解体工事や増改築25 

工事に従事することもあった。（甲Ｄ１９の１・２、証人（１９Ａｂ）） 
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 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  原告（１９）は、被災者（１９Ａ）の主要ばく露建材は、吹付け材（建

材①～③）、内装材（建材⑮、⑯、㉓、㉔）、㊸混和材であると主張する。 

  まず、吹付け材（建材①～③）について、原告（１９）は、解体作業

時にばく露したほか、被災者（１９Ａ）が上の階で鉄筋工事を行ってい5 

る際に、下の階で吹付工が天井等の吹付作業を行っており、吹付け材に

ばく露したと主張する。しかし、被災者（１９Ａ）が鉄筋工事を行って

いたタイミングでは、作業をしている階の壁や天井はできておらず、吹

きさらしの状態であったということであるから（証人（１９Ａｂ））、屋

外における作業であったといえる。そして、解体作業及び屋外作業につ10 

いて被告企業らの警告義務が認められないのは前記のとおりである。 

  また、原告（１９）は、鉄骨造及び鉄筋コンクリート造の建物におい

ては、コンクリートスラブの表面に石綿吹付け材が吹き付けられること

があり、レッカーを使って吊り上げられた鉄筋がスラブの上に下ろされ

る際に、巻き上がった吹付け材にばく露したとも主張する。しかし、（１15 

９Ａｂ）は、鉄筋が下ろされるときに「砂ぼこり」「煙」が出ていたと証

言するのみであり、それが吹付け材であったかは明らかでなく、コンク

リートスラブの表面に石綿吹付け材が吹き付けられていたことを認め

るに足りる証拠はない。 

  さらに、原告（１９）は、壁や天井が既に作られて周囲が囲まれた場20 

所を日常的に通過するなどしていたほか、階段に鉄筋を組む作業をして

いたところ、その際に同じ階で吹付け作業が行われていたとも主張する。

しかし、（１９Ａｂ）は、階段の取付けについては被災者（１９Ａ）が一

人で行っていたため自らは見ていない旨証言している。加えて、階段の

鉄筋を組むのは下の階が大体できた後であり、そのときには天井もあっ25 

たと証言しているが、これは原告ら代理人の誘導に対し「そうです」「は
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い」と述べたにとどまるし、その工程が工事のどの段階でなされたのか、

そのとき壁や天井がどの程度できていたのかなど具体的な状況につい

ては述べておらず、階段の鉄筋を組むのと同時並行で吹付け作業が行わ

れていたということも明確には証言されていない。また、壁や天井が作

られている空間で吹付け作業が行われていた中を通過するなどしてい5 

たとの主張を前提としても、単に移動のために吹付け作業を行っている

現場付近を通過したのみであれば、吹付け作業と同時並行で自らの作業

を行ったり、吹き付けられた吹付け材を剥がすなどの作業を行ったりし

た場合に比して、吹付け材にばく露した時間や程度は限定的であると考

えられる。 10 

  以上によれば、吹付け材（建材①～③）について主要ばく露建材とは

認められない。 

  そのほかの建材については、原告（１９）の主張するところによれば、

いずれも解体作業時にばく露したものであるから、被告企業らは警告義

務を負わない。 15 

  したがって、いずれの建材についても、被告企業らは責任を負わない。 

ト 被災者（２０Ａ）（原告（２０）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（２０Ａ）（昭和２３年３月２１日生）は、責任期間のうち、昭

和５０年１月１日から平成１４年７月までの約２７年６か月の間、塗装20 

工として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ２０の１） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（２０Ａ）は、主に学校や高速道路の建設現場において、塗装

工事に従事し、塗料に混和材を混ぜて使用していた。また、作業時に、

鉄骨や天井に吹き付けられた吹付け材を手で払ったり、除去したりした。25 

学校の現場は屋内作業、高速道路の現場は屋外作業であった。（甲Ｄ２
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０の１） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  原告（２０）は、被災者（２０Ａ）の主要ばく露建材は、吹付け材（建

材①～③）、内装材（⑮、⑯、㉓）、㊸混和材と主張し、経験現場数は月

２件程度と主張する。 5 

  経験現場数については、あるビルの実施工程表によると、約８か月間

の工事において、塗装工事が行われるのは計８日間であり、建物の規模

等により多少変動があるとしても平均して月２件程度の現場を経験す

ると考えられること、本件と同種の訴訟における塗装工の生存原告の供

述によると、経験現場数が平均月２件程度であると推定されることから、10 

弁論の全趣旨により、塗装工の平均経験現場数は月２件程度と認められ、

塗装工である被災者（２０Ａ）の経験現場数も月２件程度と推認される。

そうすると、前記就労期間全体において経験する現場数は合計６６０件

程度、内装材（建材⑮、⑯、㉓）及び㊸混和材についてシェアが認定で

きる企業のうち製造販売終了時期が最も早いもの（被告ニチアスが建材15 

㉓の製造販売を終了した平成４年）までの期間における現場数は合計４

３２件程度であり、相当多数の現場に従事しているから、そのうち少な

くとも２０件以上は新築工事における屋内作業を経験したものとみる

のが相当である。 

  主要ばく露建材については、前記作業内容（塗装工として清掃や下地20 

調整の際にボード類から生じるアスベスト粉じんにもばく露したと認

められる。甲Ａ５９８の１～３）によれば、内装材（建材⑮、⑯、㉓）、

㊸混和材と認められる。吹付け材（建材①～③）について、建材①、③

についてはシェアを用いて建材現場到達事実を推認することはできず、

建材②について被告太平洋セメントのシェアが認定できる期間は昭和25 

５０年末までであるところ、被災者（２０Ａ）が同期間中に経験した現
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場は合計２４件程度であり、そのうち２０件以上が鉄骨造・鉄筋コンク

リート造建物の新築工事であったと認めるに足りる証拠はないから、シ

ェアを用いて被告太平洋セメントの製品の建材現場到達事実を推認す

ることはできない。 

  建材㉓については、前記のとおり、被告ニチアスの製品は主に中高層5 

ビル等の非住宅の現場において使用されていたところ、被災者（２０Ａ）

は学校の工事に従事していたから、被告ニチアスの製品が到達していた

ことが推認される。 

  以上によれば、建材⑮、⑯、㉓、㊸につき高いシェアを有していた被

告Ａ＆ＡＭ、被告ＭＭＫ、被告ニチアス及び被告ノザワが製造販売した10 

製品について、建材現場到達事実が認められる。 

ナ 原告（２１） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  原告（２１）（昭和２５年１月１４日生）は、責任期間のうち、昭和５

５年５月から同年６月まで、昭和６３年６月から平成元年５月まで、平15 

成３年２月から同年５月まで、同年１１月から平成１８年８月３１日ま

での期間は大工・内装工として、昭和６３年６月から平成元年５月まで、

同年６月から平成３年１月まで、同年２月から同年５月まで、同年１１

月から平成１５年までの期間は吹付工として、合計約１５年９か月の間、

石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ２１の１～３） 20 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  原告（２１）は、昭和５５年５月から同年６月までの間に牛舎の解体

作業１件に従事した。昭和６３年６月以降は、工場での吹付け作業やボ

ードの加工作業のほか、新築ビルの建設現場において、鉄骨や天井にロ

ックウール吹付け材を吹き付ける作業や、内壁や天井のボードを電動丸25 

のこで切断し、電動ドリルでビス止めする作業を行った。鉄骨や天井に
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ロックウール吹付け材を吹き付ける作業は、改修工事の現場でも行った。

平成３年１１月以降は、主に牛舎の改修作業に従事し、古い吹付け材や

ボードを剥がす作業を行ったほか、新たに設置するボードを電動丸のこ

で切断したり、電動ドリルでビス止めしたりする作業を行った。（甲Ｄ

２１の１・２） 5 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  上記の作業内容に照らせば、原告（２１）の主要ばく露建材は、内装

材（建材⑮、⑯、㉓）と認められる。原告（２１）は、吹付け材（建材

①～③）も主要ばく露建材であると主張するが、吹付け材を扱った期間

は昭和６３年６月以降であるから、前記のとおり、シェアを用いて建材10 

現場到達事実を推認することはできない。また、建材㉓については、被

告ニチアスが製造販売した製品は、主に中高層ビル等の非住宅の現場で

使用されていたところ、原告（２１）はビル等の現場に２０件を大きく

超える件数従事したと認められるから、被告ニチアスの製品について建

材現場到達事実が認められる。 15 

  被告ＭＭＫは、原告（２１）については北海道における就労が全体の

うち相当期間にわたっているから、北海道のシェアを用いるべきである

と主張する。原告（２１）は、主に北海道内において就労していたが、

一部本州においても就労しているところ、責任期間中に本州において内

装材（建材⑮、⑯、㉓）を取り扱った現場数は、昭和６３年６月から平20 

成元年５月までが２４～３６件、平成３年２月から同年５月までが６～

９件、平成１５年から平成１８年８月３１日までが少なくとも３～４件

（平成１５年から平成２１年までの間に、冬季に本州に３回程度行って

おり、本州に行く年には３～４か月行ったきりで、ワンシーズンに３～

４件の現場に行っていたことから（甲Ｄ２１の２）、平成１８年８月ま25 

での間に少なくとも１回は本州に行く年があったとすると、３～４件の
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現場数が認められる。）であるから、本州において２０件を超える現場

数が認められ、北海道ではなく全国のシェアによるべきである。 

  以上によれば、建材⑮、⑯、㉓につき高いシェアを有していた被告Ａ

＆ＡＭ、被告ニチアス及び被告ＭＭＫが製造販売した製品について、建

材現場到達事実が認められる。 5 

ニ 被災者（２２Ａ）（原告（２２－１）、原告（２２－２）、原告（２２－３）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（２２Ａ）（昭和１７年８月１４日生）は、責任期間のうち、昭

和５０年１月１日から昭和５８年まで、平成２年７月２０日から平成１

０年までの約１５年７か月の間、左官工として石綿粉じんばく露作業に10 

従事した。（甲Ｄ２２の１） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（２２Ａ）は、新築工事及び改修工事において、壁に塗るモル

タルを練る際に、混和材を混ぜ合わせる作業を行った。（甲Ｄ２２の１） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 15 

  上記の作業内容に照らせば、被災者（２２Ａ）の主要ばく露建材は、

㊸混和材と認められる。そして、これについては被告ノザワが高いシェ

アを有していた上、被災者（２２Ａ）が建材を卸していた業者に壁材の

商品名を確認したところ「テーリング」であったことから（甲Ｄ２２の

１・３０頁）、被告ノザワの製品について建材現場到達事実が認められ20 

る。 

ヌ 被災者（２３Ａ）（原告（２３）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（２３Ａ）（昭和９年３月３０日生）は、責任期間のうち、昭和

５７年６月から平成８年１２月までの約１４年５か月の間、大工として25 

石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ２３の１） 
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 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（２３Ａ）は、北海道内において、主に木造建物の工事に従事

し、ロール状の石綿シートの切断、取付け等を行っていたほか、ボード

の切断加工も行っていた。（甲Ｄ２３の１・２、原告（２３）本人） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 5 

  上記の作業内容に照らせば、被災者（２３Ａ）の主要ばく露建材は、

内装材（建材⑮、⑯、㉓）と認められる。原告（２３）は、吹付け材（①

～③）、㉒石綿含有押出成形セメント板及び㉟石綿含有窯業系サイディ

ングも主要ばく露建材であると主張するが、原告（２３）の供述によれ

ば、被災者（２３Ａ）が従事した建物は木造が多かったところ、労災記10 

録（甲Ｄ２３の１）を見ても、吹付け材が使用される鉄骨造又は鉄筋コ

ンクリート造の建物の現場の件数や割合は記載がなく、吹付け材を扱う

作業については昭和２８年頃のことについてしか触れられていないか

ら、責任期間において相当回数にわたり吹付け材を取り扱う作業に従事

したとは認められない。また、建材㉒については、前記のとおりシェア15 

を用いて建材現場到達事実を推認することはできない。建材㉟は外装材

であるから、被告企業らは警告義務を負わない。 

  建材㉓については、前記のとおり、被告ニチアスの製品は中高層ビル

等の非住宅の現場において使用されていたところ、平均的な大工の現場

数（年１０件程度）にかんがみて被災者（２３Ａ）がそのような建物に20 

相当程度従事していたと認めるに足りる証拠はないから、被告ニチアス

の製品が被災者（２３Ａ）の現場に多数回にわたり到達していたとは認

められない。 

  以上によれば、北海道内において就労した被災者（２３Ａ）について

は、建材⑮、⑯、㉓につき高いシェアを有していた被告Ａ＆ＡＭが製造25 

販売した製品について、建材現場到達事実が認められる。 
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ネ 原告（２４） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  原告（２４）（昭和２２年３月２０日生）は、責任期間のうち、昭和５

０年１月１日から平成３年９月までの約１６年８か月の間、現場監督と

して石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ２４の１） 5 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  原告（２４）は、東京電力福島第一・第二原子力発電所の建設工事に

おける保温工事の現場監督として作業に従事した。保温工事においては、

配管やタービンに保温材を取り付ける作業や、保温材を加工する作業を

行った。昭和５５年３月までの間は上記発電所の建設工事が９割以上、10 

定期検査や改造工事が１割以下であったが、昭和６３年４月以降は定期

検査や改造工事のみに従事した。（甲Ｄ２４の１～３、原告（２４）本人） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  上記の作業内容に照らせば、原告（２４）の主要ばく露建材は保温材

（建材⑦、⑩）と認められる。そして、原告（２４）は、現場で使用し15 

ていた建材として被告ニチアスの製品であるシリカライトカバー、シリ

カライトボード、シリカライト水練り材、耐熱コンパウンド、クイック

ラグ、カポサイトカバー、アスベストクロス、アスベストペーパーを挙

げているところ、被告ニチアスの製品であることを知った理由として、

勤務先の資材担当に問い合わせた際の会話や、建材が現場に納品される20 

際の伝票に被告ニチアスの袋井工場、王寺工場、羽島工場との記載があ

ったこと、東京電力に提出する仕様書に被告ニチアスの製品を使用する

旨記載し、承認を受けていたことなどを挙げており、いずれも具体的で

不自然な点は見当たらない。なお、被告ニチアスは、「アスベストクロ

ス」「アスベストペーパー」「シリカライト水練り材」という名称の製品25 

を販売していないと主張するが、仮に一部の製品名につき正確でない点
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があったとしても、被告ニチアスの製品を相当回数にわたり使用したこ

とについての原告（２４）の供述の信用性を揺るがすものとはいえない。 

  したがって、被告ニチアスの製造販売した製品について、建材現場到

達事実が認められる。 

ノ 被災者（２５Ａ）（原告（２５）） 5 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（２５Ａ）（昭和９年２月２５日生）は、責任期間のうち、昭和

５０年１月１日から少なくとも平成９年１２月までの約２２年１１か

月の間、大工として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ２５の１） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 10 

  被災者（２５Ａ）は、昭和６３年頃までの間は、主に鉄骨造戸建住宅

の新築工事に年５件程度従事し、昭和６２年頃からは主に木造戸建住宅

の新築工事に年１０件程度従事していた。鉄骨造建物の工事においては、

鉄骨に天井とつなぐ吊り木を取り付けるため、取付箇所の吹付け材を剥

がす作業を行ったほか、ボードを切断加工する作業も行った。木造建物15 

の工事においては、ボードを切断加工する作業を行った。（甲Ｄ２５の

１～３、証人（２５Ａｂ）） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  原告（２５）は、被災者（２５Ａ）の主要ばく露建材は吹付け材（建

材①～③）、内装材（建材⑮、⑯、㉓、㉔）、外装材（建材㉟、㊱）であ20 

ると主張する。 

  このうち建材①、③、㉔については、前記のとおりシェアを用いた建

材現場到達事実の推認はできない。外装材については、屋外建材である

から被告企業らは警告義務を負わない。 

  建材②については、被告太平洋セメントのシェアが認定できる昭和５25 

０年１月１日から同年末までに被災者（２５Ａ）が従事した現場数は５
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件程度であるから、シェアを用いて建材現場到達事実の推認をするには

現場数が十分でないというべきである。 

  建材㉓については、被告ニチアスの製品は、主に中高層ビル等の非住

宅の現場で使用されていたところ、被災者（２５Ａ）は主に戸建住宅の

現場に従事しており、その作業期間や年間の現場数にかんがみて、被告5 

ニチアスの製品が多数回にわたり到達していたとは認められない。 

  以上によれば、建材⑮、⑯、㉓につき高いシェアを有していた被告Ａ

＆ＡＭ及び被告ＭＭＫが製造販売した製品について、建材現場到達事実

が認められる。 

ハ 被災者（２６Ａ）（原告（２６）） 10 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（２６Ａ）（昭和２６年６月２０日生）は、責任期間のうち、昭

和５０年４月から昭和５１年１１月まで、昭和５２年４月から昭和５８

年１２月まで、昭和５９年５月から同年１２月まで、昭和６０年５月か

ら昭和６２年１２月まで、昭和６３年４月から平成１３年３月まで、平15 

成１４年３月から平成１８年８月３１日までの合計約２８年４か月の

間、大工として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ２６の１） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（２６Ａ）は、北海道内において、主に木造住宅の工事に年５

件程度従事し、そのうち新築工事が９０％、改修工事が１０％であった。20 

新築工事では、ボードを切断加工する作業を行った。（甲Ｄ２６の１・

２） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  上記の作業内容に照らせば、被災者（２６Ａ）の主要ばく露建材は、

⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボー25 

ド・平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種と認められる。このう
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ち建材㉓については、被告ニチアスの製品は主に中高層ビル等の非住宅

の現場で使用されていたところ、被災者（２６Ａ）は住宅の工事にのみ

従事していたから、その作業期間や年間の現場数にかんがみて、被告ニ

チアスの製品について建材現場到達事実は認められない。 

  以上によれば、北海道内において就労した被災者（２６Ａ）について5 

は、建材⑮、⑯、㉓につき高いシェアを有していた被告Ａ＆ＡＭが製造

販売した製品について、建材現場到達事実が認められる。 

ヒ 原告（２７） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  原告（２７）（昭和２４年９月２４日生）は、責任期間のうち、昭和５10 

０年５月から同年１１月まで（季節雇用７か月）、昭和５１年４月から

昭和５６年６月まで（季節雇用４５か月）、同年７月から同年１２月ま

で（季節雇用６か月）、昭和５７年４月から平成２年１２月まで（季節雇

用７２か月）、平成３年７月から平成１２年１２月まで（季節雇用７４

か月）、平成１３年５月から平成１４年１２月まで（季節雇用１４か月）15 

の約１８年２か月の間、大工として石綿粉じんばく露作業に従事した。

（甲Ｄ２７の１～３） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  原告（２７）は、北海道内において、主に木造戸建住宅の新築工事に

従事し、ボード（スレートボード、けい酸カルシウム板、吸音板、石膏20 

ボード）の切断加工作業を行った。従事した現場数は、平成１２年１２

月までは１年度当たり平均１３～１４件程度、平成１３年５月からは１

年度当たり平均５～６件程度であった。（甲Ｄ２７の１～３、原告（２

７）本人） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 25 

  上記の作業内容に照らせば、原告（２７）の主要ばく露建材は、⑮石
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綿含有スレートボード・フレキシブル板、⑯石綿含有スレートボード・

平板、㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種と認められる。 

  このうち建材㉓については、被告ニチアスの製品は主に中高層ビル等

の非住宅の現場で使用されていたところ、原告（２７）が従事した現場

のうち、１０％は非住宅建物であり（甲Ｄ２７の２・３）、従事した現場5 

数にかんがみれば、非住宅建物の現場に２０件を超える件数従事したと

認められるから、被告ニチアスの製品につき建材現場到達事実が認めら

れる。 

  建材㉔について、原告（２７）は、本人尋問において、ロックウール

は１軒で一部屋、二部屋は使っていた、大工をしている間ずっと頻繁に10 

使用していたと供述しているものの、「事務所の天井みたいなところに

はしょっちゅう使っていました」とも述べており、原告（２７）が従事

した現場が主に戸建住宅であったことや、ロックウール吸音天井板以外

の天井材も使用していた旨述べていることからすると、天井材全体のシ

ェアに照らし、㉔石綿含有ロックウール吸音天井板を頻繁に使用してい15 

たとまでは認められない。 

  以上によれば、北海道内において就労した原告（２７）については、

建材⑮、⑯、㉓につき高いシェアを有していた被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニ

チアスが製造販売した製品について、建材現場到達事実が認められる。 

フ 被災者（２８Ａ）（原告（２８）） 20 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（２８Ａ）（昭和１８年１月２日生）は、責任期間のうち、昭和

５０年１月１日から平成１８年３月３１日までの約３１年３か月の間、

配管資材の卸売業者として、石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ

２８の１） 25 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 
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  被災者（２８Ａ）は、週に２、３日程度の頻度で配管保温材等の納品

のため取引先の会社や建設現場まで建材を運搬する作業に従事してい

たところ、納品準備のために梱包を解いた建材を再梱包したり、再梱包

せずにそのまま運搬したりした際に、建材が擦れて飛散し、生じた石綿

粉じんを吸い込むことがあった。また、建設現場に納品する際、吹付け5 

作業が行われている現場に入ることがあった。（甲Ｄ２８の１） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  原告（２８）は、被災者（２８Ａ）の主要ばく露建材は、吹付け材（建

材①～③）、保温材（建材⑥～⑩）、耐火被覆材（建材⑪、⑫）、断熱材（建

材⑬、⑭）と主張する。 10 

  吹付け材（建材①～③）について、被災者（２８Ａ）は建設現場への

納品の際に吹付け作業が行われて石綿が舞っている現場に入ることが

あった旨述べているが（甲Ｄ２８の１・７８頁）、一つの現場に何回も行

くこともあり（原告（２８）本人）、被災者（２８Ａ）が入った吹付け作

業現場の種類や数は不明といわざるを得ない。そうすると、シェアに基15 

づいて建材現場到達事実を推認することはできない。 

  保温材（建材⑥～⑩）については、被災者（２８Ａ）が直接取り扱う

ことにより、石綿粉じんにばく露したと認められる。被災者（２８Ａ）

の労災の聴取書には、保温材は昭和コーポレーションから買い入れてい

た旨の記載があり（甲Ｄ２８の１・７８頁）、同社の昭和５２年における20 

けい酸カルシウム保温材の扱いメーカー名としては「日本アスベスト」

（被告ニチアス）との記載しかないが（乙シ３０２、３０３）、そのほか

の年のデータは不明であり、昭和５２年のデータのみをもって上記(ア)

の期間中、被告ニチアスの製品のみを取り扱っていたとはいえない。そ

のほかに被災者（２８Ａ）が取り扱った建材のメーカーや製品名に関す25 

る証拠はない。 



152 
 

  そのほかの建材については、納品のために取り扱ったこと及び建設現

場において当該建材により粉じんにばく露したことのいずれについて

も認めるに足りる証拠がないから、主要ばく露建材とは認められない。 

  以上によれば、保温材（建材⑥～⑩）のうち、シェアが認定できる建

材⑦、⑩につき高いシェアを有していた被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチアス5 

が製造販売した製品について、建材現場到達事実が認められる。 

ヘ 被災者（２９Ａ）（原告（２９）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（２９Ａ）（昭和２７年１月１５日生）は、責任期間のうち、昭

和５１年１月から平成１７年１０月３１日までの約２９年９か月の間、10 

計装工及び空調メンテナンス工として石綿粉じんばく露作業に従事し

た。（甲Ｄ２９の１） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（２９Ａ）は、主に鉄骨造・鉄筋コンクリート造の建物におい

て、計装工事（空調設備が適切に稼働するよう、計測器、制御装置、指15 

示調節器などの機器を据え付けたり、調整したりする工事）に従事し、

オフィスビル等の機械室で計測器や空調設備の点検及び修繕を行った。

定期的に工事に行く現場及び単発で行く現場はそれぞれ年１０件程度

あり、新築工事は３割、改修工事は７割程度であった。新築工事の現場

では、内装材の切断加工や吹付け作業などが行われている中で計測器や20 

空調設備の調整を行った。改修工事の現場では、天井裏での作業で、天

井裏に吹き付けられた石綿が舞う中で作業を行ったほか、バルブの保守

点検のため、バルブを分解する際に、配管に付着した保温材の一部を外

したり削ったりした。（甲Ｄ２９の１～３） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 25 

  原告（２９）は、吹付け材（建材①～③）及び保温材（建材⑥～⑩）
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が主要ばく露建材であると主張する。しかし、建材①、③は、前記のと

おりシェアを用いて建材現場到達事実を推認することはできない。また、

建材②については、昭和５０年１月１日から同年末までの間は被告太平

洋セメントが高いシェアを有していたことが認められるが、被災者（２

９Ａ）の作業期間は昭和５１年１月以降であり、重なり合いが認められ5 

ないから、シェアを用いて建材現場到達事実を推認することはできない。

保温材（建材⑥～⑩）については、被災者（２９Ａ）は、労災の調査時

において保温材に関する作業については何ら述べておらず、同人の同僚

であった（２９Ａｂ）も、バルブの保守点検の際、既設の保温材を外し

たり削ったりしたことや、配管業者が行う保温材の加工作業を隣で見た10 

ことについては述べているが、被災者（２９Ａ）が直接新規の保温材を

加工したことについては特段述べていない（甲Ｄ２９の１・３）。そうす

ると、被災者（２９Ａ）が新規の保温材を相当回数にわたり取り扱って

いたかについては不明であるといわざるを得ないから、主要ばく露建材

とは認められない。以上によれば、いずれの建材についても、建材現場15 

到達事実は認められない。 

ホ 被災者（３０Ａ）（原告（３０）） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（３０Ａ）（昭和２４年６月５日生）は、責任期間のうち、昭和

５０年１２月１日から平成１５年４月１５日までの約２７年４か月の20 

間、産業用機械の設計者として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲

Ｄ３０の１） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  被災者（３０Ａ）は、昭和４７年４月１日に株式会社小林製作所に入

社し、上記(ア)の期間において加工機設計部に配属され、コーター（紙25 

やフィルムの表面に塗材を塗布する産業用機械）の設計を担当した。被
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災者（３０Ａ）は、設計業務のほか、コーターの納入先の工場に行き、

コーター等の設置工事後の掃除と試運転業務を行っていたところ、コー

ターに附属する乾燥機及び蒸気配管等に保温材が使用されており、床面

の清掃の際、保温材の加工時に発生し、床に落ちていた石綿粉じんにば

く露した。（甲Ｄ３０の１） 5 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  被災者（３０Ａ）は、保温材（建材⑥～⑩）が主要ばく露建材である

と主張する。前記のとおり、保温材については、被告Ａ＆ＡＭ及び被告

ニチアスのシェアが認定できる期間は昭和５０年１月１日から遅くと

も昭和５５年までであるところ、被災者（３０Ａ）が従事した現場数は、10 

労災記録中の機種別データベースに記載された製造番号によれば、昭和

５５年から平成１５年までで３７件であるものとうかがわれる（甲Ｄ３

０の１・４５～４６頁）。そうすると、昭和５５年以前も同様のペースで

工事を担当していたと仮定しても、昭和５０年１月１日から昭和５５年

までの間に従事した現場数は８件程度（≒37 件÷23 年×5年）となるか15 

ら、シェアを用いて建材現場到達事実を推認するには現場数が十分でな

いというべきである。したがって、いずれの建材についても、建材現場

到達事実は認められない。 

マ 原告（３１） 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 20 

  原告（３１）（昭和１６年７月２３日生）は、責任期間のうち、昭和５

０年１月１日から平成１８年８月３１日までの約３１年８か月の間、ボ

ード工として石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ３１の１～３） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 

  原告（３１）は、主に住宅の新築工事・改修工事において屋根工事、25 

外壁工事に従事し、屋内でスレート板、サイディングボード等を切断加
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工の上、現場に持ち込み、再度現場において加工した上、電動ドリルで

穴を開け、ビスを使って家屋に取り付ける作業を行った。年間１２０件

程度の現場に従事し、従事した建物の種類は、木造が８割、鉄骨造及び

鉄筋コンクリート造が各１割であった。屋根工事や外壁工事のほか、壁

や間仕切りについてもフレキシブルボード等の切断・取付けを行ってい5 

た。（甲Ｄ３１の１～３） 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  上記の作業内容に照らせば、原告（３１）の主要ばく露建材は、内装

材（建材⑮、⑯、㉓）と認められる。原告（３１）は、建材㉔、㉟、㊱

も主要ばく露建材であると主張するが、建材㉔については天井材全体の10 

シェアに照らすと、建材現場到達事実は認められない。建材㉟、㊱はい

ずれも外装材であるから、被告企業らは警告義務を負わない。 

  建材㉓について、被告ニチアスの製品は主に中高層ビル等の非住宅の

現場で使用されていたところ、原告（３１）は、主に住宅の新築・改修

工事に従事していたから、被告ニチアスの製品が多数回にわたり到達し15 

ていたとは認められない。 

  以上によれば、建材⑮、⑯、㉓につき高いシェアを有していた被告Ａ

＆ＡＭ及び被告ＭＭＫが製造販売した製品について、建材現場到達事実

が認められる。 

ミ 被災者（３２Ａ）（原告（３２）） 20 

 (ア) 石綿粉じんにばく露した作業期間 

  被災者（３２Ａ）（昭和２９年４月１６日生）は、責任期間のうち、昭

和５０年１月１日から平成９年までの約２２年間、ボード工、内装工と

して石綿粉じんばく露作業に従事した。（甲Ｄ３２の１～３） 

 (イ) 石綿粉じんにばく露した作業の内容 25 

  被災者（３２Ａ）は、髙島屋工作所株式会社横浜工場において、髙島
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屋工作所が施工する現場で使用する内装材の加工作業を行ったほか、月

１～２回の頻度で、デパート、ホテル、官公庁等の店舗・事務所の新築・

改修工事現場において、主に内装材の加工・取付け作業を行った。工事

の種類の内訳は、新築工事が４割、改修工事が６割程度であった。（甲Ｄ

３２の１～３、原告（３２Ａ）本人） 5 

 (ウ) 主要ばく露建材及び責任企業 

  上記の作業内容に照らせば、被災者（３２Ａ）の主要ばく露建材は、

内装材（建材⑮、⑯、㉓）と認められる。 

  原告（３２）は、㉔ロックウール吸音天井板も主要ばく露建材である

と主張する。しかし、被災者（３２Ａ）は、本人尋問において、ロック10 

ウール吸音天井板は工場ではほとんど使用しておらず、主に建設現場で

使用していた、髙島屋工作所で勤務していた当時、ロックウール吸音天

井板などの建材の名前や種類は知らなかった旨述べており、天井材全体

におけるシェアに照らすと、ロックウール吸音天井板が多数回にわたり

到達していたとは認められない。 15 

  ㉓石綿含有けい酸カルシウム板第１種について、被災者（３２Ａ）は

主にデパート、ホテル、官公庁等の非住宅の現場に従事していたから、

被告ニチアスの製品も到達していたと推認される。 

  以上によれば、建材⑮、⑯、㉓につき高いシェアを有していた被告Ａ

＆ＡＭ、被告ＭＭＫ及び被告ニチアスが製造販売した製品について建材20 

現場到達事実が認められる。 

４ 責任企業が責任を負う範囲（寄与度） 

⑴ 総論 

ア 前記のとおり、本件被災者らは、従事した建設現場において、責任企業

が製造販売した石綿含有建材を自ら取り扱った際等に発生した石綿粉じ25 

んにばく露したものであるが、そのほかにも、建材現場到達事実の認定に
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至らなかった石綿含有建材から生じた石綿粉じんにばく露することなど

もあったものと考えられる。このように、責任企業の製品を直接取り扱っ

たことによる石綿粉じんのばく露量は、各自の石綿粉じんのばく露量全体

の一部にとどまるという事情があるから、責任企業は、このような事情等

を考慮して定まるその行為の損害の発生に対する寄与度に応じた範囲で5 

損害賠償責任を負うというべきである。 

イ 基本的な寄与度 

  被災者の就労状況は、同一職種においては大きく異なるものではなく、

本件立証方法の考え方を踏まえると、主要ばく露建材が本件被災者らの石

綿関連疾患のり患に寄与した基本的な割合は、特段の事情のない限り大き10 

く異なるものではないと考えられる。各職種の就労状況、主要ばく露建材

による石綿粉じんばく露状況等を踏まえると、各職種の基本的な寄与度は、

以下のとおりと認めるのが相当である。 

 (ア) 左官、ガラスブロック工、タイル工 ５０％ 

 (イ) 大工、家具取付け工、空調設備工、配管工、ダクト工、電工、塗装工、15 

ボード工 ４５％ 

 (ウ) 現場監督、建材卸売業者 ４０％ 

ウ 解体作業従事による減責 

  解体作業は、その性質上、大量の石綿粉じんを発生させるものであるか

ら、各職種の基本的な建設作業に加え、解体作業に従事した被災者は、解20 

体作業から生じる一定量の石綿粉じんにもばく露しており、それが石綿関

連疾患の発症に一定の影響を与えているものと認められる。そこで、解体

作業に従事した被災者との関係では、寄与度を１０％減ずるのが相当であ

る。 

エ 責任期間による減責 25 

  石綿関連疾患の発症と石綿粉じんばく露期間との関係性に関する医学
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的知見を踏まえると、被告企業らの建材製造販売期間と被災者の建設作業

従事期間とが重複する期間が、肺がん又は石綿肺については１０年を、び

まん性胸膜肥厚については３年を、中皮腫については１年をそれぞれ下回

る場合には、寄与度を１０％減ずるのが相当である。 

このほか、被告企業らには、責任期間前の石綿粉じんばく露期間の長さ5 

に基づく寄与割合の修正をすべきであると主張する者もいるが、石綿粉じ

んばく露の開始から石綿関連疾患の発症まで長期間に及ぶことが少なく

なく、石綿粉じんの累積ばく露量が多いほど石綿関連疾患の発症リスクが

高まる点で、責任期間開始前後の石綿粉じんばく露が不可分一体となって

石綿関連疾患を生じさせたということができ、責任期間前の石綿粉じんば10 

く露期間の長さに基づき別途減責をするのが相当であるとはいえない。 

⑵ 各被災者についての個別検討 

ア 被災者（１Ａ）（原告（１）） 

  被災者（１Ａ）は、約２８年２か月の間、タイル工及び配管工として石

綿粉じんばく露作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。15 

被災者（１Ａ）は肺がんにり患しているところ（甲Ｄ１の１）、被告企業ら

の製造販売期間と就労期間との重複期間は１０年を超えているから、責任

期間による減責はしない。 

イ 被災者（２Ａ）（原告（２）） 

  被災者（２Ａ）は、約１８年９か月の間、大工として石綿粉じんばく露20 

作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。被災者（２Ａ）

は、解体作業に従事していたことが認められるから（甲Ｄ２の１）、寄与度

を１０％減ずる。被災者（２Ａ）は胸膜中皮腫にり患しているところ（甲

Ｄ２の１）、被告企業らの製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を

超えているから、責任期間による減責はしない。 25 

ウ 被災者（３Ａ）（原告（３）） 
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  被災者（３Ａ）は、約１年３か月の間、ガラスブロック工として石綿粉

じんばく露作業に従事したから、基本的な寄与度は５０％と認める。被災

者（３Ａ）は悪性胸膜中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ３の１）、被告ノ

ザワの製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えているから、責

任期間による減責はしない。 5 

エ 原告（４） 

  原告（４）は、約１２年５か月の間、家具取付け工として石綿粉じんば

く露作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。原告（４）

は石綿肺（じん肺管理区分２）、続発性気管支炎にり患しているところ（甲

Ｄ４の１）、被告Ａ＆ＡＭの製造販売期間と就労期間との重複期間は１０10 

年を超えているから、責任期間による減責はしない。 

オ 原告（６） 

  原告（６）は、約１４年１０か月の間、空調設備工、ダクト工として石

綿粉じんばく露作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。

原告（６）は、解体作業に従事していたことが認められるから（甲Ｄ６の15 

２）、寄与度を１０％減ずる。原告（６）はびまん性胸膜肥厚にり患してい

るところ（甲Ｄ６の１）、被告企業らの製造販売期間と就労期間との重複

期間は３年を超えているから、責任期間による減責はしない。 

カ 原告（７） 

  原告（７）は、約２４年１０か月の間、大工として石綿粉じんばく露作20 

業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。原告（７）は、解

体作業に従事していたことが認められるから（甲Ｄ７の１・２）、寄与度を

１０％減ずる。原告（７）は肺がんにり患しているところ（甲Ｄ７の１）、

被告ニチアスの製造販売期間と就労期間との重複期間は１０年を超えて

いるから、責任期間による減責はしない。 25 

キ 被災者（９Ａ）（原告（９）） 
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  被災者（９Ａ）は、約１２年６か月の間、電工として石綿粉じんばく露

作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。被災者（９Ａ）

は悪性胸膜中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ９の１）、被告Ａ＆ＡＭの

製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えているから、責任期間

による減責はしない。 5 

ク 被災者（１２Ａ）（原告（１２－１）、原告（１２－２）） 

  被災者（１２Ａ）は、約２年２か月の間、大工として石綿粉じんばく露

作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。被災者（１２Ａ）

は胸膜中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ１２の１）、被告Ａ＆ＡＭの製

造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えているから、責任期間に10 

よる減責はしない。 

ケ 原告（１３） 

  原告（１３）は、約３１年３か月の間、配管工として石綿粉じんばく露

作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。原告（１３）は

肺がんにり患しているところ（甲Ｄ１３の１）、被告企業らの製造販売期15 

間と就労期間との重複期間は１０年を下回るから、寄与度を１０％減ずる。 

コ 被災者（１４Ａ）（原告（１４）） 

  被災者（１４Ａ）は、約２８年８か月の間、左官工として石綿粉じんば

く露作業に従事したから、基本的な寄与度は５０％と認める。被災者（１

４Ａ）は悪性胸膜中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ１４の１）、被告ノザ20 

ワの製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えているから、責任

期間による減責はしない。 

サ 被災者（１７Ａ）（原告（１７－１）、原告（１７－２）、原告（１７－３）、

原告（１７－４）） 

  被災者（１７Ａ）は、約１３年５か月の間、塗装工として石綿粉じんば25 

く露作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。被災者（１
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７Ａ）は胸膜中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ１７の１）、被告企業らの

製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えているから、責任期間

による減責はしない。 

シ 被災者（１８Ａ）（原告（１８）） 

  被災者（１８Ａ）は、約２１年７か月の間、大工として石綿粉じんばく5 

露作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。被災者（１８

Ａ）は悪性胸膜中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ１８の１）、被告企業ら

の製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えているから、責任期

間による減責はしない。 

ス 被災者（２０Ａ）（原告（２０）） 10 

  被災者（２０Ａ）は、約２７年６か月の間、塗装工として石綿粉じんば

く露作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。被災者（２

０Ａ）は悪性胸膜中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ２０の１）、被告企業

らの製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えているから、責任

期間による減責はしない。 15 

セ 原告（２１） 

  原告（２１）は、約１５年９か月の間、大工・内装工・吹付工として石

綿粉じんばく露作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。

原告（２１）は解体作業に従事したことが認められるから（甲Ｄ２１の１・

２）、寄与度を１０％減ずる。原告（２１）は肺腺がんにり患しているとこ20 

ろ（甲Ｄ２１の１）、被告企業らの製造販売期間と就労期間との重複期間

は１０年を超えているから、責任期間による減責はしない。 

ソ 被災者（２２Ａ）（原告（２２－１）、原告（２２－２）、原告（２２－３）） 

  被災者（２２Ａ）は、約１５年７か月の間、左官工として石綿粉じんば

く露作業に従事したから、基本的な寄与度は５０％と認める。被災者（２25 

２Ａ）は肺がんにり患しているところ（甲Ｄ２２の１）、被告ノザワの製造



162 
 

販売期間と就労期間との重複期間は１０年を超えているから、責任期間に

よる減責はしない。 

タ 被災者（２３Ａ）（原告（２３）） 

  被災者（２３Ａ）は、約１４年５か月の間、大工として石綿粉じんばく

露作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。被災者（２３5 

Ａ）は縦隔悪性中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ２３の１）、被告Ａ＆Ａ

Ｍの製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えているから、責任

期間による減責はしない。 

チ 原告（２４） 

  原告（２４）は、約１６年８か月の間、現場監督として石綿粉じんばく10 

露作業に従事したから、基本的な寄与度は４０％と認める。原告（２４）

は悪性胸膜中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ２４の１）、被告ニチアス

の製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えているから、責任期

間による減責はしない。 

ツ 被災者（２５Ａ）（原告（２５）） 15 

  被災者（２５Ａ）は、約２２年１１か月の間、大工として石綿粉じんば

く露作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。被災者（２

５Ａ）は悪性胸膜中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ２５の１）、被告企業

らの製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えているから、責任

期間による減責はしない。 20 

テ 被災者（２６Ａ）（原告（２６）） 

  被災者（２６Ａ）は、約２８年４か月の間、大工として石綿粉じんばく

露作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。被災者（２６

Ａ）は右悪性胸膜中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ２６の１）、被告Ａ＆

ＡＭの製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えているから、責25 

任期間による減責はしない。 
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ト 原告（２７） 

  原告（２７）は、約１８年２か月の間、大工として石綿粉じんばく露作

業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。原告（２７）は解

体作業に従事したことが認められるから（甲Ｄ２７の１・２）、寄与度を１

０％減ずる。原告（２７）は右上葉肺がんにり患しているところ（甲Ｄ２5 

７の１）、被告企業らの製造販売期間と就労期間との重複期間は１０年を

超えているから、責任期間による減責はしない。 

ナ 被災者（２８Ａ）（原告（２８）） 

  被災者（２８Ａ）は、約３１年３か月の間、配管資材の卸売業者として、

石綿粉じんばく露作業に従事したから、基本的な寄与度は４０％と認める。10 

被災者（２８Ａ）は悪性胸膜中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ２８の１）、

被告企業らの製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えている

から、責任期間による減責はしない。 

ニ 原告（３１） 

  原告（３１）は、約３１年８か月の間、ボード工として石綿粉じんばく15 

露作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。原告（３１）

は解体作業に従事したことが認められるから（甲Ｄ３１の１～３）、寄与

度を１０％減ずる。原告（３１）は悪性胸膜中皮腫にり患しているところ

（甲Ｄ３１の１）、被告企業らの製造販売期間と就労期間との重複期間は

１年を超えているから、責任期間による減責はしない。 20 

ヌ 被災者（３２Ａ）（原告（３２）） 

  被災者（３２Ａ）は、約２２年間、ボード工、内装工として石綿粉じん

ばく露作業に従事したから、基本的な寄与度は４５％と認める。被災者（３

２Ａ）は悪性腹膜中皮腫にり患しているところ（甲Ｄ３２の１）、被告企業

らの製造販売期間と就労期間との重複期間は１年を超えているから、責任25 

期間による減責はしない。 
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５ 消滅時効 

  以上によれば、原告（１９）の被告Ａ＆ＡＭに対する請求及び原告らの被告

日鉄ケミカルに対する請求はいずれも認められないから、消滅時効の成否につ

き判断を要しない。 

第４ 損害 5 

１ 基本慰謝料額 

  本件に顕れた一切の事情を考慮すると、本件被災者一人当たりの基本となる

慰謝料額は、石綿肺（管理区分２、じん肺法所定の合併症あり）については１

４００万円、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚に

り患した者は２３００万円、上記各疾患にり患し死亡した者は２６００万円と10 

するのが相当である。 

２ 喫煙歴による損害賠償額の修正 

  喫煙歴も石綿ばく露歴もない人の発がんリスクを１とすると、喫煙歴があっ

て石綿ばく露歴がない人では１０．８５倍、喫煙歴がなく石綿ばく露歴がある

人では５．１７倍、喫煙歴も石綿ばく露歴もある人は５３．２４倍になると報15 

告されており（前提事実３⑵イ）、喫煙が石綿を原因とする肺がんのり患リス

クを相乗的に高めていることは明らかである。他方で、個々の喫煙量や喫煙期

間がどの程度肺がんの発症に影響を与えるかは不明瞭であることも考慮する

と、肺がんにり患した被災者に喫煙歴がある場合には、損害の公平な分担の見

地に照らし、民法７２２条２項を類推適用し、慰謝料額を１０％減額するのが20 

相当である。 

３ 弁護士費用及び遅延損害金 

  本件事案の内容等、本件に顕れた一切の事情を考慮すると、被告企業らの責

任と相当因果関係のある弁護士費用としては、各慰謝料額の１割に相当する金

額が相当である。また、遅延損害金の起算日は、被災者らの石綿関連疾患の発25 

症日であり、遅延損害金の利率は、同起算日当時の法定利率による。 
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４ 各原告の認容額 

  以上によれば、各原告の認容額は、以下のとおりである（別紙２認容額等一

覧参照）。 

⑴ 原告（１） 

ア 石綿関連疾患の発症 5 

  被災者（１Ａ）は、平成２６年１月６日、肺がんを発症した。（甲Ｄ１の

１） 

イ 相続関係 

  被災者（１Ａ）は、同年３月１０日に死亡した。相続人は、原告（１）、

（１Ａ）及び（１Ａｂ）であったが、（１Ａａ）が同年８月１５日に死亡し10 

たため、その相続人である原告（１）及び（１Ａｂ）の間の令和３年５月

７日付け遺産分割協議により、被災者（１Ａ）の被告企業らに対する損害

賠償請求権について、（１Ａａ）が相続した分も含めて全て原告（１）が相

続した。（甲Ｄ１の４～１９） 

ウ 認容額 15 

 (ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 

 (イ) 寄与度 ４５％ 

 (ウ) 喫煙減額（甲Ｄ１の１～３、原告（１）本人） ９０％ 

 (エ) 上記修正後の慰謝料額 １０５３万円 

 (オ) 弁護士費用 １０５万３０００円 20 

 (カ) 合計 

   １１５８万３０００円及びこれに対する平成２６年１月６日（発症日）

から支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 

⑵ 原告（２） 

ア 石綿関連疾患の発症 25 

  被災者（２Ａ）は、平成２５年１０月１６日、悪性胸膜中皮腫を発症し
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た。（甲Ｄ２の１） 

イ 相続関係 

  被災者（２Ａ）は、平成２９年４月２４日に死亡した。相続人は、原告

（２）ほか１名であったが、相続人らの間の令和３年７月１９日付け遺産

分割協議により、原告（２）が、被災者（２Ａ）の被告企業らに対する損5 

害賠償請求権を全て相続した。（甲Ｄ２の５～１５） 

ウ 認容額 

 (ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 

 (イ) 寄与度 ４５％ 

 (ウ) 解体作業減責 ９０％ 10 

 (エ) 上記修正後の慰謝料額 １０５３万円 

 (オ) 弁護士費用 １０５万３０００円 

 (カ) 合計 

   １１５８万３０００円及びこれに対する平成２５年１０月１６日（発

症日）から支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 15 

⑶ 原告（３） 

ア 石綿関連疾患の発症 

  被災者（３Ａ）は、平成１９年５月２３日、悪性胸膜中皮腫を発症した。

（甲Ｄ３の１） 

イ 相続関係 20 

  被災者（３Ａ）は、平成２０年８月１５日に死亡した。相続人は、原告

（３）ほか３名であったが、このうち原告（３）を除く３名はいずれも相

続放棄したため、原告（３）が被災者（３Ａ）を単独で相続した。（甲Ｄ３

の３～９） 

ウ 認容額 25 

 (ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 
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 (イ) 寄与度 ５０％ 

 (ウ) 上記修正後の慰謝料額 １３００万円 

 (エ) 弁護士費用 １３０万円 

 (オ) 合計 

   １４３０万円及びこれに対する平成１９年５月２３日（発症日）から5 

支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 

⑷ 原告（４） 

ア 石綿関連疾患の発症 

  原告（４）は、平成２９年９月２２日、石綿肺（じん肺管理区分２）、続

発性気管支炎を発症した。（甲Ｄ４の１） 10 

イ 認容額 

 (ア) 基本慰謝料額 １４００万円 

 (イ) 寄与度 ４５％ 

 (ウ) 上記修正後の慰謝料額 ６３０万円 

 (エ) 弁護士費用 ６３万円 15 

 (オ) 合計 

   ６９３万円及びこれに対する平成２９年９月２２日（発症日）から支

払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 

⑸ 原告（６） 

ア 石綿関連疾患の発症 20 

  原告（６）は、平成２９年１月２０日、びまん性胸膜肥厚を発症した。

（甲Ｄ６の１） 

イ 認容額 

 (ア) 基本慰謝料額 ２３００万円 

 (イ) 寄与度 ４５％ 25 

 (ウ) 解体作業減責 ９０％ 
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 (エ) 上記修正後の慰謝料額 ９３１万５０００円 

 (オ) 弁護士費用 ９３万１５００円 

 (カ) 合計 

   １０２４万６５００円及びこれに対する平成２９年１月２０日（発症

日）から支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 5 

⑹ 原告（７） 

ア 石綿関連疾患の発症 

  原告（７）は、平成２６年４月３０日、肺がんを発症した。（甲Ｄ７の１） 

イ 認容額 

 (ア) 基本慰謝料額 ２３００万円 10 

 (イ) 寄与度 ４５％ 

 (ウ) 解体作業減責 ９０％ 

 (エ) 喫煙減額 なし 

 (オ) 上記修正後の慰謝料額 ９３１万５０００円 

 (カ) 弁護士費用 ９３万１５００円 15 

 (キ) 合計 

   １０２４万６５００円及びこれに対する平成２６年４月３０日（発症

日）から支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 

⑺ 原告（９） 

ア 石綿関連疾患の発症 20 

  被災者（９Ａ）は、平成３０年１１月１５日、悪性胸膜中皮腫を発症し

た。（甲Ｄ９の１） 

イ 相続関係 

  被災者（９Ａ）は、令和４年７月１３日に死亡した。相続人は、原告（９）

ほか２名であったが、被災者（９Ａ）の遺言により、原告舘山裕美が、被25 

告企業らに対する損害賠償請求権を含む一切の財産を単独で相続した。
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（甲Ｄ９の９～甲Ｄ９の１０の２） 

ウ 認容額 

 (ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 

 (イ) 寄与度 ４５％ 

 (ウ) 上記修正後の慰謝料額 １１７０万円 5 

 (エ) 損害の填補 

  原告舘山裕美は、令和５年４月７日、被告国から建設アスベスト給付

金として１３００万円の支払を受けた（甲Ｄ９の５・６）。また、原告舘

山裕美は、同年６月１３日、被災者（９Ａ）の勤務先であった株式会社

オーツカから和解金１２００万円の支払を受けた（甲９の７・８）。これ10 

らを上記(ア)の基本慰謝料額及びこれに対する遅延損害金に充当する

と、残元金は６８８万４６２４円となり（充当関係は別紙７原告（９）

充当関係のとおり）、これは上記(ウ)の修正後の慰謝料額を下回るから、

被告企業らに請求できる慰謝料額は６８８万４６２４円となる。 

 (オ) 弁護士費用 ６８万８４６２万円 15 

 (カ) 合計 

  ７５７万３０８６円及びこれに対する令和５年６月１４日（元勤務先

から和解金の支払を受けた日の翌日）から支払済みまで旧民法所定の年

５％の割合による遅延損害金 

⑻ 原告（１２－１）、原告（１２－２） 20 

ア 石綿関連疾患の発症 

  被災者（１２Ａ）は、平成２７年８月２０日、胸膜中皮腫を発症した。

（甲Ｄ１２の１） 

イ 相続関係 

  被災者（１２Ａ）は、平成３０年３月１９日に死亡した。相続人は、原25 

告（１２－１）、原告（１２－２）ほか３名であり、原告（１２－１）の法
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定相続分は２分の１、原告（１２－２）の法定相続分は８分の１である。

（甲Ｄ１２の３～１４） 

ウ 認容額 

 (ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 

  相続分に応じた額 原告（１２－１）分 １３００万円 5 

      原告（１２－２）分 ３２５万円 

 (イ) 寄与度 ４５％ 

 (ウ) 上記修正後の慰謝料額 １１７０万円 

  相続分に応じた額 原告（１２－１）分 ５８５万円 

      原告（１２－２）分 １４６万２５００円 10 

 (エ) 弁護士費用 

   原告（１２－１）分 ５８万５０００円 

   原告（１２－２）分 １４万６２５０円 

 (オ) 合計 

原告（１２－１）分 ６４３万５０００円及びこれに対する平成２15 

７年８月２０日（発症日）から支払済みまで旧民法

所定の年５％の割合による遅延損害金 

   原告（１２－２）分 １６０万８７５０円及びこれに対する上記と

同様の遅延損害金 

⑼ 原告（１３） 20 

ア 石綿関連疾患の発症 

  原告（１３）は、平成２４年１１月１３日、肺がんを発症した。（甲Ｄ１

３の１） 

イ 認容額 

 (ア) 基本慰謝料額 ２３００万円 25 

 (イ) 寄与度 ４５％ 
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 (ウ) 責任期間減責 ９０％ 

 (エ) 喫煙減額（甲Ｄ１３の１） ９０％ 

 (オ) 上記修正後の慰謝料額 ８３８万３５００円 

 (カ) 弁護士費用 ８３万８３５０円 

 (キ) 合計 5 

  ９２２万１８５０円及びこれに対する平成２４年１１月１３日（発症

日）から支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 

⑽ 原告（１４） 

ア 石綿関連疾患の発症 

  被災者（１４Ａ）は、令和２年９月１０日、悪性胸膜中皮腫を発症した。10 

（甲Ｄ１４の１） 

イ 相続関係 

  被災者（１４Ａ）は、令和２年１２月１日に死亡した。相続人は、原告

（１４）ほか３名であったが、相続人らの間の令和３年８月２８日付け遺

産分割協議により、原告（１４）が、被災者（１４Ａ）の被告企業らに対15 

する損害賠償請求権全てを相続した。（甲Ｄ１４の５～１５） 

ウ 認容額 

(ア) 基本慰謝料 ２６００万円 

(イ) 寄与度 ５０％ 

(ウ) 上記修正後の慰謝料額 １３００万円 20 

(エ) 弁護士費用 １３０万円 

(オ) 合計 

１４３０万円及びこれに対する令和２年９月１０日（発症日）から支

払済みまで民法所定の年３％の割合による遅延損害金 

⑾ 原告（１７－１）、原告（１７－２）、原告（１７－３）、原告（１７－４） 25 

ア 石綿関連疾患の発症 
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  被災者（１７Ａ）は、令和２年５月１８日、悪性胸膜中皮腫を発症した。

（甲Ｄ１７の１） 

イ 相続関係 

  被災者（１７Ａ）は、令和２年１２月２３日に死亡した。相続人は、原

告（１７－１）、原告（１７－２）、原告（１７－３）、原告（１７－４）ほ5 

か２名であり、それぞれの法定相続分は、原告（１７－１）が２分の１、

原告（１７－２）、原告（１７－３）及び原告（１７－４）が各１０分の１

である。（甲Ｄ１７の１０～２１） 

ウ 認容額 

(ア) 基本慰謝料 ２６００万円 10 

相続分に応じた額 

 原告（１７－１）分 １３００万円 

 原告（１７－２）、原告（１７－３）、原告（１７－４）分 各２６

０万円 

(イ) 寄与度 ４５％ 15 

(ウ) 上記修正後の慰謝料額 

相続分に応じた額 

 原告（１７－１）分 ５８５万円 

 原告（１７－２）、原告（１７－３）、原告（１７－４）分 各１１

７万円 20 

(エ) 弁護士費用 

原告（１７－１）分 ５８万５０００円 

原告（１７－２）、原告（１７－３）、原告（１７－４）分 各１１万

７０００円 

(オ) 合計 25 

原告（１７－１）分 ６４３万５０００円及びこれに対する令和２年
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５月１８日（発症日）から支払済みまで民法所定の

年３％の割合による遅延損害金 

原告（１７－２）、原告（１７－３）、原告（１７－４）分 

 各１２８万７０００円及びこれに対する上記と同

様の遅延損害金 5 

⑿ 原告（１８） 

ア 石綿関連疾患の発症 

  被災者（１８Ａ）は、平成２６年１２月２６日、悪性胸膜中皮腫を発症

した。（甲Ｄ１８の１） 

イ 相続関係 10 

  被災者（１８Ａ）は、令和２年１０月５日に死亡した。相続人は、原告

（１８）ほか２名であったが、相続人らの間の令和３年１０月１５日付け

遺産分割協議により、原告（１８）が被災者（１８Ａ）の被告企業らに対

する損害賠償請求権を全て相続した。（甲Ｄ１８の５～１３） 

ウ 認容額 15 

(ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 

(イ) 寄与度 ４５％ 

(ウ) 上記修正後の慰謝料額 １１７０万円 

(エ) 弁護士費用 １１７万円 

(オ) 合計 20 

１２８７万円及びこれに対する平成２６年１２月２６日（発症日）か

ら支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 

⒀ 原告（２０） 

ア 石綿関連疾患の発症 

  被災者（２０Ａ）は、平成１４年３月２７日、悪性胸膜中皮腫を発症し25 

た。（甲Ｄ２０の１） 
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イ 相続関係 

  被災者（２０Ａ）は、平成１４年７月１６日に死亡した。相続人は、竹

村由美子ほか１名であり、竹村由美子の法定相続分は３分の２であったが、

竹村由美子は令和５年７月２６日に死亡したため、その相続人である原告

（２０）が竹村由美子の相続分を単独で相続した。（甲Ｄ２０の２～１５、5 

弁論の全趣旨） 

ウ 認容額 

 (ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 

  相続分に応じた額 １７３３万３３３３円 

 (イ) 寄与度 ４５％ 10 

 (ウ) 上記修正後の慰謝料額 ７８０万円 

 (エ) 弁護士費用 ７８万円 

 (オ) 合計 

  ８５８万円及びこれに対する平成１４年３月２７日から支払済みま

で旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 15 

⒁ 原告（２１） 

ア 石綿関連疾患の発症 

  原告（２１）は、平成２８年２月８日、肺腺がんを発症した。（甲Ｄ２１

の１） 

イ 認容額 20 

(ア) 基本慰謝料額 ２３００万円 

(イ) 寄与度 ４５％ 

(ウ) 解体作業減責 ９０％ 

(エ) 喫煙減額（甲Ｄ２１の１） ９０％ 

(オ) 上記修正後の慰謝料額 ８３８万３５００円 25 

(カ) 弁護士費用 ８３万８３５０円 
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(キ) 合計 

９２２万１８５０円及びこれに対する平成２８年２月８日（発症日）

から支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 

⒂ 原告（２２－１）、原告（２２－２）、原告（２２－３） 

ア 石綿関連疾患の発症 5 

  被災者（２２Ａ）は、平成３１年４月１日、肺がんを発症した。（甲Ｄ２

２の１） 

イ 相続関係 

  被災者（２２Ａ）は、令和２年４月１５日に死亡した。相続人は、原告

（２２－１）、原告（２２－２）、原告（２２－３）ほか１名であり、法定10 

相続分は原告（２２－１）が２分の１、原告（２２－２）及び原告（２２

－３）が各６分の１である。（甲Ｄ２２の３～１４） 

ウ 認容額 

(ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 

相続分に応じた額 15 

 原告（２２－１）分 １３００万円 

 原告（２２－２）、原告（２２－３）分 各４３３万３３３３円 

(イ) 寄与度 ５０％ 

(ウ) 喫煙減額（甲Ｄ２２の１） ９０％ 

(エ) 上記修正後の慰謝料額 20 

相続分に応じた額 

 原告（２２－１）分 ５８５万円 

 原告（２２－２）、原告（２２－３）分 各１９５万円 

(オ) 弁護士費用 

原告（２２－１）分 ５８万５０００円 25 

原告（２２－２）、原告（２２－３）分 各１９万５０００円 
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(カ) 合計 

原告（２２－１）分 ６４３万５０００円及びこれに対する平成３１

年４月１日（発症日）から支払済みまで旧民法所

定の年５％の割合による遅延損害金 

原告（２２－２）、原告（２２－３）分 5 

 各２１４万５０００円及びこれに対する上記と

同様の遅延損害金 

⒃ 原告（２３） 

ア 石綿関連疾患の発症 

  被災者（２３Ａ）は、平成３１年３月１８日、縦隔悪性中皮腫を発症し10 

た。（甲Ｄ２３の１） 

イ 相続関係 

  被災者（２３Ａ）は、令和元年１２月２２日に死亡した。原告（２３）

は、被災者（２３Ａ）の公正証書遺言（旭川公証人合同役場令和元年第５

５８号）により、被災者（２３Ａ）の遺産の全部を単独で相続した。（甲Ｄ15 

２３の３） 

ウ 認容額 

(ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 

(イ) 寄与度 ４５％ 

(ウ) 上記修正後の慰謝料額 １１７０万円 20 

(エ) 弁護士費用 １１７万円 

(オ) 合計 

１２８７万円及びこれに対する平成３１年３月１８日（発症日）から

支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 

⒄ 原告（２４） 25 

ア 原告（２４）は、令和元年１１月２８日、悪性胸膜中皮腫を発症した。
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（甲Ｄ２４の１） 

イ 認容額 

(ア) 基本慰謝料額 ２３００万円 

(イ) 寄与度 ４０％ 

(ウ) 上記修正後の慰謝料額 ９２０万円 5 

(エ) 弁護士費用 ９２万円 

(オ) 合計 

１０１２万円及びこれに対する令和元年１１月２８日（発症日）から

支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 

⒅ 原告（２５） 10 

ア 石綿関連疾患の発症 

  被災者（２５Ａ）は、平成２６年３月３１日、悪性胸膜中皮腫を発症し

た。（甲Ｄ２５の１） 

イ 相続関係 

  被災者（２５Ａ）は、平成２７年４月１７日に死亡した。相続人は、原15 

告（２５）ほか３名であったが、相続人らの間の同年５月１０日付け遺産

分割協議により、原告（２５）が被災者（２５Ａ）の被告企業らに対する

損害賠償請求権を全て相続した。（甲Ｄ２５の４～９） 

ウ 認容額 

(ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 20 

(イ) 寄与度 ４５％ 

(ウ) 上記修正後の慰謝料額 １１７０万円 

(エ) 弁護士費用 １１７万円 

(オ) 合計 

１２８７万円及びこれに対する平成２６年３月３１日（発症日）から25 

支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 
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⒆ 原告（２６） 

ア 石綿関連疾患の発症 

  被災者（２６Ａ）は、令和元年１２月１９日、右悪性胸膜中皮腫を発症

した。（甲Ｄ２６の１） 

イ 相続関係 5 

  被災者（２６Ａ）は、令和７年２月１日に死亡した。相続人は、原告（２

６）ほか２名であったが、相続人らの間の同年３月２１日付け遺産分割協

議により、原告（２６）が被災者（２６Ａ）の被告企業らに対する損害賠

償請求権を全て相続した。（甲Ｄ２６の３～８） 

ウ 認容額 10 

(ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 

(イ) 寄与度 ４５％ 

(ウ) 上記修正後の慰謝料額 １１７０万円 

(エ) 弁護士費用 １１７万円 

(オ) 合計 15 

１２８７万円及びこれに対する令和２年２月５日（発症日後の日）か

ら支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 

⒇ 原告（２７） 

ア 石綿関連疾患の発症 

  原告（２７）は、平成２８年４月２２日、右上葉肺がんを発症した。（甲20 

Ｄ２７の１） 

イ 認容額 

(ア) 基本慰謝料額 ２３００万円 

(イ) 寄与度 ４５％ 

(ウ) 解体作業減責 ９０％ 25 

(エ) 喫煙減額（甲Ｄ２７の１） ９０％ 
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(オ) 上記修正後の慰謝料額 ８３８万３５００円 

(カ) 弁護士費用 ８３万８３５０円 

(キ) 合計 

９２２万１８５０円及びこれに対する平成２８年４月２２日（発症日）

から支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 5 

(21) 原告（２８） 

ア 石綿関連疾患の発症 

  被災者（２８Ａ）は、平成３０年１月２３日、悪性胸膜中皮腫を発症

した。（甲Ｄ２８の１） 

イ 相続関係 10 

  被災者（２８Ａ）は、令和元年８月１９日に死亡した。相続人は、原

告（２８）ほか２名であったが、相続人らの間の令和３年９月１０日付

け遺産分割協議により、原告（２８）が被災者（２８Ａ）の被告企業ら

に対する損害賠償請求権を全て相続した。（甲Ｄ２８の３～９） 

ウ 認容額 15 

(ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 

(イ) 寄与度 ４０％ 

(ウ) 上記修正後の慰謝料額 １０４０万円 

(エ) 弁護士費用 １０４万円 

(オ) 合計 20 

１１４４万円及びこれに対する平成３０年１月２３日（発症日）か

ら支払済みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 

(22) 原告（３１） 

ア 石綿関連疾患の発症 

  原告（３１）は、令和２年１１月２５日、悪性胸膜中皮腫を発症した。25 

（甲Ｄ３１の１） 
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イ 認容額 

 (ア) 基本慰謝料額 ２３００万円 

 (イ) 寄与度 ４５％ 

 (ウ) 解体作業減責 ９０％ 

 (エ) 上記修正後の慰謝料額 ９３１万５０００円 5 

 (オ) 弁護士費用 ９３万１５００円 

 (カ) 合計 

  １０２４万６５００円及びこれに対する令和２年１１月２５日（発

症日）から支払済みまで民法所定の年３％の割合による遅延損害金 

(23) 原告（３２） 10 

ア 石綿関連疾患の発症 

  被災者（３２Ａ）は、平成３０年１２月６日、悪性腹膜中皮腫を発症

した。（甲Ｄ３２の１） 

イ 相続関係 

  被災者（３２Ａ）は、令和７年１月９日に死亡した。相続人は、原告15 

（３２）ほか２名であったが、相続人らの間の同年５月２４日付け遺産

分割協議により、原告（３２）が被災者（３２Ａ）の被告企業らに対す

る損害賠償請求権を全て相続した。（甲Ｄ３２の５～１５） 

ウ 認容額 

 (ア) 基本慰謝料額 ２６００万円 20 

 (イ) 寄与度 ４５％ 

 (ウ) 上記修正後の慰謝料額 １１７０万円 

 (エ) 損害の填補 

  被災者（３２Ａ）と被告国との間で、令和６年３月１５日、被告国

が損害の填補として１１５０万円を支払う旨の訴訟上の和解が成立25 

した。これを上記(ア)から控除しても上記(ウ)を上回るから、被告国
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からの和解金の受領は被告企業らが支払うべき慰謝料額に影響しな

い。 

 (エ) 弁護士費用 １１７万円 

 (オ) 合計 

  １２８７万円及びこれに対する平成３０年１２月６日から支払済5 

みまで旧民法所定の年５％の割合による遅延損害金 

第４章 結論 

以上によれば、原告らの被告らに対する請求は、別紙２認容額等一覧の「原

告」欄記載の各原告につき、同「被告」欄記載の各被告に対して同「認容額」

欄記載の金額及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由がある10 

から認容し、その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、主文

のとおり判決する。 

横浜地方裁判所第８民事部 

 

裁判長裁判官  中 山 雅 之 15 

 

 

 

   裁判官  清 野 英 之 

 20 

 

 

裁判官宮内初音は差支えのため署名押印することができない。 

 

裁判長裁判官  中 山 雅 之 25 

 



認容額等一覧 （別紙２）

原告番号 原告 被告 石綿関連疾患名 発症日 死亡日 基本慰謝料 基本寄与度 解体作業減責 責任期間減責 喫煙修正 小計 弁護士費用 認容額 遅延損害金起算日 遅延損害金の割合 担保額

1 （１） Ａ＆ＡＭ、ノザワ、ＭＭＫ 肺がん 平成26年1月6日 平成26年3月10日 ¥26,000,000 45% 100% 100% 90% ¥10,530,000 ¥1,053,000 ¥11,583,000 平成26年1月6日 年5% ¥9,300,000

2 （２） Ａ＆ＡＭ、ＭＭＫ 悪性胸膜中皮腫 平成25年10月16日 平成29年4月24日 ¥26,000,000 45% 90% 100% 100% ¥10,530,000 ¥1,053,000 ¥11,583,000 平成25年10月16日 年5% ¥9,300,000

3 （３） ノザワ 悪性胸膜中皮腫 平成19年5月23日 平成20年8月15日 ¥26,000,000 50% 100% 100% 100% ¥13,000,000 ¥1,300,000 ¥14,300,000 平成19年5月23日 年5% ¥11,500,000

4 （４） Ａ＆ＡＭ
石綿肺（管理区分２）、
続発性気管支炎 平成29年9月22日

―
¥14,000,000 45% 100% 100% 100% ¥6,300,000 ¥630,000 ¥6,930,000 平成29年9月22日 年5% ¥5,600,000

6 （６） Ａ＆ＡＭ、ニチアス びまん性胸膜肥厚 平成29年1月20日 ― ¥23,000,000 45% 90% 100% 100% ¥9,315,000 ¥931,500 ¥10,246,500 平成29年1月20日 年5% ¥8,200,000

7 （７） ニチアス 肺がん 平成26年4月30日 ― ¥23,000,000 45% 90% 100% 100% ¥9,315,000 ¥931,500 ¥10,246,500 平成26年4月30日 年5% ¥8,200,000

9 （９） Ａ＆ＡＭ 悪性胸膜中皮腫 平成30年11月15日 令和4年7月13日 ¥26,000,000 45% 100% 100% 100% ¥6,884,624 ¥688,462 ¥7,573,086 令和5年6月14日 年5% ¥6,100,000

12-1 （１２ー１） Ａ＆ＡＭ 胸膜中皮腫 平成27年8月20日 平成30年3月19日 ¥13,000,000 45% 100% 100% 100% ¥5,850,000 ¥585,000 ¥6,435,000 平成27年8月20日 年5% ¥5,200,000

12-2 （１２ー２） Ａ＆ＡＭ 胸膜中皮腫 平成27年8月20日 平成30年3月19日 ¥3,250,000 45% 100% 100% 100% ¥1,462,500 ¥146,250 ¥1,608,750 平成27年8月20日 年5% ¥1,300,000

13 （１３） Ａ＆ＡＭ、ニチアス 肺がん 平成24年11月13日 ― ¥23,000,000 45% 100% 90% 90% ¥8,383,500 ¥838,350 ¥9,221,850 平成24年11月13日 年5% ¥7,400,000

14 （１４） ノザワ 悪性胸膜中皮腫 令和2年9月10日 令和2年12月1日 ¥26,000,000 50% 100% 100% 100% ¥13,000,000 ¥1,300,000 ¥14,300,000 令和2年9月10日 年3% ¥11,500,000

17-1 （１７ー１）
Ａ＆ＡＭ、ニチアス、ノザワ、
ＭＭＫ 悪性胸膜中皮腫 令和2年5月18日 令和2年12月23日 ¥13,000,000 45% 100% 100% 100% ¥5,850,000 ¥585,000 ¥6,435,000 令和2年5月18日 年3% ¥5,200,000

17-2 （１７ー２）
Ａ＆ＡＭ、ニチアス、ノザワ、
ＭＭＫ 悪性胸膜中皮腫 令和2年5月18日 令和2年12月23日 ¥2,600,000 45% 100% 100% 100% ¥1,170,000 ¥117,000 ¥1,287,000 令和2年5月18日 年3% ¥1,100,000

17-3 （１７ー３）
Ａ＆ＡＭ、ニチアス、ノザワ、
ＭＭＫ 悪性胸膜中皮腫 令和2年5月18日 令和2年12月23日 ¥2,600,000 45% 100% 100% 100% ¥1,170,000 ¥117,000 ¥1,287,000 令和2年5月18日 年3% ¥1,100,000

17-4 （１７ー４）
Ａ＆ＡＭ、ニチアス、ノザワ、
ＭＭＫ 悪性胸膜中皮腫 令和2年5月18日 令和2年12月23日 ¥2,600,000 45% 100% 100% 100% ¥1,170,000 ¥117,000 ¥1,287,000 令和2年5月18日 年3% ¥1,100,000

18 （１８） Ａ＆ＡＭ、ＭＭＫ 悪性胸膜中皮腫 平成26年12月26日 令和2年10月5日 ¥26,000,000 45% 100% 100% 100% ¥11,700,000 ¥1,170,000 ¥12,870,000 平成26年12月26日 年5% ¥10,300,000

20 （２０）
Ａ＆ＡＭ、ニチアス、ノザワ、
ＭＭＫ 悪性胸膜中皮腫 平成14年3月27日 平成14年7月16日 ¥17,333,333 45% 100% 100% 100% ¥7,800,000 ¥780,000 ¥8,580,000 平成14年3月27日 年5% ¥6,900,000

21 （２１） Ａ＆ＡＭ、ニチアス、ＭＭＫ 肺腺がん 平成28年2月8日 ― ¥23,000,000 45% 90% 100% 90% ¥8,383,500 ¥838,350 ¥9,221,850 平成28年2月8日 年5% ¥7,400,000

22-1 （２２ー１） ノザワ 肺がん 平成31年4月5日 令和2年4月15日 ¥13,000,000 50% 100% 100% 90% ¥5,850,000 ¥585,000 ¥6,435,000 平成31年4月5日 年5% ¥5,200,000

22-2 （２２ー２） ノザワ 肺がん 平成31年4月5日 令和2年4月15日 ¥4,333,333 50% 100% 100% 90% ¥1,950,000 ¥195,000 ¥2,145,000 平成31年4月5日 年5% ¥1,800,000

22-3 （２２ー３） ノザワ 肺がん 平成31年4月5日 令和2年4月15日 ¥4,333,333 50% 100% 100% 90% ¥1,950,000 ¥195,000 ¥2,145,000 平成31年4月5日 年5% ¥1,800,000

23 （２３） Ａ＆ＡＭ 胸膜中皮腫 平成31年3月18日 令和1年12月22日 ¥26,000,000 45% 100% 100% 100% ¥11,700,000 ¥1,170,000 ¥12,870,000 平成31年3月18日 年5% ¥10,300,000

24 （２４） ニチアス 悪性（胸膜）中皮腫 令和元年11月28日 ― ¥23,000,000 40% 100% 100% 100% ¥9,200,000 ¥920,000 ¥10,120,000 令和元年11月28日 年5% ¥8,100,000

25 （２５） Ａ＆ＡＭ、ＭＭＫ 悪性胸膜中皮腫 平成26年3月31日 平成27年4月17日 ¥26,000,000 45% 100% 100% 100% ¥11,700,000 ¥1,170,000 ¥12,870,000 平成26年3月31日 年5% ¥10,300,000

26 （２６） Ａ＆ＡＭ 右悪性胸膜中皮腫 令和元年12月19日 令和7年2月1日 ¥26,000,000 45% 100% 100% 100% ¥11,700,000 ¥1,170,000 ¥12,870,000 令和2年2月5日 年5% ¥10,300,000

27 （２７） Ａ＆ＡＭ、ニチアス 右上葉肺がん（石綿肺） 平成28年4月22日 ― ¥23,000,000 45% 90% 100% 90% ¥8,383,500 ¥838,350 ¥9,221,850 平成28年4月22日 年5% ¥7,400,000

28 （２８） Ａ＆ＡＭ、ニチアス 悪性胸膜中皮腫 平成30年1月23日 令和1年8月19日 ¥26,000,000 40% 100% 100% 100% ¥10,400,000 ¥1,040,000 ¥11,440,000 平成30年1月23日 年5% ¥9,200,000

31 （３１） Ａ＆ＡＭ、ＭＭＫ 悪性胸膜中皮腫 令和2年11月25日 ― ¥23,000,000 45% 90% 100% 100% ¥9,315,000 ¥931,500 ¥10,246,500 令和2年11月25日 年3% ¥8,200,000

32 （３２） Ａ＆ＡＭ、ニチアス、ＭＭＫ 悪性腹膜中皮腫 平成30年12月6日 令和7年1月9日 ¥26,000,000 45% 100% 100% 100% ¥11,700,000 ¥1,170,000 ¥12,870,000 平成30年12月6日 年5% ¥10,300,000



（別紙３） 

訴訟費用一覧 

１ 原告（１）に生じた費用はこれを５分し、その２を原告（１）の負担とし、その

余を被告Ａ＆ＡＭ、被告ノザワ及び被告ＭＭＫの負担とする。 

２ 原告（２）に生じた費用はこれを５分し、その２を原告（２）の負担とし、その5 

余を被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫの負担とする。 

３ 原告（３）に生じた費用はこれを４分し、その１を原告（３）の負担とし、その

余を被告ノザワの負担とする。 

４ 原告（４）に生じた費用はこれを２０分し、その１３を原告（４）の負担とし、

その余を被告Ａ＆ＡＭの負担とする。 10 

５ 原告（５）に生じた費用は、原告（５）の負担とする。 

６ 原告（６）に生じた費用はこれを２０分し、その９を原告（６）の負担とし、そ

の余を被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチアスの負担とする。 

７ 原告（７）に生じた費用はこれを２０分し、その９を原告（７）の負担とし、そ

の余を被告ニチアスの負担とする。 15 

８ 原告（８）に生じた費用は、原告（８）の負担とする。 

９ 原告（９）に生じた費用はこれを５分し、その３を原告（９）の負担とし、その

余を被告Ａ＆ＡＭの負担とする。 

１０ 原告（１０）に生じた費用は、原告（１０）の負担とする。 

１１ 原告（１１－１）及び原告（１１－２）に生じた費用は、原告（１１－１）及20 

び原告（１１－２）の負担とする。 

１２ 原告（１２－１）及び原告（１２－２）に生じた費用はこれを３分し、その１

を原告（１２－１）及び原告（１２－２）の負担とし、その余を被告Ａ＆ＡＭの

負担とする。 

１３ 原告（１３）に生じた費用はこれを２分し、その１を原告（１３）の負担とし、25 

その余を被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチアスの負担とする。 



１４ 原告（１４）に生じた費用はこれを４分し、その１を原告（１４）の負担とし、

その余を被告ノザワの負担とする。 

１５ 原告（１５）に生じた費用は、原告（１５）の負担とする。 

１６ 原告（１６－１）、原告（１６－２）及び原告（１６－３）に生じた費用は、原

告（１６－１）、原告（１６－２）及び原告（１６－３）の負担とする。 5 

１７ 原告（１７－１）、原告（１７－２）、原告（１７－３）及び原告（１７－４）

に生じた費用はこれを３分し、その１を原告（１７－１）、原告（１７－２）、原

告（１７－３）及び原告（１７－４）の負担とし、その余を被告Ａ＆ＡＭ、被告

ニチアス、被告ノザワ及び被告ＭＭＫの負担とする。 

１８ 原告（１８）に生じた費用はこれを３分し、その１を原告（１８）の負担とし、10 

その余を被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫの負担とする。 

１９ 原告（１９）に生じた費用は、原告（１９）の負担とする。 

２０ 原告（２０）に生じた費用はこれを３分し、その１を原告（２０）の負担とし、

その余を被告Ａ＆ＡＭ、被告ニチアス、被告ノザワ及び被告ＭＭＫの負担とする。 

２１ 原告（２１）に生じた費用はこれを３分し、その２を原告（２１）の負担とし、15 

その余を被告Ａ＆ＡＭ、被告ニチアス及び被告ＭＭＫの負担とする。 

２２ 原告（２２－１）、原告（２２－２）及び原告（２２－３）に生じた費用はこれ

を２０分し、その１１を原告（２２－１）、原告（２２－２）及び原告（２２－３）

の負担とし、その余を被告ノザワの負担とする。 

２３ 原告（２３）に生じた費用はこれを２０分し、その１１を原告（２３）の負担20 

とし、その余を被告Ａ＆ＡＭの負担とする。 

２４ 原告（２４）に生じた費用はこれを２０分し、その１３を原告（２４）の負担

とし、その余を被告ニチアスの負担とする。 

２５ 原告（２５）に生じた費用はこれを２０分し、その１１を原告（２５）の負担

とし、その余を被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫの負担とする。 25 

２６ 原告（２６）に生じた費用はこれを２０分し、その１１を原告（２６）の負担



とし、その余を被告Ａ＆ＡＭの負担とする。 

２７ 原告（２７）に生じた費用はこれを３分し、その２を原告（２７）の負担とし、

その余を被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチアスの負担とする。 

２８ 原告（２８）に生じた費用はこれを５分し、その１を原告（２８）の負担とし、

その余を被告Ａ＆ＡＭ及び被告ニチアスの負担とする。 5 

２９ 原告（２９）に生じた費用は、原告（２９）の負担とする。 

３０ 原告（３０）に生じた費用は、原告（３０）の負担とする。 

３１ 原告（３１）に生じた費用はこれを１０分し、その３を原告（３１）の負担と

し、その余を被告Ａ＆ＡＭ及び被告ＭＭＫの負担とする。 

３２ 原告（３２）に生じた費用はこれを１０分し、その１を原告（３２）の負担と10 

し、その余を被告Ａ＆ＡＭ、被告ニチアス及び被告ＭＭＫの負担とする。 

３３ 被告国に生じた費用は、原告（１５）及び原告（１９）の負担とする。 

３４ 被告ＡＧＣ、被告クボタ、被告ケイミュー株式会社、被告神島化学、被告ＤＡ

ＩＫＥＮ株式会社、被告日鉄ケミカル、被告太平洋セメント、被告ニチハ、被告

日東紡績、被告日本インシュレーション、被告バルカー及び被告パナソニックに15 

生じた費用は、それぞれ別紙４（原告被告企業対照表）の対応する被告企業の列

に〇印が記載された原告らの負担とする。 

３５ 被告Ａ＆ＡＭに生じた費用はこれを１６２０分し、その２４を原告（１）の、

その２４を原告（２）の、その３９を原告（４）の、その６０を原告（５）の、

その２７を原告（６）の、その６０を原告（８）の、その３６を原告（９）の、20 

その６０を原告（１０）の、その６０を原告（１１－１）及び原告（１１－２）

の、その２０を原告（１２－１）及び原告（１２－２）の、その３０を原告（１

３）の、その６０を原告（１５）の、その６０を原告（１６－１）、原告（１６－

２）及び原告（１６－３）の、その２０を原告（１７－１）、原告（１７－２）、

原告（１７－３）及び原告（１７－４）の、その２０を原告（１８）の、その６25 

０を原告（１９）の、その２０を原告（２０）の、その４０を原告（２１）の、



その３３を原告（２３）の、その３３を原告（２５）の、その３３を原告（２６）

の、その４０を原告（２７）の、その１２を原告（２８）の、その６０を原告（２

９）の、その６０を原告（３０）の、その１８を原告（３１）の、その６を原告

（３２）の各負担とし、その余を被告Ａ＆ＡＭの負担とする。 

３６ 被告ニチアスに生じた費用はこれを１７４０分し、その６０を原告（１）の、5 

その６０を原告（２）の、その６０を原告（４）の、その６０を原告（５）の、

その２７を原告（６）の、その２７を原告（７）の、その６０を原告（８）の、

その６０を原告（９）の、その６０を原告（１０）の、その６０を原告（１１－

１）及び原告（１１－２）の、その６０を原告（１２－１）及び原告（１２－２）

の、その３０を原告（１３）の、その６０を原告（１５）の、その６０を原告（１10 

６－１）、原告（１６－２）及び原告（１６－３）の、その２０を原告（１７－１）、

原告（１７－２）、原告（１７－３）及び原告（１７－４）の、その６０を原告（１

８）の、その６０を原告（１９）の、その２０を原告（２０）の、その４０を原

告（２１）の、その６０を原告（２３）の、その３９を原告（２４）の、その６

０を原告（２５）の、その６０を原告（２６）の、その４０を原告（２７）の、15 

その１２を原告（２８）の、その６０を原告（２９）の、その６０を原告（３０）

の、その６０を原告（３１）の、その６を原告（３２）の各負担とし、その余を

被告ニチアスの負担とする。 

３７ 被告ノザワに生じた費用はこれを１７４０分し、その２４を原告（１）の、そ

の６０を原告（２）の、その１５を原告（３）の、その６０を原告（４）の、そ20 

の６０を原告（５）の、その６０を原告（６）の、その６０を原告（８）の、そ

の６０を原告（９）の、その６０を原告（１０）の、その６０を原告（１１－１）

及び原告（１１－２）の、その６０を原告（１２－１）及び原告（１２－２）の、

その６０を原告（１３）の、その１５を原告（１４）の、その６０を原告（１５）

の、その６０を原告（１６－１）、原告（１６－２）及び原告（１６－３）の、そ25 

の２０を原告（１７－１）、原告（１７－２）、原告（１７－３）及び原告（１７



－４）の、その６０を原告（１８）の、その６０を原告（１９）の、その２０を

原告（２０）の、その６０を原告（２１）の、その３３を原告（２２－１）、原告

（２２－２）及び原告（２２－３）の、その６０を原告（２３）の、その６０を

原告（２５）の、その６０を原告（２６）の、その６０を原告（２７）の、その

６０を原告（２８）の、その６０を原告（２９）の、その６０を原告（３１）の、5 

その６０を原告（３２）の各負担とし、その余を被告ノザワの負担とする。 

３８ 被告ＭＭＫに生じた費用はこれを１２００分し、その２４を原告（１）の、そ

の２４を原告（２）の、その６０を原告（４）の、その６０を原告（５）の、そ

の６０を原告（６）の、その６０を原告（９）の、その６０を原告（１０）の、

その６０を原告（１１－１）及び原告（１１－２）の、その６０を原告（１２－10 

１）及び原告（１２－２）の、その２０を原告（１７－１）、原告（１７－２）、

原告（１７－３）及び原告（１７－４）の、その２０を原告（１８）の、その６

０を原告（１９）の、その２０を原告（２０）の、その４０を原告（２１）の、

その６０を原告（２３）の、その３３を原告（２５）の、その６０を原告（２６）

の、その６０を原告（２７）の、その１８を原告（３１）の、その６を原告（３15 

２）の各負担とし、その余を被告ＭＭＫの負担とする。 

以上 



（別紙４）

                                                                    原告被告企業対照表
乙イ 乙キ 乙ク 乙ケ 乙シ 乙チ 乙ト 乙ニ 乙マ 乙ミ 乙ム 乙メ 乙ユ 乙ラ 乙ワ 乙ガ

番号

  被告企業名

原告名

被災者 原告の被災
者との関係

職種 AGC株式
会社

株式会社
エーアン
ドエーマ
テリアル

株式会社
クボタ

ケイ
ミュー株
式会社

神島化学
工業株式
会社

日鉄ケミ
カル＆マ
テリアル
株式会社
【旧：新
日鉄住金
化学】

大建工業
株式会社

太平洋セ
メント株
式会社

ニチアス
株式会社

ニチハ株
式会社

日東紡績
株式会社

日本イン
シュレー
ション株
式会社

株式会社
バルカー
【旧：日
本バル
カー工
業】

株式会社
ノザワ

株式会社
エム・エ
ム・ケイ

パナソ
ニック
ホール
ディング
ス株式会
社

1 （１） （１A） 子 タイル工 〇 〇 〇 〇 〇

2 （２） （２A） 妻 大工 〇 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇

3 （３） （３A） 妻
ガラスブ
ロック工

〇

4 （４） 本人
家電取付工
事、倉庫作
業員

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

5 （５） （５A） 妻 現場監督等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

6 （６） 本人 空調設備工 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

7 （７） 本人 大工 〇 〇

8 （８） （８A） 妻 足場鳶 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

9 （９） （９A） 妻 電工 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10 （１０） （１０A） 妻 現場監督等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11-1
11-2

（１１ー1）
（１１ー2）

（１１A） 妻、子 現場監督等 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12-1
12-2

（１2ー1）
（１2ー2）

（１２A） 妻、子 大工 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

13 （１３） 本人 配管工 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇  

14 （１４） （１４A） 妻 左官             〇

15 （１５） （１５A） 妻 劇団員 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

16-1
16-2
16-3

（１6ー1）
（１6ー2）
（１6ー3）

（１６A） 妻、子 配管工 〇       〇 〇 〇   〇 〇  

17-1
17-2
17-3
17-4

（１7ー1）
（１7ー2）
（１7ー3）
（１7ー4）

（１７A） 妻、子 塗装工 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

18 （１８） （１８A） 妻 大工 〇 〇 〇 〇 〇



                                                                    原告被告企業対照表
乙イ 乙キ 乙ク 乙ケ 乙シ 乙チ 乙ト 乙ニ 乙マ 乙ミ 乙ム 乙メ 乙ユ 乙ラ 乙ワ 乙ガ

番号

  被告企業名

原告名

被災者 原告の被災
者との関係

職種 AGC株式
会社

株式会社
エーアン
ドエーマ
テリアル

株式会社
クボタ

ケイ
ミュー株
式会社

神島化学
工業株式
会社

日鉄ケミ
カル＆マ
テリアル
株式会社
【旧：新
日鉄住金
化学】

大建工業
株式会社

太平洋セ
メント株
式会社

ニチアス
株式会社

ニチハ株
式会社

日東紡績
株式会社

日本イン
シュレー
ション株
式会社

株式会社
バルカー
【旧：日
本バル
カー工
業】

株式会社
ノザワ

株式会社
エム・エ
ム・ケイ

パナソ
ニック
ホール
ディング
ス株式会
社

19 （１９） （１９A） 子 鉄筋工 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

20 （２０） （２０A） 義父 塗装工 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

21 （２１） 本人
大工、内装
工、吹付工

〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

22-1
22-2
22-3

（22ー1）
（22ー2）
（22ー3）

（２２A） 妻、子 左官                 〇

23 （２３） （２３A） 子 大工 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

24 （２４） 本人 現場監督 〇

25 （２５） （２５A） 妻 大工 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

26 （２６） （２６A） 妻 大工 〇   〇 〇 〇 〇 〇

27 （２７） 本人 大工 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

28 （２８） （２８A） 妻 建材運搬 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

29 （２９） （２９A） 妻
計装工、空
調メンテナ
ンス工

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

30 （３０） （３０A） 妻
産業用機械
設計

〇 〇 〇 〇

31 （３１） 本人 ボード工 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

32 （３２） （３２A） 本人

工場作業員
（ボード
工、内装
工）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇



請求一覧 （別紙５）

原告番号 原告 被災者名 主な職種 石綿関連疾患名 国 企業ら 発症日

1 （１） （１A）
タイル工、
給配管工 肺がん ¥19,250,000 2014/1/6

2 （２） （２A） 大工 胸膜中皮腫 ¥19,250,000 2013/10/16

3 （３） （３A）
ガラスブロック
工 胸膜中皮腫 ¥19,250,000 2007/5/23

4 （４） （本人） 家電取り付け等
石綿肺、
続発性気管支炎 ¥19,250,000 2017/9/22

5 （５） （５A） 現場監督 右肺がん ¥19,250,000 2015/8/10

6 （６） （本人） 空調設備工 びまん性胸膜肥厚 ¥19,250,000 2017/1/20

7 （７） （本人） 大工 肺がん ¥19,250,000 2014/4/30

8 （８） （８A） とび 胸膜中皮腫 ¥19,250,000 2013/3/5

9 （９） （９A） 電工 胸膜中皮腫 ¥19,250,000 2019/8/7

10 （１０） （１０A） 現場監督 肺がん ¥19,250,000 2017/5/9

11-1 （１１ー１） （１１A） 現場監督 悪性胸膜中皮腫 ¥9,625,000 2017/7/3

11-2 （１１ー２） （１１A） 現場監督 悪性胸膜中皮腫 ¥9,625,000 2017/7/3

12-1 （１２ー１） （１２A）
大工、
型枠解体工 胸膜中皮腫 ¥9,625,000 2015/8/20

12-2 （１２ー２） （１２A）
大工、
型枠解体工 胸膜中皮腫 ¥2,406,250 2015/8/20

13 （１３） （本人） 配管工 肺がん ¥19,250,000 2012/11/13

14 （１４） （１４A） 左官工 悪性胸膜中皮腫 ¥19,250,000 2017/7/3

15 （１５） （１５A） 劇団員 胸膜中皮腫 ¥19,250,000 ¥19,250,000 2014/12/3

16-1 （１６ー１） （１６A） 空調設備工 悪性胸膜中皮腫 ¥9,625,000 2006/3/6
16-2 （１６ー２） （１６A） 空調設備工 悪性胸膜中皮腫 ¥4,812,500 2006/3/6
16-3 （１６ー３） （１６A） 空調設備工 悪性胸膜中皮腫 ¥4,812,500 2006/3/6
17-1 （１７ー１） （１７A） 塗装工 悪性胸膜中皮腫 ¥9,625,000 2020/5/18
17-2 （１７ー２） （１７A） 塗装工 悪性胸膜中皮腫 ¥1,925,000 2020/5/18
17-3 （１７ー３） （１７A） 塗装工 悪性胸膜中皮腫 ¥1,925,000 2020/5/18
17-4 （１７ー４） （１７A） 塗装工 悪性胸膜中皮腫 ¥1,925,000 2020/5/18
18 （１８） （１８A） 大工 悪性胸膜中皮腫 ¥19,250,000 2014/12/26
19 （１９） （１９A） 鉄筋工 悪性胸膜中皮腫 ¥16,041,667 ¥16,041,667 2001/3/13
20 （２０） （２０A） 塗装工 悪性胸膜中皮腫 ¥12,833,333 2002/3/27

21 （２１） （本人）
吹付工、大工、
内装工 肺腺癌 ¥28,600,000 2016/2/8

22-1 （２２ー１） （２２A） 左官
肺がん（石綿肺、
胸膜肥厚斑） ¥14,300,000 2019/4/5

22-2 （２２ー２） （２２A） 左官
肺がん（石綿肺、
胸膜肥厚斑） ¥7,150,000 2019/4/5

22-3 （２２ー３） （２２A） 左官
肺がん（石綿肺、
胸膜肥厚斑） ¥7,150,000 2019/4/5



23 （２３） （２３A） 大工 胸膜中皮腫 ¥28,600,000 2019/3/18

24 （２４） （本人） 現場監督
悪性（胸膜）中皮
種 ¥28,600,000 2019/11/28

25 （２５） （２５A） 大工 悪性胸膜中皮腫 ¥28,600,000 2002/3月頃
26 （２６） （２６A） 大工 右悪性胸膜中皮腫 ¥28,600,000 2020/2/5

27 （２７） （本人） 大工
右上葉肺がん（石
綿肺） ¥28,600,000 2016/4/22

28 （２８） （２８A） 建材運搬 悪性胸膜中皮腫 ¥14,300,000 2018/1/23

29 （２９） （２９A）
計装工、空調メ
ンテナンス工 悪性胸膜中皮腫 ¥28,600,000 2018/11月頃

30 （３０） （３０A） 産業用機械設計 右悪性胸膜中皮腫 ¥14,300,000 2020/7/30

31 （３１） （本人）

サイディング
ボードの加工・
取付業 胸膜中皮種 ¥14,300,000 2020/11/25

32 （３２） （３２A） 工場作業員 腹膜中皮種 ¥14,300,000 2018/12/6


